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壱岐市議会定例会３月会議議案 
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令和８年壱岐市議会定例会３月会議議案 

 

 
報告第 １ 号 令和７年度壱岐市一般会計補正予算（第８号）の専決処分の報告につ 

いて 

 

議案第１０号 壱岐市行政組織条例の一部改正について 

 

議案第１１号  壱岐市職員等の旅費に関する条例の一部改正について 

 

議案第１２号  壱岐市立図書館条例の一部改正について 

 

議案第１３号  壱岐市乳児等通園支援事業の設備及び運営に関する基準を定める条例 

の制定について 

 

議案第１４号  壱岐市堆肥センター条例の一部改正について 

 

議案第１５号  壱岐市火災予防条例の一部改正について 

 

議案第１６号  過疎地域持続的発展計画の策定について 

 

議案第１７号  市道路線の認定について 

 

議案第１８号  令和７年度壱岐市一般会計補正予算（第９号） 

 

議案第１９号  令和７年度壱岐市国民健康保険事業特別会計補正予算（第３号） 

 

議案第２０号  令和７年度壱岐市後期高齢者医療事業特別会計補正予算（第２号） 

 

議案第２１号  令和７年度壱岐市介護保険事業特別会計補正予算（第４号） 

 

議案第２２号  令和７年度壱岐市農業機械銀行特別会計補正予算（第１号） 

  

議案第２３号  令和７年度壱岐市下水道事業会計補正予算（第３号） 

  

議案第２４号  令和８年度壱岐市一般会計予算 

  

議案第２５号  令和８年度壱岐市国民健康保険事業特別会計予算 

  

議案第２６号  令和８年度壱岐市後期高齢者医療事業特別会計予算 

  

議案第２７号  令和８年度壱岐市介護保険事業特別会計予算 



  

議案第２８号  令和８年度壱岐市三島航路事業特別会計予算 

 

議案第２９号  令和８年度壱岐市農業機械銀行特別会計予算 

 

議案第３０号  令和８年度壱岐市水道事業会計予算 

 

議案第３１号  令和８年度壱岐市下水道事業会計予算 



報告第１号 

令和７年度壱岐市一般会計補正予算（第８号）の専決処分の報

告について 

 令和７年度壱岐市一般会計補正予算（第８号）について地方自治法

第１８０条第１項並びに壱岐市議会基本条例第１２条第１項第７号

の規定により、 別紙のとおり専決処分したので、 地方自治法第１８

０条第２項及び壱岐市議会基本条例第１２条第２項の規定により報

告する。 

令和８年３月３日提出 

壱岐市長 篠 原 一 生



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

令和７年度 

 

 

 

 

一 般 会 計 補 正 予 算 書 

（第８号） 

 

 

 

 

 

 

 

 

壱 岐 市 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

専決第１号 

 

   専決処分書 

 

 地方自治法第１８０条第１項並びに壱岐市議会基本条例第１２条

第１項第７号の規定により、次のとおり専決処分する。 

 

   令和７年度壱岐市一般会計補正予算（第８号） 

 

 令和７年度壱岐市の一般会計補正予算（第８号）は、次に定めると

ころによる。 

 （歳入歳出予算の補正） 

第１条 歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ 21,210 千円を追

加し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ 27,943,697 千円

とする。 

２ 歳入歳出予算の補正の款項の区分及び当該区分ごとの金額並び

に補正後の歳入歳出予算の金額は、「第１表 歳入歳出予算補正」

による。 

 

  令和８年１月２３日専決 

 

壱岐市長 篠 原 一 生   

              

1



3,051,826 21,210 3,073,036

3 106,054 21,210 127,264

27,922,487 21,210 27,943,697歳             入             合             計

（単位：千円）

計款 項

県 委 託 金

第 １ 表 歳 入 歳 出 予 算 補 正

歳  入

補 正 前 の 額 補    正    額

16 県 支 出 金

2



6,009,085 21,210 6,030,295

4 97,592 21,210 118,802

27,922,487 21,210 27,943,697

選 挙 費

歳  出 （単位：千円）

款 項 補 正 前 の 額 補    正    額 計

2 総 務 費

歳            出            合            計

3



4



21,210 3,073,036

21,210 27,943,697

3,051,826

27,922,487

計款 補  正  前  の  額 補    正    額

16 県 支 出 金

（単位：千円）

歳入歳出補正予算事項別明細書

１ 総 括

歳　入

歳　　入　　合　　計

5



6,009,085 21,210 6,030,295

27,922,487 21,210 27,943,697

2

歳　　出　　合　　計

補 正 額

歳  出

款 補正前の額

総 務 費

計

6



21,210

21,210

一般財源
そ　の　他地　方　債国県支出金

特　　　定　　　財　　　源

補　　正　　額　　の　　財　　源　　内　　訳　

（単位：千円）

7



16 県支出金 3,051,826 21,210 3,073,036

3 県委託金 106,054 21,210 127,264

1 総務費県委託金 105,060 21,210 126,270

２ 歳 入

款　　　　　　項　　　　　　目 補正前の額 補 正 額 計

8



（単位：千円）

金　額

4 選挙費委託金 21,210 衆議院議員総選挙費委託金 21,210

節

区　分
説　　明

16  県支出金

9



国県支出金 地 方 債 そ の 他

2 総務費 6,009,085 21,210 6,030,295 21,210

4 選挙費 97,592 21,210 118,802 21,210

6 衆議院議員 0 21,210 21,210 21,210
総選挙費

３ 歳 出

款　項　目 補正前の額 補 正 額 計

補   正   額   の   財   源   内   訳

特    定    財    源
一般財源

10



（単位：千円）

1 報 酬 5,600 行政委員報酬
  選挙管理委員報酬 225
会計年度任用職員報酬 2,445
その他非常勤職員報酬
  投開票管理者・立会人等報酬 2,930

3 職 員 手 当 等 9,180 時間外勤務手当
  時間外勤務手当（一般職） 8,600
  時間外勤務手当（会計年度任用職）フルタイム 400
管理職員特別勤務手当 180

7 報 償 費 29 報償金（品）
  謝礼金 29

8 旅 費 152 費用弁償 93
普通旅費 59

10 需 用 費 1,483 消耗品費 500
燃料費 20
食糧費 206
印刷製本費 757

11 役 務 費 2,489 通信運搬費
  郵便料 2,489

12 委 託 料 1,906 一般業務委託料
  掲示場設置撤去作業 1,250
  自書式投票用紙読取分類機調整業務 543
  設置撤去作業 55
  作製業務 58

13 使 用 料 及 び 371 賃借料
賃 借 料   自動車借上料 150

  船舶借上料 60
  会場借上料 161

節

区　  分 金　  額
説　　明

2  総務費

11



１．特別職

3,155

1,902 183,708

3,155

24,840 8,332 3,393 36,565

3.50月分

3,155

3,155

24,840 29,505 3,393 241,446

16 63,120 21,173 84,293

2,067 186,863 24,840 29,505 3,393 244,601 22,604 267,205

5,868

123,743 123,743

22,604 264,050

42,433

101,02916 63,120 21,173 84,293 16,736

3,155

165 3,155

101,029

123,743

その他 120,588 120,5881,883 120,588

比 較

長 等

計

議 員

その他 165

補正前

長 等

3.50月分

計

議 員

3.50月分

計

5,868 42,433

3 24,840 8,332 3,393 36,565

給　　与　　費　　明　　細　　書

区 分
職 員 数

（人）
報 酬 給 料

合 計 備 考

長 等

議 員

給 与 費

（単位：千円）

補正後

その他

3.50月分

年間支給率

期 末 手 当

そ の 他
の 手 当

計
共 済 費

16,736

2,048

3

12



２．一般職

（１）総　　括

※（　）内は、短時間勤務職員数について外書き

職員手当

の 内 訳

比 較

3,030 514 913 1,600,991521,640 425,578 58,480 256,661 997 1,363

9,180

補正前

1,363 3,030 514 913 1,610,171521,640 425,578 58,480 256,661 997補正後

調 整 手 当 地 域 手 当
特 地 勤 務
手 当

教 員 特 別
手 当

単 身 赴 任
手 当

職員手当
合計

区 分 期 末 手 当 勤 勉 手 当 児 童 手 当 退 職 手 当

1809,000

補正前

比 較

2,344 480 5,772 18,630 30,784

54,117 11,676 28,551 34,731 153,730 2,344

54,117 11,676 28,551 34,731 144,730

夜 間 勤 務
手 当

休 日 勤 務
手 当

管 理 職
手 当

補正後

（単位：千円）

区 分 扶 養 手 当 住 居 手 当 通 勤 手 当
特 殊 勤 務
手 当

時 間 外
勤 務 手 当

宿 日 直
手 当

管 理 職 員
特 別 勤 務
手 当

660 5,772 18,630 30,784

775,985 4,877,803補正前

(473)

2,445 9,180 11,625 11,625

553 562,475 1,940,797 1,610,171 4,113,443 775,985

比 較

(18)

553 560,030 1,940,797 1,600,991 4,101,818

備 考
報 酬 給 料 職 員 手 当 計

補正後

(491)

（単位：千円）

区 分 職 員 数

給 与 費

共 済 費 合 計

4,889,428

13



（１）－１　会計年度任用職員以外の職員

職員手当

の 内 訳

比 較

3,030 514 913 1,164,527336,003 272,915 52,255 195,305 997 1,069

8,780

補正前

1,069 3,030 514 913 1,173,307336,003 272,915 52,255 195,305 997補正後

調 整 手 当 地 域 手 当
特 地 勤 務
手 当

教 員 特 別
手 当

単 身 赴 任
手 当

職員手当
合計

区 分 期 末 手 当 勤 勉 手 当 児 童 手 当 退 職 手 当

1808,600

補正前

比 較

2,344 480 4,804 18,630 30,784

54,117 11,676 19,872 32,072 135,347 2,344

54,117 11,676 19,872 32,072 126,747

夜 間 勤 務
手 当

休 日 勤 務
手 当

管 理 職
手 当

補正後

（単位：千円）

区 分 扶 養 手 当 住 居 手 当 通 勤 手 当
特 殊 勤 務
手 当

時 間 外
勤 務 手 当

宿 日 直
手 当

管 理 職 員
特 別 勤 務
手 当

660 4,804 18,630 30,784

8,780 8,780 8,780比 較

374 1,463,822 1,164,527 2,628,349 504,520 3,132,869補正前

374 1,463,822 1,173,307 2,637,129 504,520 3,141,649補正後

区 分 職 員 数

給 与 費

共 済 費 合 計 備 考
報 酬 給 料 職 員 手 当 計

（単位：千円）

14



（１）－２　会計年度任用職員

※（　）内は、短時間勤務職員数について外書き

職員手当

の 内 訳

比 較 400

補正前

294 436,864

436,464185,637 152,663 6,225 61,356 294

185,637 152,663 6,225 61,356補正後

調 整 手 当 地 域 手 当
特 地 勤 務
手 当

教 員 特 別
手 当

単 身 赴 任
手 当

職員手当
合計

区 分 期 末 手 当 勤 勉 手 当 児 童 手 当 退 職 手 当

400

補正前

比 較

968

8,679 2,659 18,383

8,679 2,659 17,983

夜 間 勤 務
手 当

休 日 勤 務
手 当

管 理 職
手 当

補正後

（単位：千円）

区 分 扶 養 手 当 住 居 手 当 通 勤 手 当
特 殊 勤 務
手 当

時 間 外
勤 務 手 当

宿 日 直
手 当

管 理 職 員
特 別 勤 務
手 当

968

2,445 400 2,845 2,845比 較

(18)

179 560,030 476,975 436,464 1,473,469 271,465 1,744,934補正前

(473)

179 562,475 476,975 436,864 1,476,314 271,465 1,747,779補正後

(491)

区 分 職 員 数

給 与 費

共 済 費 合 計 備 考
報 酬 給 料 職 員 手 当 計

（単位：千円）

15



（２）会計年度任用職員以外の職員の給料及び職員手当の増減額の明細

給与改定に伴う増減
分

昇給に伴う増加分

その他の増減分

給与改定に伴う増減
分

03-14

03-10

03-06

03-11

03-29

03-12

03-04

03-09

03-08

03-05

03-03

03-02

03-01 管理職員特別勤務手当 180

03-07

8,780

8,780職員手当

給  料

（千円）

区 分
増 減 額
（ 千 円 ）

増 減 事 由 別 内 訳
説 明 備 考

その他の増減分
8,600時間外勤務手当

制度改正に伴う増減
分

16



 

 

議案第１０号 

 

 

 

   壱岐市行政組織条例の一部改正について 

 

 

 

壱岐市行政組織条例の一部を改正する条例を別紙のとおり定める。  

 

 

  令和８年３月３日提出 

 

 

                                    壱岐市長  篠 原 一 生 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（提案理由） 

市長の権限に属する事務分掌について見直しを行い、行政ニーズへの対応と

より効率的な行政運営を図るため、所要の改正を行うものである。 



   壱岐市行政組織条例の一部を改正する条例 

 

 壱岐市行政組織条例（平成２３年壱岐市条例第１号）の一部を次のように改

正する。 

 

 第１条第３号及び第４号を次のように改める。 

 (3) 市民生活部 

 (4) 健康未来部 

 第１条第６号を次のように改める。 

 (6) 社会基盤部 

 第２条第３号中「市民部」を「市民生活部」に改め、同号イ中「社会福祉

（」の次に「児童福祉及び」を加え、同条第４号中「保健環境部」を「健康未

来部」に改め、同号中オ及びカを削り、イからエまでをウからオまでとし、ア

の次に次のように加える。 

  イ 児童福祉に関すること。 

 第２条第６号中「建設部」を「社会基盤部」に改め、同号に次のように加え

る。 

  カ 環境衛生に関すること。 

  キ 廃棄物対策に関すること。 

 

   附 則 

 （施行期日） 

１ この条例は、令和８年６月１日から施行する。 

 （壱岐市水道事業及び下水道事業の設置等に関する条例の一部改正） 

２ 壱岐市水道事業及び下水道事業の設置等に関する条例（平成１６年壱岐市



条例第２１１号）の一部を次のように改正する。 

  第３条第３号中「建設部上下水道課」を「社会基盤部水道課」に改める。 

 （壱岐市水道水源保護条例の一部改正） 

３ 壱岐市水道水源保護条例（平成１８年壱岐市条例第５７号）の一部を次の

ように改正する。 

  第８条第４項中「建設部上下水道課」を「社会基盤部水道課」に改める。 

 



議案第１１号 

 

 

   壱岐市職員等の旅費に関する条例の一部改正について 

 

 

 壱岐市職員等の旅費に関する条例の一部を改正する条例を別紙のとおり定め

る。 

 

 

  令和８年３月３日提出 

 

 

壱岐市長 篠 原 一 生 

 

 

 

 

（提案理由） 

国内外の経済社会情勢の変化に対応するため、「国家公務員等の旅費に関す

る法律」が一部改正されたことに伴い、壱岐市においても国の改正内容に準じ

て所要の改正を行うものである。 

 

 



1 

 

   壱岐市職員等の旅費に関する条例の一部を改正する条例 

 

 壱岐市職員等の旅費に関する条例（平成１６年壱岐市条例第４４号）の一部

を次のように改正する。 

 

 第２条第２号中「旅行する」を「旅行し、又は転任を命ぜられた職員がその

転任に伴う移転のため旧在勤公署から新在勤公署に旅行する」に改め、同条第

３号中「扶養親族」を「家族」に改め、同条第４号中「扶養親族」を「家族」

に改め、「、主として」を削り、「の収入によって」を「と」に、「維持して

いる」を「一にしている」に改め、同条に次の１号を加える。 

 (6) 旅行役務提供者 旅行業者(旅行業法(昭和２７年法律第２３９号）第

６条の４第１項に規定する旅行業者をいう。)であって、市と旅行役務提

供契約(旅行業者等が市に対して旅行に係る役務を旅行者に提供すること

を約し、かつ、市が当該旅行業者等に対して当該旅行に係る旅費に相当す

る金額を支払うことを約する契約をいう。以下同じ。)を締結したものを

いう。 

 第３条第２項第３号中「勤続２年以上の」を削り、同条第６項中「扶養親

族」を「家族」に改め、同条に次の１項を加える。 

８ 第１項、第２項及び第４項から第６項までに規定する場合において、市が

旅行役務提供契約に基づき旅行役務提供者に支払うべき金額があるときは、

これらの項に規定する者に対する旅費の支給に代えて、当該旅行役務提供者

に対し、当該金額を旅費に相当するものとして支払うことができる。 

 第４条第４項に次のただし書を加える。 

  ただし、旅行命令簿に記載し、これを掲示するいとまがない場合には、口

頭により旅行命令等を発し、又はこれを変更することができる。 
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 第４条中第５項を第６項とし、第４項の次に次の１項を加える。 

５ 旅行命令権者は、口頭により旅行命令等を発し、又はこれを変更した場合

には、できるだけ速やかに旅行命令簿に当該旅行に関する事項を記載し、こ

れを当該旅行者に掲示しなければならない。 

 第６条第１項中「車賃、日当、」を「その他交通費、」に、「宿泊料」を

「宿泊費」に、「食卓料」を「包括宿泊費、宿泊手当、転居費、着後滞在費及

び家族移転費」に改め、同条第２項から第８項までを削る。 

 第８条及び第９条を削り、第１０条を第８条とする。 

 第１１条及び第１２条を削り、第１３条を第９条とし、第１４条を第１０条

とし、第１５条を第１１条とする。 

 第１６条第１項に次の１号を加える。 

 (4) 前３号に掲げる費用に付随する費用 

 第１６条第２項及び第３項を削り、同条を第１２条とする。 

 第１７条第１項に次の１号を加える。 

 (4) 前３号に掲げる費用に付随する費用 

 第１７条を第１３条とする。 

 第１８条中「による」を「とその費用に付随する費用の合計額とする」に改

め、同条を第１４条とする。 

 第１９条の見出しを「（その他の交通費）」に改め、同条第１項を次のよう

に改める。 

  その他の交通費は、鉄道、船舶及び航空機以外を利用する移動に要する費 

用とし、その額は、次に掲げる費用（第２号から第４号までに掲げる費用 

は、公務のため特に必要とするものに限る。）の額の合計額とする。 

 (1) バスを利用する移動に要する運賃 

 (2) タクシーその他の旅客を運送する交通手段を利用する移動に要する運
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賃 

 (3) レンタカーの賃料その他の移動に直接要する費用 

 (4) 前３号に掲げる費用に付随する費用 

 第１９条第２項及び第３項を削り、同条を第１５条とする。 

 第２０条を削る。 

 第２１条の見出しを「（宿泊費）」に改め、同条第１項を次のように改め

る。 

  宿泊費は、旅行中の宿泊に要する費用とし、その額は、国家公務員等の旅 

費支給規程（昭和２５年大蔵省令第４５号。以下「省令」という。）別表第 

２に定める旅行先の区分に応じ、市長、副市長又は教育長にあっては同表の 

職務の級が指定職職員等、一般職員にあっては職務の級が１０級以下の者の 

欄に定める額（次条において「宿泊費基準額」という。）の範囲内の実費額 

とする。ただし、当該宿泊に係る特別な事情がある場合として規則で定める 

場合は、当該宿泊に要する費用の額とする。 

 第２１条第２項中「宿泊料」を「宿泊費」に改め、同条を第１６条とし、同

条の次に次の２条を加える。 

 （包括宿泊費） 

第１７条 包括宿泊費は、移動及び宿泊に対する一体の対価として支払われる

費用とし、その額は、当該移動に係る第１２条から第１５条の規定による交

通費の額及び当該宿泊に係る宿泊費基準額の合計額とする。 

 （宿泊手当） 

第１８条 宿泊手当は、宿泊を伴う旅行に必要な諸雑費に充てるための費用と

し、その額は、省令別表第３に定める額に現に宿泊した夜数を乗じた額とす

る。ただし、旅行中に自宅等に宿泊する場合は支給しない。 

２ 宿泊手当の額は、前２条で支給される宿泊費又は包括宿泊費について次の
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各号に掲げる場合に該当するときは、前項の規定にかかわらず、当該各号に

掲げる額とする。 

 (1) 朝食又は夕食に係る費用のいずれかに相当するものが含まれる場合 

前項で定める定額の３分の２の額 

 (2) 朝食及び夕食に係る費用に相当するものが含まれる場合 前項で定め

る定額の３分の１の額 

 第２２条を削る。 

 第２３条の見出しを「（転居費）」に改め、同条第１項及び第２項を次のよ

うに改める。 

  転居費は、赴任に伴う転居に要する費用（第２１条第１項第１号又は第２ 

号に規定する場合の家族の転居に要する費用を含む。）とし、その額は、次 

に掲げる方法により算定される額とする。 

 (1) 運送業者が家財の運送を行う場合には、複数の運送業者に見積りをさ

せ、かつ、その中から最も経済的なものを選択するときに限り、当該運送

に要する額を転居費の額とする方法 

 (2) 旅行役務提供者が家財の運送を行う場合には、前号の規定にかかわら

ず、当該運送に要する額を転居費の額とする方法 

 (3) 旅行者が宅配便又は自家用自動車若しくはレンタカーその他これらに

類するものを利用して家財の運送を行う場合には、当該運送に要する額を

転居費の額とする方法。ただし、当該運送に要する額が運送業者に依頼し

たものとして第１号の規定により算定した額を超えるときは、当該額とす

る。 

２ 市職員又は家族が他から赴任に係る旅費の支給又はこれに相当する金額

の支払を受ける場合には、前項の規定により算定した転居費の額から当該

支給又は当該支払を受ける金額を差し引くこととする。 
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 第２３条を第１９条とする。 

 第２４条の見出しを「（着後滞在費）」に改め、同条中「着後手当の額」を

「着後滞在費」に、「別表第２の日当定額の５日分及び赴任に伴い住所又は居

所を移転した地の存する地域の区分に応じた宿泊料定額の」を「現に宿泊した

夜数に係る宿泊費実費及び宿泊手当の合計額とし、」に、「に相当する額によ

る」を「を上限とする」に改め、同条に後段として次のように加える。 

  この場合において、宿泊費の区分は、赴任に伴い住所又は居所を移転した

地の存する地域の区分とする。 

 第２４条を第２０条とする。 

 第２５条の前の見出しを「（家族移転費）」に改め、同条第１項及び第２項

を次のように改める。 

  家族移転費は、赴任に伴う家族の移転に要する費用とし、その額は、次に 

掲げる額とする。 

 (1) 赴任の際家族（赴任を命ぜられた日において同居している者に限る。

この号及び次号において同じ。）を市職員の新居住地に移転する場合に

は、家族１人ごとに、市職員がその移転をするものとして算定した交通

費、宿泊費、包括宿泊費、宿泊手当及び着後滞在費の合計額に相当する額 

 (2) 前号に規定する場合に該当せず、かつ、赴任を命ぜられた日の翌日か

ら１年以内に家族を市職員の居住地（赴任後家族を移転するまでの間に更

に赴任があった場合には、当該赴任後における市職員の新居住地）に移転

する場合には、同号の規定に準じて算定した額 

２ 市長は、公務上の必要又は天災その他やむを得ない事情がある場合に

は、前項第２号に規定する期間を延長することができる。 

 第２５条を第２１条とする。 

 第２６条を削り、第２７条を第２２条とする。 
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 第２８条第３項中「における扶養親族」を「において同居している家族」

に、「年齢に従い、次に規定する額」を「職員相当の鉄道賃、船賃及びその他

の交通費並びに宿泊費実費及び宿泊手当」に改め、同項各号を削り、同条を第

２３条とする。 

 第２９条第１項中「準用する」を「準用し、宿泊費については第１６条の規

定による」に改め、同項ただし書を削り、同条第２項を削り、同条を第２４条

とする。 

 第３０条を第２５条とする。 

 別表第１から別表第３までを削る。 

 

   附 則 

 この条例は、令和８年４月１日から施行する。 



議案第１２号 

 
壱岐市立図書館条例の一部改正について 

 
 

壱岐市立図書館条例の一部を改正する条例を別紙のとおり定める。 
 
 

  令和８年３月３日提出 

 

壱岐市長 篠 原 一 生  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

（提案理由） 

壱岐市立郷ノ浦図書館の移転に伴い、位置を変更するため、所要

の改正を行うものである。 



   壱岐市立図書館条例の一部を改正する条例 

 

 壱岐市立図書館条例（平成３１年壱岐市条例第７号）の一部を次のように改

正する。 

 

 第２条の表中「 

壱岐市立郷ノ浦図書館 壱岐市郷ノ浦町本村触４９０番地９ 

」を「 

壱岐市立郷ノ浦図書館 壱岐市郷ノ浦町本村触４４５番地 

」に改める。 

 

   附 則 

 この条例は、令和８年４月１日から施行する。 



議案第１３号 

 

   壱岐市乳児等通園支援事業の設備及び運営に関する基準を定める条例の

制定について 

 

 壱岐市乳児等通園支援事業の設備及び運営に関する基準を定める条例を別紙

のとおり定める。 

 

  令和８年３月３日提出 

 

壱岐市長 篠 原 一 生    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（提案理由） 

壱岐市乳児等通園支援事業の実施に向けて、所要の条例を制定するものであ

る。 



   壱岐市乳児等通園支援事業の設備及び運営に関する基準を定める条例 

 

 （趣旨） 

第１条 この条例は、児童福祉法（昭和２２年法律第１６４号。以下「法」と

いう。）第３４条の１６の規定に基づき、乳児等通園支援事業の設備及び運

営に関する基準を定めるものとする。 

 （定義） 

第２条 この条例において使用する用語は、法及び乳児等通園支援事業の設備

及び運営に関する基準（令和７年内閣府令第１号。以下「基準省令」とい

う。）において使用する用語の例による。 

 （乳児等通園支援事業の設備及び運営に関する基準） 

第３条 乳児等通園支援事業の設備及び運営に関する基準は、次条に定めるも

ののほか、基準省令に定めるところによる。 

 （暴力団等の排除） 

第４条 乳児等通園支援事業者は、役員等（乳児等通園支援事業者が個人であ

る場合にはその者その他経営に実質的に関与している者を、乳児等通園支援

事業者が法人である場合にはその役員、その支店又は事業所の代表者その他

経営に実質的に関与している者をいう。）が壱岐市暴力団排除条例（平成２

４年壱岐市条例第２９号）第２条第１号に規定する暴力団又は同条第２号に

規定する暴力団員であってはならない。 

 （委任） 

第５条 この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。 

 

   附 則 

 この条例は、令和８年４月１日から施行する。 



議案第１４号 

壱岐市堆肥センター条例の一部改正について 

壱岐市堆肥センター条例の一部を改正する条例を別紙のとおり定める。 

令和８年３月３日提出 

壱岐市長 篠 原 一 生 

（提案理由） 
 当該施設整備後の年数経過による維持管理費の増加に伴い、運営の効率化

を図るとともに、壱岐市農業協同組合の堆肥センター利用料との単価差につ

いて解消を図るため、使用料のうちの収集および散布料金について、所要の

改正を行うものである。 



壱岐市堆肥センター条例の一部を改正する条例 

 

 壱岐市堆肥センター条例（平成２２年壱岐市条例第１５号）の一部を次のよ

うに改正する。 

 

 別表中「８１０円」を「１，０００円」に改める。 

 

附 則 

（施行期日） 

１ この条例は、令和８年７月１日から施行する。 

（経過措置） 

２ この条例による改正後の壱岐市堆肥センター条例の規定は、この条例の施

行の日以後の施設の利用に係る使用料について適用し、同日前の施設の利用

に係る使用料については、なお従前の例による。 



議案第１５号  

 

壱岐市火災予防条例の一部改正について 

 

壱岐市火災予防条例の一部を改正する条例を別紙のとおり定める。 

 

令和８年３月３日提出 

 

                  壱岐市長 篠 原 一 生   

 

 

 

 

 

（提案理由） 

火災予防条例(例)の一部が改正されることに伴い、所要の改正を行う

ものである。 



   壱岐市火災予防条例の一部を改正する条例 

 

 壱岐市火災予防条例（平成１６年壱岐市条例第２３１号）の一部を次のよう

に改正する。 

 

 第７条の２の見出しを「（簡易サウナ設備）」に改め、同条第１項中「サウ

ナ室に設ける放熱設備（以下「サウナ設備」という。）」を「簡易サウナ設備

（屋外その他の直接外気に接する場所に設けるテント型サウナ室（サウナ室の

うちテントを活用したものをいう。）又はバレル型サウナ室（サウナ室のうち

円筒形であり、かつ、木製のものをいう。）に設ける放熱設備であって、定格

出力６キロワット以下のものであり、かつ、薪又は電気を熱源とするものをい

う。以下同じ。）」に改め、同項第２号中「サウナ設備」を「簡易サウナ設

備」に改め、同号に次のただし書を加える。 

  ただし、薪を熱源とする簡易サウナ設備にあっては、その周囲において火

災が発生した際に速やかに使用できる位置に消火器を設置した場合は、この

限りでない。 

 第７条の２第２項中「サウナ設備」を「簡易サウナ設備」に、「及び第１０

号」を「、第１０号」に、「第１２号までを除く。)」を「第１４号まで、第

１７号から第１８号の３まで、第２項第６号及び第３項並びに第４項を除

く。）及び第５条第１項」に改め、同条の次に次の１条を加える。 

 （一般サウナ設備） 

第７条の３ 一般サウナ設備（簡易サウナ設備以外のサウナ設備（サウナ室に

設ける放熱設備をいう。）をいう。以下同じ。）の位置及び構造は、次に掲

げる基準によらなければならない。 

 (1) 火災予防上安全な距離を保つことを要しない場合を除き、建築物等及



び可燃性の物品から火災予防上安全な距離として対象火気設備等及び対象

火気器具等の離隔距離に関する基準により得られる距離以上の距離を保つ

こと。 

 (2) 一般サウナ設備の温度が異常に上昇した場合に直ちにその熱源を遮断

することができる手動及び自動の装置を設けること。 

２ 前項に規定するもののほか、一般サウナ設備の位置、構造及び管理の基準

については、第３条（第１項第１号及び第１０号から第１２号までを除

く。）の規定を準用する。 

 第２９条の７第１項第１号中「住宅用防災機器」の次に「、感震ブレーカ

ー」を加える。 

 第４４条第６号の次に次の１号を加える。 

 (6の2) 簡易サウナ設備（個人が設けるものを除く。） 

 第４４条第７号中「サウナ設備」を「一般サウナ設備」に改める。 

 

   附 則 

 この条例は、令和８年３月３１日から施行する。 



議案第１６号 

 

 

   過疎地域持続的発展計画の策定について 

 

 

 過疎地域持続的発展計画を別冊のとおり定めることについて、過疎地

域の持続的発展の支援に関する特別措置法第８条の規定により、議会の

議決を求める。 

 

 

  令和８年３月３日提出 

 

 

          壱岐市長 篠 原 一 生   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（提案理由） 

過疎地域の持続的発展の支援に関する特別措置法第８条に基づき、過

疎地域持続的発展計画を定めるときは、議会の議決を経る必要がある。 
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過疎地域持続的発展計画 

 
 

令和８年度～令和１２年度 

 

 

 

 

 

 

 

 

令和８年 3 月 

 

長崎県 壱岐市 
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１ 基本的な事項 

 

（１）壱岐市の概況 

 

（ア）自然的、歴史的、社会的、経済的諸条件の概要 

 

① 位  置 

 本市は、福岡県と対馬の中間地点に在り、博多港から北西に約６７ｋｍ、佐賀県唐津東港

から北へ約４２ｋｍに位置する。北西約６８ｋｍには対馬を望み、対馬海峡東水道と壱岐水

道、玄界灘に囲まれており、その大きさは南北約１７ｋｍ、東西約１５ｋｍ、面積１３９．４

２ｋ㎡である。古来より大陸文化の中継地として重要な役割を担ってきており、中国の『魏

志倭人伝』に「一大國（一支國）」と記されている。 

 

② 自然資源 

 本市の地形は一般に丘陵性の玄武岩をなし、高度１００ｍを超える山地が占める面積は極

めて少ない。分水嶺は西へ偏り、谷江川は北西から南東に、幡鉾川は西から東に流れその流

域には、本市最大の平野が発達している。市内の耕地面積は３４．５ｋ㎡、田の整備率は６

５．９％（令和６年）に達し、ほ場条件が整った地域である。また、海岸線は、発達した海蝕

崖がみられる北東部を除けば出入りが多く、大小の湾入があり天然の良港として古くから発

展してきた。特に対馬海峡東水道に面した西岸一帯は激しく、溺谷の原型を保っている。ま

た、南東岸には大小の砂浜をはじめ市全体に美しい砂浜が点在する。昭和４３年７月２２日、

本市の一部が壱岐対馬国定公園に指定され、また、昭和５３年６月１６日辰の島、手長島、

妻ヶ島の３か所が海域公園地区に指定されるなど自然景観に恵まれている。  

 

③ 土地利用 

 本市の面積は、１３９．４２ｋ㎡であり、県全体の約３．４％を占めている。令和７年度現

在の土地利用の状況は、田、畑、樹園地を合わせた農用地は３７．５８ｋ㎡（２７．０％）で

あり、山林の５２．６０ｋ㎡（３７．７％）とほぼ並ぶ。宅地（民有地）は８．５６ｋ㎡（６．

１％）である。また、原野や水面、道路、その他の面積は４０．６８ｋ㎡（２９．２％）で、

市全体の穏やかな地形を活かし、古くからの開拓を引き継ぎ、効果的な土地利用を進めてい

る。 

 

④ 気  候 

 本市の気候は、対馬暖流の影響を受けて、全国的に見ると概ね温暖な海洋性気候である。

県本土の長崎市や佐世保市などに比べると、年間を通して気温は低い。福岡県北部の同緯度

の地域と比較しても、夏季は涼しく冬季は同程度かやや暖かい。氷点下になることは少なく

降雪や積雪も稀である。 

 降水量は、６～７月の梅雨期と９月の台風、秋雨時期に多い。年間降水量は県本土と比べ
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ると多く、全国的にも多い方に属する。 

 

⑤ 歴  史 

 本市は３世紀の中国の史書『魏志倭人伝』に「一大国（一支國）」として登場し、「広さ三百

里平方ばかり、竹林・叢林が多く、三千ばかりの家がある。ここはやや田畑はあるが、水田を

耕しても食料には足らず、やはり南や北と交易して暮らしている。」と記されている。本市に

は弥生・古墳時代の遺跡が多く残っている。 

 古代に入って本市は対馬とともに国境防衛の要地となり、「日本書紀」には天智３年（６６

４年）に、壱岐・対馬に防人と烽火を置くと記されている。防人は守備隊、烽は危急を知らせ

る施設で、日中は煙を上げ夜は火を放って伝達した。 

 中世、元寇直後の１２９３年、唐津・岸岳城主の波多氏が旧武生水村（現在の郷ノ浦町・武

生水地区）に亀丘城を築城したが、波多氏に内紛が起こり１５７１年以来明治維新まで平戸

の松浦氏が壱岐を統治した。 

 明治１１年、郡区町村編制法が制定され、壱岐・石田２郡となり、２２村に分かれた。ま

た、明治２２年には市町村制施行により２郡１２村、昭和３０年「町村合併促進法」で３町

１村などの合併等を経て、平成１６年３月１日には、郷ノ浦町、勝本町、芦辺町、石田町の４

町が合併して壱岐市となった。 

 

⑥ 社会・経済 

 本市においては、昭和２８年に制定された離島振興法をはじめとする様々な国・県の支援

策により社会基盤の基礎条件の改善、産業振興のための基盤整備、生活環境の整備等が行わ

れた。近年では、観光・交通の要であるフェリー接岸施設や付近の混雑解消に伴う橋やトン

ネル、駐車場の整備、高速船の接岸施設、幹線道路・生活道路の計画的な改良、文化施設、ス

ポーツ・レクリエーション施設の整備等により住民の生活環境は確実に向上している。 

 また、福岡・壱岐・対馬を結ぶフェリーや高速船の就航・増便や長崎と空路を結ぶダッシ

ュエイトやエーティーアールの就航、大型客船が接岸できる岸壁の整備、携帯電話・インタ

ーネット網の急速な発達に対応できる通信施設の整備など、交通・通信の分野で飛躍的な取

組がなされている。しかしながら、高齢化の進行と若者の就業先不足による市外流出が、地

域社会の活性化に大きな課題を残している。また、離島であるがゆえに、医療に対する本土

との格差など大きな問題を抱えている。 

 

（イ）過疎の状況 

 

① 人口等の動向 

 本市の人口は、復興期を終えた昭和３０年の５１，７６５人をピークに、高度経済成長期

の都会的生活願望や第１次産業の低迷、進学率の増加などによる市外への人口流出が続き、

令和２年の国勢調査では２４，９４８人となり、最多時から約４８％まで減少している。こ

の人口減少とともに若年層の市外への流出が高齢者比率の上昇を招き、過疎化に一層の深刻

度を増している。 
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② 現在までの対策 

 本市は、合併以前に、旧石田町を除く旧郷ノ浦町、旧勝本町、旧芦辺町が過疎地域に指定

されていた。平成１６年の合併で壱岐市となって以降は市全域が過疎地域に指定されており、

過疎地域自立促進特別措置法に基づく過疎対策事業等により、農林水産業の基盤整備や地場

産業の振興、観光レクリエーション施設等の整備、市道・農道の整備、上下水道、廃棄物処理

施設、消防・防災施設、各種公園等の生活環境施設の整備、福祉・保健施設、学校教育施設、

文化施設、体育施設等の整備などあらゆる振興施策を実施し、住民生活に必要な社会基盤の

整備を図ってきた。 

 交流を高める交通体系の整備では、航路は平成１２年から壱岐-福岡間の高速船ジェットフ

ォイルが２隻体制となり、福岡との交通も便利になった。現在、ジェットフォイルの老朽化

が進んだことから、令和７年１１月に１隻の新船建造の契約が締結され、令和１１年６月以

降に就航予定である。現状の便数確保と安全な航路体制を維持していきたい。空路は壱岐-福

岡間が平成１５年１月に路線廃止となり、現在は壱岐-大村（長崎空港）間の１路線のみの運

行となった。平成２９年に施行された有人国境離島法により航路・航空路運賃の低廉化も実

現し、住民を取り巻く環境は、着実に改善されているが、本土非過疎地域との生活環境の格

差は未だ是正されていない状況である。有人国境離島法は令和 9 年 3 月末で期限を迎えるた

め、確実な延長・改正に向けて要望活動を続けていく。壱岐地域の持続的発展のためには、

人口の市外流出対策としての産業振興による雇用の確保、医療・福祉の設備と人的充実、教

育関連施設の拡充、高度情報化社会に対応できる情報基盤の整備・充実、観光地としての基

盤づくりなど、島の自然と歴史のなかで共生し協働できる基盤整備が必要である。 

 

③ 現在の課題と今後の見通し 

本市においては、若者の流出、出生数の減少、高齢化の進行、就業人口の減少などにより

地域活力の低下を招くなど依然として多くの課題を抱えている。 

今後、過疎地域の多様で豊富な自然や文化、地域固有の特性を活かしながら持続可能な地

域社会を構築していくために、自立性を育むことが求められている。 

そのため、今後も引き続き、農業、水産業、観光業などの基幹産業の活性化や次世代産業

の育成・企業誘致施策、急速に進む少子高齢化に対応する結婚・出産・子育て環境の充実、学

校教育環境の充実、高齢者福祉の充実、健康・医療体制づくり施策、自然環境と共生する社

会的施策、生活道路や公共交通機関の整備に対する施策など創意工夫のあふれる施策を展開

し、人と人、人と自然、人とまちなど、多様で豊かな関わり合いの中から、市民が真に誇りと

愛着を持ち幸福を実感できるまちづくりを目指す。 

 

（ウ）壱岐市の社会経済的発展の方向の概要 

 

① 産業構造の変化  

本市の令和２年の就業人口総数は１１，５０３人で、昭和３５年と比して１３，５２８人、

５４．０%減少しており、産業別にみると、第１次産業が１６，０１５人、８９．２%の減少、

第２次産業が５１人（３．０％）の増加、第３次産業が２，３３９人（４３．３％）の増加で

あり、第１次産業から第２次、第３次産業へと産業構造が変化している。 
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令和２年の産業別就業人口比率は、第１次産業が１６．８％、第２次産業が１５．１%、第

３次産業が６７．３%となっている。産業構造の変化の背景には、第１次産業では農産物価

格の低迷や高齢化・後継者不足による農業者の減少、第２次産業では製造業や建設業の増加、

第３次産業では大型店舗や飲食店の増加等が見られる。 

 

② 地域の経済的な立地特性  

本市は、平坦地に恵まれ、周辺を海に囲まれ、従来から農業と水産業が盛んな地域である。

農業は、肉用牛、米、葉たばこを基幹作目として、イチゴ、メロン、アスパラガスなどの施設

園芸や花きなどを組み入れた複合経営が行われている。水産業は地域の基幹産業であり、イ

カ釣、一本釣、定置網、刺網、採貝藻等が営まれている。 

また、本市には美しい自然景観や歴史・文化などの観光資源に恵まれ、これらを活かした

体験型観光や教育旅行の誘致などを行っているが、観光客も団体から個人へと移り変わり、

観光客数も、平成３年をピークに長期的減少が続いており、平成 29 年には最盛期の約半数

まで落ち込んだ。そのような状況の中、コロナ禍でさらなる打撃を受けたものの、その後は

増加傾向に転じコロナ禍前の水準に戻りつつある。 

地場企業は建設業が多いが、小規模企業がほとんどで、九州本土に近いこともあって、魅

力ある職種を求めて、若年労働者の市外流出を招いている。 

そのため、本市においては、産業の活性化や就業機会の創出を重要な課題として位置付け、

IoT・AI 等の先端技術を積極的に取り入れながら、基幹産業である農業、水産業の効率的な生

産・供給・販売システムの確立などによる再構築を進め、地元農水産物の高付加価値化やブ

ランド化を図り、これら農林水産業と十分に連携した観光業の振興に取り組み、関係者の所

得の向上を目指す必要がある。 

 

（２）人口及び産業の推移と動向 

 

（ア）人  口 

 

① 年齢階層別、男女別等から見た人口の推移 

5 年ごとの国勢調査結果（表 1-1）を比較すると、本市の人口は、昭和３５年から昭和 40

年の間に９．６%の減少を記録して以降、依然として減少傾向にある。年齢階層別に見ると、

少子化の影響により、年少人口（０～１４歳）は昭和５５年以降、5 年ごとに概ね 10～16％

の割合で減少を続けている。 

若年者（１５～２９歳）の人口は、昭和５０年にプラスに転じたものの、昭和６０年以降

は再び減少傾向となり、平成１７年以降は５年ごとに１０％を超える減少となっている。 

高齢者（６５歳以上）については、昭和３５年以降増加を続け、令和２年の高齢者比率は

３８．７％となり、本市は約３人に１人が高齢者という、超高齢社会に突入している。 

世帯数は、核家族化の進展により、緩やかな増加傾向にある一方、１世帯あたりの人員は

減少しており、世帯規模の縮小が進んでいる。 
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② 今後の見通し 

本市の人口は、少子高齢化が進行し、今後も人口減少が進むことが予測されている。2050

年人口 2 万人を維持するには、さらなる定住人口の減少抑制と UI ターン・関係人口の拡大

に重点を置いた施策を展開する必要がある。 

 

（イ）産  業 

 

 本市の産業構造は、昭和３０年代からの高度経済成長の影響を大きく受け、第１次産業就

業者数は都市部への労働人口の流出をきっかけに減少傾向となり、第２次産業就業者数は農

業・漁業の加工業、地場産業である焼酎製造業の販売の伸びや建設需要の増加等により、第

３次産業就業者数は観光業の発展等により、それぞれ増加傾向となり、以降も産業就業者数

の推移は同様の傾向が続いた。 

しかし、近年の市内人口の減少及び高齢化が各産業に悪影響を及ぼしており、第１次産業

では農業水産業の後継者不足、就業者の高齢化が進んでいる。第２次産業及び第３次産業で

も同様の影響が見られ、これまでの産業就業者数の推移傾向に変化が現れている。令和２年

と平成２７年の国勢調査数値の比較では、第１次産業就業者が７２４人、２７．２％減、第

２次産業就業者数が２１４人、１１．０％減、第３次産業就業者数は６６１人、７．９％減と

減少を続けている。 

今後も市内人口の減少とともに就業人口の減少が続くことが予想される。 
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表 1-1(1)人口の推移（国勢調査） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

昭和３５年

実数 実数 増減率 実数 増減率 実数 増減率 実数 増減率

人 人 ％ 人 ％ 人 ％ 人 ％

50,497 45,654 △ 9.6 42,983 △ 5.9 41,871 △ 2.6 41,035 △ 2.0

18,138 14,915 △ 17.8 12,783 △ 14.3 11,276 △ 11.8 10,480 △ 7.1

28,410 26,262 △ 7.6 25,336 △ 3.5 25,390 0.2 25,006 △ 1.5

うち15歳～
29歳(a)

9,897 7,880 △ 20.4 7,454 △ 5.4 7,729 3.7 6,703 △ 13.3

3,949 4,477 13.4 4,864 8.6 5,205 7.0 5,549 6.6

％ ％ ％ ％ ％

19.6 17.3 17.3 18.5 16.3

％ ％ ％ ％ ％

7.8 9.8 11.3 12.4 13.5

実数 増減率 実数 増減率 実数 増減率 実数 増減率

人 ％ 人 ％ 人 ％ 人 ％

39,528 △ 3.7 37,308 △ 5.6 35,089 △ 5.9 33,538 △ 4.4

9,407 △ 10.2 7,978 △ 15.2 6,632 △ 16.9 5,582 △ 15.8

24,068 △ 3.8 22,483 △ 6.6 20,443 △ 9.1 18,878 △ 7.7

うち15歳～
29歳(a)

5,807 △ 13.4 5,122 △ 11.8 4,604 △ 10.1 4,524 △ 1.7

6,053 9.1 6,844 13.1 8,014 17.1 9,078 13.3

％ ％ ％ ％

14.7 13.7 13.1 13.5

％ ％ ％ ％

15.3 18.3 22.8 27.1

実数 増減率 実数 増減率 実数 増減率 実数 増減率

人 ％ 人 ％ 人 ％ 人 ％

31,414 △ 6.3 29,377 △ 6.5 27,103 △ 7.7 24,948 △ 8.0

4,773 △ 14.5 4,180 △ 12.4 3,736 △ 10.6 3,213 △ 14.0

17,304 △ 8.3 15,855 △ 8.4 13,750 △ 13.3 12,076 △ 12.2

うち15歳～
29歳(a)

3,837 △ 15.2 3,028 △ 21.1 2,476 △ 18.2 2,183 △ 11.8

9,337 2.9 9,342 0.1 9,617 2.9 9,659 0.4

％ ％ ％ ％

12.2 10.3 9.1 8.8

％ ％ ％ ％

29.7 31.8 35.5 38.7

令和２年

―

―

平成２７年

―

―
(b)/総数

高齢者比率

区 　　 分

　総　　　数

　0歳～14歳

15歳～64歳

65歳以上(ｂ)

(a)/総数

平成17年

―

―

―
高齢者比率

(b)/総数
― ― ―

若年者比率

― ― ――

平成7年 平成12年

　総　　　数

　0歳～14歳

若年者比率

15歳～64歳

65歳以上(ｂ)

(a)/総数

区 　　 分
昭和60年 平成2年

―
若年者比率

(b)/総数
― ― ― ―

高齢者比率

(a)/総数
― ― ―

　総　　　数

　0歳～14歳

15歳～64歳

65歳以上(ｂ)

区 　　 分
昭和４０年 昭和４５年 昭和５０年 昭和５５年

平成２２年

―

―
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表 1-1(2)人口の見通し 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（３）行財政の状況  

 

（ア）行政の状況 

 

平成１６年３月１日の市制発足以降、持続可能で効率的な行政運営の確立を目指し、組織

体制や事務事業の見直し、公共施設の最適化、人件費・経常経費の抑制、地方債の繰上償還

の実施等、行財政改革に継続的に取り組んでいる。今後も、限られた財源の中で、新たな行

政課題や複雑・多様化する市民ニーズに柔軟かつ迅速に対応していくために、事務事業につ

いて継続的な見直しを進めながら、効率的な事業の実施を図り、事務手続の簡素化、効率化

を進めていく。また、ＤＸの推進にあたっては、業務の電子化にとどまらず、市民サービス

に直結するシステム整備と業務プロセスの抜本的な見直しのため、全庁的な取組を進めてい

く。 

 

（イ）財政の状況 

 

本市の財政状況は、市税をはじめとする自主財源の歳入全体に占める割合が低く、令和６

年度決算における割合は約２６％となっており、収入の多くを地方交付税や国庫支出金等に

依存している状況である。 



10 

 

収入において最も大きな割合を占める地方交付税は、市町村合併による普通交付税の特例

措置期間が令和元年度をもって終了し、令和６年度の臨時財政対策債を含む普通交付税額は、

最大であった平成２２年度の約１０９億８千万円と比較して約１７億円の減少となっており、

予算規模を縮減できず不足する歳入を基金の取り崩しで対応してきたため、基金残高は、令

和２年度末には約８０億３，８５０万円となり、ピーク時の平成２８年度から約２８億円減

少したため、令和３年度に「壱岐市財政基盤確立計画」を策定し、歳入の確保・歳出の縮減の

取組を進めてきたが、近年の物価高騰等の影響や義務的経費の増加により、令和６年度決算

における経常収支比率は９７．９％と、市制施行後の最高値となっている。 

今後も引き続き、「壱岐市財政基盤確立計画」の取組を基本として、財政基盤の強化を図り、

将来にわたり持続可能な財政基盤の確立を進めていく必要がある。 

 

 

 

 

 

 

 

表１－２(1)　市町村財政の状況

　（単位：千円）

区       分 平成２２年度 平成２７年度 令和２年度

歳入総額　Ａ 28,805,859 22,958,735 27,034,681

　一般財源 13,811,230 13,610,279 13,146,336

　国庫支出金 7,160,548 2,535,220 6,173,558

　都道府県支出金 1,868,606 1,810,291 2,527,489

　地方債 3,777,600 2,256,900 2,196,202

　　　うち過疎対策事業債 643,000 783,600 1,024,100

　その他 2,187,875 2,746,045 2,991,096

歳出総額　Ｂ 28,034,636 22,343,979 26,358,945

　義務的経費 9,556,328 9,563,756 9,539,800

　投資的経費 9,680,904 3,166,379 3,816,633

　　　うち普通建設事業 9,498,184 3,095,208 3,215,603

　その他 8,797,404 9,613,844 13,002,512

　過疎対策事業費 1,775,302 1,371,786 143,775

歳入歳出差引額　Ｃ（Ａ－Ｂ） 771,223 614,756 675,736

　翌年へ繰越すべき財源　Ｄ 379,562 35,113 223,190

　実質収支　Ｃ－Ｄ 391,661 579,643 452,546

財政力指数 0.239 0.220 0.222

公債費負担比率（％） 20.8 － －

実質公債費比率（％） － 4.7 6.7

起債制限比率（％） － － －

経常収支比率（％） 80.1 84.8 90.6

将来負担比率（％） － － 32.8

地方債現在高 26,467,558 26,602,645 27,229,485
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（ウ）公共施設等の整備状況 

 

 本市の主要公共施設の整備については、計画に沿って年次的に行われているが、改良が行

われていない地域からの要望等は山積しており、十分な整備とはいえない。 

 市道の改良率は、令和７年４月１日現在、５１．１％、舗装率は８９．２％で、狭隘で緊急

車両が通行できない道路及び属島等の整備が必要である。また、併せて児童等の交通安全確

保のための通学路整備や、長寿命化修繕計画に基づく橋梁等の重要構造物の長寿命化を図る

ことが重要である。 

 環境施設は、平成２４年３月に集約化され、ごみ処理については「壱岐市クリーンセンタ

ー」で、し尿処理については、「壱岐市汚泥再生処理センター」で行っているが、稼働後１５

年を迎えることから、ストックマネジメントの考え方による適切な運転管理と定期点検整備

及び適時の延命化対策を実施することにより、施設の長寿命化を図ることが重要である。 

また、公共下水道及び漁業集落排水整備事業の整備は、年次的に進めているが、今後、加

入促進を図る必要がある。 

その他、壱岐葬斎場については、令和２年４月に改築整備を終え、新しい管理運営体制の

見直しを図っており、さらに新しいサービス水準の向上を目指している。 

福祉施設については、児童福祉施設として、石田こども園を含め保育所１４か所から令和

６年度までに閉園等により８か所に減少している。少子化の影響で入所児童数が減少してお

り、集団的学びを担保しつつ、施設の規模適正化の観点からも更に施設の統廃合を計画的に

推進している。児童通所施設としては壱岐子どもセンターを設置している。また、高齢者福

祉施設として養護老人ホーム、障害者福祉施設として障害者地域活動支援センター及び地域

生活ホームを設置しており、高齢者福祉、障害者福祉の拠点となっている。 

地域福祉活動拠点施設４施設（郷ノ浦町デイサービスセンター・勝本町ふれあいセンター

かざはや・芦辺町クオリティーライフセンター・石田町総合福祉センター）については、経

年劣化により、改修や修繕に多額の経費を要していることから、施設規模の適正化を図るた

め、段階的に３施設、さらには 2 施設への統廃合を進める必要がある。 

 医療機関は、壱岐本島に中核となる長崎県壱岐病院を含め、病院 4 か所、診療所１１か所、

歯科診療所 8 か所あるが、二次離島における緊急の通院や検診対応等に苦慮しており、これ

らの状況を解消するための対策が必要である。 

教育施設は、幼稚園 6 園、小学校１８校、中学校４校、高校が 2 校ある。施設の多くは老

朽化が進み必要な改修や修繕を行っている。小学校、幼稚園、保育所については、児童生徒

の減少が見込まれる中、教育水準の維持、経費削減のため、規模の適正化を検討する必要が

ある。 

令和７年６月から、文化・スポーツ施設を文化スポーツ振興課で一括管理しており、総合

的・計画的な整備に取り組んでいる。 

スポーツ施設は、体育館、夜間照明付多目的広場、陸上競技場、テニスコート、ゲートボー

ル場、プールなど住民の健康増進の施設として早くから整備されており、その利用度も高い。

老朽化が著しいため雨漏り・塩害等が原因である施設の大規模な改修等が必要となっている。 

文化施設は、市内 3 カ所に中核的集会施設を備えており、本格的な舞台施設を有した施設

やホール機能を有した施設として、壱岐文化ホールや壱岐島開発総合センターなどが整備さ
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れており、市民の情操教育の中心的施設となっている。経年劣化による設備等の不具合も多

く発生していることから、引き続き施設の定期点検等を実施し、必要な改修等を行う必要が

ある。 

また、一支国博物館は、「島民も観光客も訪れる施設」、「壱岐島全体の魅力を相乗的に高め、

地域振興に資することを目的とする施設」として平成２２年３月に開館し、令和７年 3 月に

は開館 1５周年を迎えた。その間、島内外から多くの来館者を迎え、学びの場・憩いの場を

提供し、令和７年６月には入館者数が 1４0 万人を超えるなど、交流促進の拠点となってい

るが、開館後 1５年が経過し、施設の老朽化に伴う改修等が各所で必要となっている。 

さらに、“電力の鬼”松永安左エ門記念館についても、観光客が多く訪れる施設として開館

しているが、老朽化に加え、バリアフリー問題等の課題を抱えていることから、リニューア

ルに向けた準備が必要である。 

遊興施設としては、平成31年4月に既存の壱岐イルカパークがリニューアルオープンし、

リニューアル前までは年間 2.2 万～2.5 万の入館者数が平成 31 年度は年間 3 万人を超え、

併せて消費額も増加した。 

今後も体験プログラムの充実、滞在型観光への対応強化などが求められており、魅力向上

に向けた運営内容の高度化を図ることにより、さらなる誘客促進と観光消費額の拡大を目指

す必要がある。 

 

 

 

 

区　　　分 平成12年度末 平成２２年度末 令和２年度末

市町村道

　　改良率（％） 37.1 49.5 50.8

　　舗装率（％） 67.9 88.7 89.1

農　　道

延　長（m） 52585.0 68363.0 71944.0

耕地１ha当たり農道延長（m） 19.1 17.9 21.0

林　　道

延　長（m） 1970.0 4370.0 4370.0

林野１ha当たり林道延長（m） 1.6 1.2 0.9

水道普及率（％） 96.8 99.3 99.8

水洗化率（％） － 39.2 47.0

人口千人当たり病院・診療所の病床数（床） － 20.9 18.8

表１－２(2)　主要公共施設等の整備状況
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（４）地域の持続的発展の基本方針 

 本市では、壱岐４町合併協議会が作成した合併後１０年間にわたる壱岐市づくり「飛翔・・

壱岐２１世紀計画（新市建設計画）」を踏襲し、平成１７年３月に壱岐市の基幹計画である「壱

岐市総合計画」を策定し、平成２７年１０月には「第２次壱岐市総合計画」及び「壱岐市ま

ち・ひと・しごと創生総合戦略」を策定している。令和２年１２月には、「第３次壱岐市総合

計画」を策定し、人口減少問題の克服と地方創生を主眼とした「総合戦略」を取り込んだ一

体的な計画としている。２０２５年（令和 7 年）には、「第４次壱岐市総合計画」を策定し、

～「幸せ実感」ともに創る新たな未来～を目指し、人口ビジョンを踏まえながら２０５０年

（令和 32 年）に２万人（以降も２万人）を維持するための指針となる計画としている。 

「過疎地域持続的発展計画」は「第４次壱岐市総合計画」の下位計画として位置付け、「第４

次壱岐市総合計画」に示された壱岐市の目指すべき指針に沿った各種施策を推進するものと

する。なお、「第４次壱岐市総合計画」が掲げる将来像、基本指針等は次のとおりである。 

 

第４次壱岐市総合計画 

本市では、令和２年度に「第３次壱岐市総合計画」を策定し、SDGs の理念である「誰一

人取り残さない」を将来像に掲げ、総合的かつ計画的に各種施策に取り組んできた。 

これからも、人口減少問題や高齢化社会の到来、市民ニーズの多様化、また、有人国境離

島法の延長や SDGs 未来都市の目標達成など、時代の変化に対応した取り組みが求められて

いる。 

そのため、これまでの取り組みの成果を踏まえながら、さらなるステップアップのための

指針として、本市のまちづくりの方向を示す「第４次壱岐市総合計画」を策定した。 

「第４次壱岐市総合計画」では、合併から 20 年が経過し、少子高齢化による人口減少問

題が一層深刻化する中、新たな感染症や大規模自然災害の脅威、物価高騰に伴う市民生活や

事業者への影響等、目まぐるしく変化する社会情勢や多様化する市民ニーズに、的確に応え

る取組が求められている。こうした中、これまで培ってきた経験や成果を礎に、これからの

社会や環境の変化に対応した新たな挑戦を進めるため、本計画では「一緒に前へ、壱岐新時

代へ。」を合言葉に、市民の皆様が「幸せを実感」できる未来をともに創ることを目指す。 

 

 

壱岐市のめざす姿（合い言葉と将来像） 

一緒に前へ、壱岐新時代へ。 

「幸せ実感」ともに創る新たな未来 
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＜基本目標１＞希望の仕事があり稼ぐ力がある島 

○農林業の振興 

○水産業の振興 

○物産ブランドと商工業の振興 

○次世代産業の育成と企業誘致の促進 

 

＜基本目標２＞すべての市民が自分らしく安心して健康に暮らせる島 

○持続可能なコミュニティの形成 

○健康・医療の体制づくり 

○地域共生社会の実現 

○高齢者福祉の充実 

○障がい者福祉の充実 

○人権・男女共同参画社会の形成 

 

＜基本目標３＞未来を育む子育てと学びの島 

○結婚・子育て環境の充実 

○学校教育の充実 

○社会教育・スポーツの充実 

 

＜基本目標４＞地域の価値と新しい人の流れが未来をつくる島 

○観光の振興 

○再生可能エネルギーを活かした地域振興 

○歴史文化資源の保全・活用 

○UI ターンの強化 

○大学・企業連携や地域間交流などによる新たな交流の創造と地域創生 

 

＜基本目標５＞持続可能な社会基盤が整い安全な暮らしを守る島 

○循環型社会の構築 

○情報基盤の整備と ICT を活かしたまちづくり 

○公共交通体系の充実 

○社会基盤の再生と有効活用 

○防災・危機管理体制の強化 

 

＜基本目標６＞効率的で質が高く持続可能な行政力を備えた島 

○官民連携による効率的な行政運営 

○持続可能な財政基盤の構築 
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（５）地域の持続的発展のための基本目標 

地域の持続的発展の基本方針に基づき達成すべき基本目標は次のとおりとする。 

 

（ア）人口に関する目標 

 

 

（イ）その他、地域の持続的発展の基本となる目標 

 

 

基準値 目標値

（令和6年度） （令和12年度）

総人口 23,399人 22,068人

〔自然増減の目標〕出生数 120人/年 150人/年

〔社会増減の目標〕移住者数 89人/年 163人/年

指標

基準値 目標値

（令和6年度） （令和12年度）

農業販売高 52.3億円 100億円

漁獲高 20億円 25億円

ふるさと納税返礼品出荷額 2.4億円 10億円

起業・創業者数（累計） 17者 32者

男78.5歳 男80.0歳

女83.3歳 女86.5歳

要介護（要支援）認定率 23.20% 22.80%

小規模型障害者就業・生活支援センター運営数 0事業所 1事業所

まちづくり協議会設置件数 15団体 18団体

学校に行くのが楽しいと感じる生徒の割合 80.80% 92.00%

公民館講座の受講者実数 1,464人 1,700人

認定こども園整備数 1施設 2施設

観光消費額 65.3億円 68.4億円

テレワーク施設利用者数 9,254人 10,100人

公共交通に対する満足度指数 -0.5 0

道路改良率 53.28% 53.36%

自主防災組織整備率 94.80% 100.00%

行政運営に対する満足度指数 -0.43 0

ふるさと納税寄附額 7.98億円 33.5億円

財政力指数 0.223 0.230

指標

健康寿命の延伸
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（６）計画の達成状況の評価に関する事項 

 目標達成の為に実施する各事業については、実施年度の翌年度に政策評価（事後評価）を

実施し、成果指標の実績分析を行う。このうち、主要事業等については、壱岐市行政改革推

進委員による外部評価を行う。 

 評価結果については、市議会へ報告し、市ホームページへの掲載により公表する。 

 

（７）計画期間 

 本計画は、令和８年４月１日から令和１３年３月３１日までの５か年間とする。 

 

（８）公共施設等総合管理計画との整合 

 「壱岐市公共施設等総合管理計画」では、公共施設全体を貴重な資産として捉え、市民と

問題意識を共有し、協働で公共施設等の将来の方向性の確立に向けて取り組む必要があると

し、公共施設の管理に関する５つの基本方針を設定している。 

１．公共施設の保有総量の抑制と圧縮 

２．地域特性を踏まえた施設の共用化・複合化の促進 

３．施設の管理運営の効率化 

４．全庁を挙げた体制の構築 

５．市民・民間事業者との協働の推進 

このほか、長寿命化、機能再編、施設総量、点検・診断等、実施体制について、それぞれ基

本的な考え方を設定している。 

本計画においても、「壱岐市公共施設等総合管理計画」におけるこれらの考え方との整合を

図りながら、過疎地域対策事業を適切に推進する。 

 尚、今後公共施設等総合管理計画の改訂を行った場合は、改訂後の方針に沿うものとする。 

 

 

２ 移住・定住・地域間交流の促進、人材育成 

 

（１）現況と問題点 

令和 2 年度国勢調査における本市の合計特殊出生率は 1.99 と、全国水準の 1.30 を大き

く上回っており、全国的にも高い水準となっているものの、出生数は減少傾向（令和 5 年壱

岐市合計特殊出生率 1.59）にあり、未婚化・晩婚化が課題となっている。今後も人口減少と

少子高齢化が進むことが予想され、人口減少による経済規模の縮小や人手不足など様々な課

題が懸念される。人口減少に歯止めをかける為には、少子化対策や移住・定住施策が重要で

あるとともに、人口減少は避けられない事実であることから、人口が減少しても持続可能で

豊かに暮らせる社会・経済モデルを作りあげることも必要である。 
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移住・定住人口については、これまで受入環境の整備や市外からの移住・定住を促進する

ための PR 等の対策により、転入者数の増加や若者の転出率の低下など、効果が見えつつあ

ることから、今後も大都市圏を中心とした転入促進策と若者の UI ターン施策などの更なる強

化が必要である。 

また、UI ターン施策とともに、二地域居住などの新たなライフスタイルに対応したまちづ

くりやテレワーク・テレワーケーション等による関係人口を増やし、本市への新しい人の流

れをつくることが必要である。 

地域間交流については、平成１７年に長野県諏訪市と姉妹都市締結し、平成２７年に兵庫

県朝来市及び令和元年に福島県楢葉町と友好都市の提携を結び、交流を行ってきた。今後も

引き続き交流を重ねながら友好関係を深め、教育・文化、経済、防災等の分野で広域的な連

携を図っていく必要がある。 

また、本市では多文化共生、国際交流を推進しており、令和７年 3 月末で１０４名の外国

籍住民が暮らしている。今後本市に暮らす外国籍住民は増えてくると想定され、国籍関係な

く安心して暮らすことができる社会づくりが必要である。 

人材育成については、人口の減少や高齢化の進行による担い手不足が深刻化し、集落機能

の低下が懸念されており、集落機能を維持するために地域を支える新しい担い手の育成を進

めていく必要がある。 

 

（２）その対策 

○大都市圏における移住相談会や各種イベント開催等による UI ターン促進に向けた情報発 

信の強化とともに、長崎県及び関係機関との連携による相談・支援体制の充実を図る。 

 

○移住者の住まいの確保を図るため、空家等管理活用支援法人や地元の公民館とも協力をしな

がら、良質の空き家の確保及び提供のプラットフォームとなる空き家バンクの充実に努め

る。 

 

○テレワーク・ワーケーションや二地域居住など、新たな発想での企業間交流を推進し、多

様な交流による関係人口の拡大に努める。 

 

○国・県及び関係機関との連携により、男女の出会いの場の創出、婚活マッチングサービス

活用への支援、結婚に係る経済支援等、婚活及び結婚に対する支援の拡充に努める。 

 

○姉妹都市・友好都市をはじめ、国内の自治体との地域間交流を促進し、教育的、経済的連 

携等が図られるよう努める。 

 

○国際交流を深めるため、民間と行政が連携して取り組むための体制づくり及び国際交流事 

業を推進するとともに、国際感覚豊かな人材の育成に努める。また、本市を来訪する外国 

人のための受け皿づくりに努める。 
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○地域おこし協力隊をはじめとした外部人材の積極的活用及び大学や企業との連携協力体制 

の構築により、地域力の向上を図るとともに、新たな地域の担い手の確保・育成を推進す 

る。 

 

○「壱岐市エンゲージメントパートナー制度」に基づき、本市の理念に共感する企業・団体

等とのパートナーシップを強化し、企業等の持つ知見やリソース、ネットワークを最大限

に活用することで、地域課題の解決や新たなビジネスモデルの創出、人材交流を促進する。 

 

（３）事業計画（令和８年度～１２年度） 

 

持続的発展
施策区分

事業
主体

１ 移住・
定住・地域
間交流の促
進、⼈材育
成

市

(4)過疎
地域持
続的発
展特別
事業

移住・
定住

市

市

市

市

人材育
成

市

島外通勤等交通費助成事業
【事業内容】定住人口の増加を推進するため、船舶及び飛行機の利用による居住地から島
外への通勤及び通学を支援する。
【事業の必要性】１次産業の低迷等により島内での就業が困難なことにより、転出者の多
くは就業のための島外転出であり、就業対策への取組が必要である。
【見込まれる事業効果】島内から島外への通勤を支援することにより、就業のための転出
をくい止め定住人口減少の抑制に繋がる。
※基金積立による事業実施を含む。

ふるさと就職支援事業
【事業内容】若者等の地元就職及び定着を促進するため、事業主が若者等を雇い入れた場
合の人材育成費用及び、市内企業の雇用の促進を図るため、市内における就職者に対し就
職奨励金を交付する。
【事業の必要性】若者等の地元定着を促進する必要がある。
【見込まれる事業効果】雇用人材の確保やＵＩターン者の創出により地域社会の維持に寄
与する。
※基金積立による事業実施を含む。

壱岐みらいキャンパス構想推進事業
【事業内容】
大学・企業連携により「フューチャーリテラシー」を学ぶ教育プログラムを開発し、高校
生、大学生のフィールドワークや、企業等の人材育成研修、地域課題解決に資する実証な
ど、学びを切り口に交流を活性化することで、二地域居住等の関係人口化を推進する。
【事業の必要性】
本市人口のくびれゾーン（19～35歳）の関係人口の獲得により、人的資源を確保し、地
域課題解決を促進することが、地域の持続可能性を高めるために必要なため。
【見込まれる事業効果】
「学び」を目的に、高校、大学、企業等のフィールドワーク、研修等による交流が活性化
し、地域課題解決に資する実証、社会実装に向けた共創が促進される。
※基金積立による事業実施を含む。

事業名
（施設名）

事業内容

(3)人材育成 壱岐みらいキャンパス整備事業
【事業内容】
「フューチャーリテラシー」を学ぶ拠点施設を整備し、高校生、大学生のフィールドワー
クや、企業等の人材育成研修、地域課題解決に資する実証など、学びを切り口に交流を活
性化し、二地域居住等の関係人口化を推進する。
【事業の必要性】
本市人口のくびれゾーン（19～35歳）の関係人口の獲得により、人的資源を確保し、地
域課題解決を促進することが、地域の持続可能性を高めるために必要なため。
【見込まれる事業効果】
「学び」を目的に、高校、大学、企業等のフィールドワーク、研修等による交流が活性化
し、地域課題解決に資する実証、社会実装に向けた共創が促進される。

移住・定住促進プロジェクト
【事業内容】移住希望者の相談体制をはじめ、住居環境の整備、経済支援等により、移住
希望者のニーズに沿う魅力ある島づくりを目指す。併せて、都市圏に向けた情報発信を強
化する。
【事業の必要性】人口が年々減少し高齢化が急速に進んでいる中で、地域の活力を維持向
上させるため、移住定住を促進する施策が必要である。
【見込まれる事業効果】移住定住の促進により、人口減少抑制及び地域活性化に繋がる。
※基金積立による事業実施を含む。

壱岐市結婚支援事業
【事業内容】婚活イベントの実施、結婚新生活に対する経済支援等により、若者の結婚を
奨励する。また、若者出会い応援事業によりインターネットマッチングサービスの登録等
への支援をすることで若年層の結婚を後押しする。
【事業の必要性】少子高齢化が急速に進む中、地域の活力を維持向上させるため、嫁不足
の解消及び若者の定住を促進する施策が必要である。
【見込まれる事業効果】若者の定住を促進し、少子化対策にも繋がる。
※基金積立による事業実施を含む。
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（４）公共施設等総合管理計画等との整合 

壱岐市公共施設等総合管理計画において、施設類型ごとに定めている数量、品質、コスト

に関する基本方針に基づき、整合性を図りながら、過疎対策に必要となる事業を適切に実施

する。 

 尚、今後公共施設等総合管理計画の改訂を行った場合は、改訂後の方針に沿うものとする。 

 

 

３ 産業の振興 

 

（１）現況と問題点 

 

（ア）農 業 

 

 本市における農業は、総農家数は１，８１８戸（令和２年）で、平成２７年に比較して４６

２戸減少している。農業就業人口は１，３４０人で、６５４人減少している。 

耕地面積は３，３７０ｈａ（令和６年）で総面積に対する耕地の割合は約２４．２％と県

全体と比較して高くなっている。 

本市の主な作目としては、令和６年度の肉用牛６，１８１頭、水稲７３１ｈａ、アスパラ

ガス１２．１ｈａといった基幹作目を中心に、いちご、メロンなど施設園芸や野菜、花き等

を取り入れた複合経営が主体となっている。 

令和６年度の農業産出額は５２億３千万円で、うち基幹作目である肉用牛が 37 億５千万

円（71％）、米が６億円（11％）、アスパラガス２億９千万円（５％）と、この３作目で本市

全体の８７％を占めている。 

しかしながら、国際情勢の影響を受け、燃油、資材、肥料価格の高騰などによる農業経営

の圧迫、産地間競争などにより、農業所得の低下や農業従事者の減少、高齢化及び後継者不

足の進行のほか耕作放棄地の増加等が深刻な問題となっている。よって、今後は、地域農業

の担い手となり、効率的かつ安定的な農業経営を目指す認定農業者等の確保・集落営農組織

の育成を進めるとともに農地の効率的利用や経営面の強化を図るため法人化を推進する必要

がある。 

また、人手・後継者不足への対応や生産性効率を高めるため、スマート農業の推進を図る

とともに、新たな高収益作物の開発や、ブランド化・販路拡大などにより、農業従事者の収

益向上を目指す。 

一方、生産基盤の整備は、水田においては１，５２２ｈａが整備済みで、整備率は６５．

９％（令和６年度）となっている。昭和期に整備された小区画の圃場や、中山間地等の狭小

区画地にあっては、農業用機械の大型化や営農の効率化に向かない条件不利地として、農業

用水の確保等を含めて改善が求められている。 

農産物の流通については、福岡都市圏等を主に、東京市場も見据えた大消費地への販路の
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拡大、消費者と直結した産地販売等による流通の強化が必要である。 

林業については、後継者不足等により山林の管理が難しくなっている状況の中で、森林経

営管理制度を活用し、適切な経営管理が行われていない森林を林業経営者に集積・集約する

とともに、集積・集約化が困難な森林については、市の直営による保全管理下におくことで、

林業の成長産業化と森林の適切な保全管理の両立を図る。 

 

（イ）水産業 

 

本市における水産業は、天然の良港も多く、島の周辺海域には対馬暖流分岐流と九州沿岸

流が交錯し、天然礁も多く、イカ類・ブリ類・マダイ・マグロ類など好漁場に恵まれている。

また、沿岸浅海域は起伏に富む岩礁地帯が張り出し、アワビ、ウニ類等の磯根資源も豊富で

ある。 

漁港港湾施設については、年次的に整備を進めており漁業基盤の改善が図られているが、

今後も長期的・計画的な整備を実施する必要がある。また、市内漁協所属の正組合員数は 664

人で、令和 6 年と令和元年を比較して 171 人減少しており、また、漁業者の高齢化が進ん

でいる。漁船については、高速化、レーダー、ＧＰＳ、カラー魚探、電動リール等の漁労装備

の充実が図られているものの、過剰投資となっている面も見受けられる。また、漁船の高性

能化が進むにつれ、漁場での操業競合も激しくなり、そのために資源の減少を来すという悪

循環が繰り返されている。さらに「磯焼け」に代表される藻場の衰退は、水温などの海洋環

境の変動や、ウニなどの底生生物および魚類による食害など、様々な要因によって起こると

考えられる。特に最近は、アイゴ、イスズミ類などの植食性魚類よる食害が主な要因とされ

る藻場の消失により、島内全ての地域が深刻な磯焼け状態となっていたが、令和２年度に「壱

岐市磯焼け対策協議会」を設立し、植食性魚類駆除を積極的に行った結果、郷ノ浦、石田町

の一部海域では藻場の回復が確認されている。しかし、アワビ、サザエを代表とする磯根資

源の回復までには至っておらず、種苗放流事業等を積極的に行い、資源回復を図っていく必

要がある。 

 本市の漁業形態は、小型漁船によるイカ、ブリ、マダイ、マグロ類等の一本釣漁業、定置

網、採貝藻、刺網、延縄漁業が行われ、入江の静穏域では真珠、マグロ、ブリ、貝類等の養殖

が行われている。また、これら水産物の干物や塩漬などの水産加工も行われている。 

近年、本市の主要水産物であるイカ、ブリ、マグロ、アワビ、ウニ類の漁獲量減少に加え、

資源の減少、漁業生産資材の高騰、イルカの食害等、漁業を取り巻く環境の変化により漁家

の経営は悪化の一途をたどりつつある。併せて後継者不足、漁業従事者の減少も進んでいる。 

 令和 6 年の漁業生産量は約 1,496ｔで、生産額は 19 億円と、令和元年と比べて生産量は

34％、生産額では 9％減少している。 

 このような漁業不振の主な原因は一過性だけのものではなく、将来にわたる構造的な問題

と考えられることから、従来の漁業のあり方を根本的に見直し、新しい環境に即応すること

のできる足腰の強い漁業を育成することが緊急の課題となっている。 

従来、栽培漁業は、本市の漁民に馴染みの薄いものであったが、近年の資源の枯渇の対策と

して、獲る漁業から育てる漁業への転換を図るため、カサゴ、アカウニ、アワビ、クエ、アオ

ナマコ、サザエ等の種苗放流を計画的に実施している。また、資源管理型漁業にも積極的に
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取り組み、漁獲物の安定供給を目指している。 

更に今後は、限られた漁獲物に対する付加価値の向上及び生産コストの削減を図り、漁家経

営の安定を図る必要がある。 

 

（ウ）商工業 

 

 本市の商業は、飲食料品・日用品等の小売業、飲食業、生活関連サービス業を行う小規模

店がそのほとんどであったが、大規模小売店舗の相次ぐ立地やドラッグストア・コンビニエ

ンスストアの郊外立地、消費の多様化に加え、福岡都市圏等への人口流出やインターネット

等によるＥＣ（電子商取引）の普及等から、年間販売額は減少傾向にある。 

今後は、個々の事業者の個別相談・経営指導の強化による経営改善に加えて、島外からの

外貨獲得による販売額の回復や、労働生産性を高める取組が必要である。 

第２次産業では、就業人口は建設業を主として、焼酎製造業などの製造業が続いているが、

分野別の総生産はほぼ同程度であり、その中でも家内工業的な小規模事業者が多い焼酎製造

業では「壱岐焼酎」が平成 7 年に、世界貿易機関（ＷＴＯ）から地理的表示の産地指定を受

けており、世界に認められるものとなっている。引き続き、壱岐焼酎ブランドの確立が必要

である。 

 

（エ）企業誘致 

 

企業誘致については、本市は離島のため、輸送コストが嵩むなど企業誘致にとって条件的

に厳しい状況であるが、本市においては市内全域に光ファイバー網の整備を行っており、そ

の高速情報通信インフラと壱岐テレワーク施設を活用し、情報サービス業などのサテライト

オフィスの誘致を展開していることから、保険代理店のコールセンターの誘致、さらに流通

コストの負担が比較的少なく付加価値の高い製品の製造を行う事業者の立地も実現している。 

今後も、本市の実情に即した企業誘致を進め、若者等にとって就きたいと思える様な多様

な業種において、雇用機会の拡充に努める必要がある。 

 

（オ）情報関連産業 

 

ＳＤＧｓ未来都市である本市は、「壱岐活き対話型社会『壱岐（粋）な Society5.0』」の実

現を 2030 年のあるべき姿として、IoT や AI などの先進技術を積極的に活用して、基幹産

業である 1 次産業から、就業者数の多い 3 次産業までの様々な領域をスマート化していくと

ともに、Industry4.0 を駆使した新たな 6 次産業モデルの構築に取り組んでいる。 

 あるべき姿の実現には、既存の市内高速情報通信インフラの性能の強化を図るとともに、

IoT や AI を含む情報関連産業における高度専門人材の育成と併せて、先端技術により付加価

値の高いサービス等を創出する企業の誘致やスタートアップ等を強化する必要がある。 
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（カ）観光・レクリエーション 

 

本市は、昭和４３年７月、壱岐対馬国定公園の指定を受けた自然景観に優れた島で、海、

温泉、史跡等の文化財等、多くの観光資源に恵まれており、折からの離島ブームもあって、

夏の海水浴客を中心に盛況が続いていた。 

しかし、長引く不況や交通アクセスの問題、海水浴ブームの衰退等により、年間観光客延数

は、平成３年をピークに年々減少。令和元年では３９万人であったが、コロナ禍となった令

和 2 年度が 23 万人、令和 3 年度が 22 万人とコロナ禍前の 6 割弱まで減少した。その後、

行動制限の緩和や旅行支援などの観光需要回復対策の事業等もあり、令和4年度は32万人、

令和 5 年度は 35 万人とコロナ禍前に比べ、約 9 割まで回復してきた。 

また、観光消費額は、物価高騰やインバウンド需要の拡大等影響もあり、一人あたりの宿泊

客単価が上昇している。平成２２年２月に一支国博物館開館、平成３１年４月に壱岐イルカ

パークがリニューアルし、２つの施設を拠点とした滞在型観光の推進に取り組んでいる。宿

泊事業者においては、施設の老朽化、後継者問題、資金不足等から顧客サービスの低下が問

題となっているとともに、修学旅行などの団体旅行の受け皿が不足している。 

多様化、変化する観光客のニーズに応じた施策の変化に対応した通年型、滞在型観光の島

づくりを、様々な業種との連携により、島民総力で進めていく必要がある。 

平成２９年度からの「有人国境離島法」の施行に併せて、県と関係市町が一体となり体験

プログラムの開発や磨き上げ、その体験を組み込んだ旅行商品の販売等を実施し、観光客の

滞在時間の延長、観光消費額増加等を促進している。また、近隣である福岡市、対馬市、唐津

市が連携し観光面を中心として交流人口、関係人口増加に向けた取組を実施している。 

海外部門においては、台湾、韓国、香港市場をメインターゲットとしつつも、大阪から西の

官民組織「西のゴールデンルートアライアンス」にも加盟することで、欧米豪市場に向けて

も、誘客促進事業を実施し、認知度向上、誘客促進を図っている。 

また、本市の主要イベントである壱岐ウルトラマラソン、ツール・ド・壱岐島、壱岐の島新

春マラソン大会を通じて、地域経済の活性化及び交流人口拡大を推進しなければならない。 

公園等レクリエーション施設については、老朽施設改修や快適な利用のための拡張等の整

備が必要な施設が少なくない。レクリエーション施設の安全で快適な利用を促進するため、

これらの施設整備を図る必要がある。 

 

（２）その対策 

（ア）農 業 

 

○高収益型農業を目指し、肉用牛、米など基幹作目の産地体制の確立や施設・作業機械の導

入を図り、アスパラガス、いちご、メロンなどの施設園芸の振興と、新たな戦略作目であ

るばれいしょ（壱岐黄金）等の露地野菜の振興を推進し、未利用ハウスや水稲育苗後のハ

ウスを利用したミニトマト等の生産拡大を図るとともに、流通の強化による販路の拡大も

図る。 
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○強い農業の確立を図るため、生産組織や農作業受託組織等を育成し、機械の共同利用と農

作業の受委託を進め、省力化、低コスト化により生産性の向上を図る。 

 

○スマート農業の導入・普及により、生産現場の課題を解決し、省力化と高品質生産による

収益性向上を図るとともに、同技術の応用による、適切な農薬散布や施肥、効率的な管理

作業と収穫作業など、生産活動に係るデータの蓄積と分析による熟練技術の継承を推進す

る。 

 

○地域農業の担い手として、認定農業者や新規就農者、集落営農組織等の確保育成及び法人

化を図る。 

 

○農地中間管理機構による農地の集積、耕作放棄地の利用促進を図り、生産性を高めるため

農地の集約化を促進する。 

 

○耕種・畜産連携による堆肥の利用促進など地域内資源循環型農業の展開を図るとともに環

境にやさしい農業を推進する。 

 

○生産性の向上、経営近代化等による農作業の効率化及び農山村の多面的機能維持を図るた 

め、生産基盤や機械等の整備を促進する。 

 

○本市の特色を活かし、観光資源と連携して、都市と農村の交流を図り、農村集落での体験 

型農業や農泊などの体験プロジェクトを推進する。 

 

（イ）水産業 

 

○漁業後継者不足による漁業就業者の高齢化が進む中、高齢者が安心し就労できる環境を整 

備する。 

また、新規就業者、漁家の後継者の確保を積極的に推進し、漁業担い手として育成強化を 

図るとともに、経営感覚に優れた担い手の育成も行う。 

 

○イスズミ等の植食性魚類を積極的に駆除することで、海藻の生産量と魚の摂食圧とのバラ 

ンスを取り、藻場を回復させる。 

 

○栽培漁業に対する漁業者の意識高揚に努め、資源管理型漁業を推進する。 

 

○アワビ・サザエ・ウニ等の根付資源を対象とした地先型増殖場の整備や磯焼け対策、藻場

の造成を図り、水産資源の生息環境を保全する。 

 

○イカ、ブリ、サワラ、ウニ等や水産加工品の産地ブランドの確立・定着化を推進し、消費者

ニーズに対応した商品開発と流通体制の迅速・効率化を行うとともに、地産地消を拡大し、
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総合的な販売促進を図る。 

 

○漁業・漁村を観光資源として、海業を推進し、漁家の就労機会の増大と漁家経営の安定化

及び多角化を推進する。 

 

○港湾施設、漁港施設の整備改良及び維持補修等により、漁業の近代化及び安全で効率的な 

漁業環境の維持、向上を図る。また、違法操業の取り締まり等を推進し漁場保全を図る。 

 

（ウ）商工業 

 

○商工業者の経営改善や労働生産性を向上させるため、生産性向上に資する先端設備やＩＴ

ツールの導入等、チャレンジする事業者の設備投資を推進する。 

 

○経営指導等を行う関係機関と連携して、雇用機会拡充事業等の積極的な運用により、創業 

及び事業拡充を支援し、地場産業の活性化による雇用機会の拡大を図る。 

 

○キャッシュレス決済の普及促進や、しまの産品振興を担うふるさと商社等のＥＣサイトの

強化など、消費者ニーズにマッチした販売環境の整備を支援する。 

 

○壱岐市内のしまの産品の高付加価値化とともに、農林水産業と商工業の連携強化を後押し

して、魅力ある売れる商品の開発を促進する。 

 

○壱岐焼酎をはじめとした壱岐産品の商品開発を支援するとともに、ターゲットを定めた効

果的なプロモーションを国内外で展開し、壱岐産品のブランド化を図る。 

 

○平成２９年度からの「有人国境離島法」の施行に併せて、県と関係市町が一体となって地

域商社事業を展開しており、壱岐市ふるさと商社を活用し、大都市圏や海外での商談会や

フードショーへの参加、バイヤーの招へい事業等を展開することで市内事業者とのマッチ

ングに繋げ、壱岐産品の販路開拓を促進する。 

 

○離島のハンディである海上輸送コストの一部を支援することで、販路開拓と事業拡大を促 

進し製造業の活性化を図る。 

 

○ハローワークや商工会等の関係機関と連携して、雇用人材の確保、事業承継などの支援に 

取り組み、経営基盤の安定に努める。 

 

（エ）企業誘致 

 

○一定の事業用資産を取得した対象業種を営む企業に対し、その資産に対する税制優遇措置

の適用や、雇用機会拡充事業補助金及び企業立地促進事業補助金等による企業支援制度を
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積極的に運用する。 

 

○企業訪問や立地相談などにより、事業所立地に適当な用地情報や、立地意欲のある企業の

情報収集を行う。 

 

○立地意欲のある企業に対し、ニーズに応じた用地情報その他の情報提供及び現地案内等 

を実施する。 

 

（オ）情報関連産業 

 

○壱岐テレワーク施設及び民間所有施設を拠点に、付加価値の高い先端産業や情報通信関連

企業等の誘致に加え、各種ベンチャー企業の誘致及び経営支援を行う。 

 

○高度な IT リテラシーを有する人材や IT を活用した副業に従事できる人材等を育成するた

めに、目的に応じた IT 教育プログラムの実施によるスキル獲得を行う。 

 

（カ）観光・レクリエーション 

 

○個人、団体、教育旅行、スポーツツーリズム、各種大会誘致など、多様なニーズに応じた旅

行商品や滞在プログラムの充実化を行う。 

 

○観光の島として快適な空間や宿泊施設を提供するため、宿泊施設の魅力向上支援や観光施

設のバリアフリー化、観光案内板整備等を実施し、島の良好な空間づくりを推進する。 

 

○観光コンテンツとワーケーション、テレワークを連携させ、新たな交流人口増加、滞在日

数増加に繋げる。 

 

○SDGs を組み込んだ体験プログラム、旅行プラン等を開発し、コンテンツの質向上に繋げ

る。 

 

○観光の啓発活動を推進するとともに、観光に関連する人材の育成、おもてなしの心の醸成

を図る。 

 

○夏型観光から通年型観光への転換を図るため、観光資源の有効活用、滞在型観光の充実及

び魅力あるイベントの開発等を積極的に行う。 

 

○一支国博物館及び壱岐イルカパーク＆リゾートを核として、歴史、自然及び周辺観光スポ 

ットを組み合わせた周遊ルートの開発、整備に取り組む。 

 

○大型客船や修学旅行、スポーツ合宿、実業団誘致、コンベンションなどの誘致により、交 
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流人口の拡大を図る。 

 

○本市の主要イベントである壱岐ウルトラマラソン、ツール・ド・壱岐島、壱岐の島新春マ

ラソン大会を運営するための業務補助及び参加者増に向けた情報発信を強化する。 

その魅力を市内及び全国各地に周知し、地域経済の活性化、健康増進・体力向上及び交流 

人口拡大を図る。 

 

○福岡都市圏、関東・関西圏をメインターゲットとした効果的な情報発信により、本市の知

名度アップと誘客を図る。 

 

○外国人観光客にとってストレスフリーな環境を整備するため、多言語化の推進、サインや

案内板の統一、観光人材の育成等を図る。 

 

○市民の憩いの場及び交流の場となる公園等レクリエーション施設を整備し、市民活力の増

進を図る。 

 

○今後も引き続き、他自治体との連携を図ることで、１つの自治体では実施できない誘客施

策等を展開し、誘客促進に繋げる。 

 

 

（３）事業計画（令和８年度～１２年度） 

 

 

 

持続的発展
施策区分

事業
主体

２ 産業の
振興

(1)基盤
整備

農業
県営圃場整備事業（木田地区） 区画整理　A=23.3ha 県

県営ため池堤体改修事業（壱岐地区） ため池N=４ヶ所 県

県営ため池堤体改修事業（和田地区） ため池N=１ヶ所 県

県営ため池堤体改修事業（壱岐２期） ため池N=４ヶ所 県

県営ため池堤体改修事業（壱岐３期） ため池N=２ヶ所 県

県営ため池堤体改修事業（壱岐４期） ため池N=２ヶ所 県

県営ため池堤体改修事業（壱岐５期） ため池N=２ヶ所 県

土地改良施設維持管理適正化事業 農業用施設維持補修 市

地域ストックマネジメント事業(郷ノ浦地区) 農業用配水管更新　L=1.0㎞ 改良区

地域ストックマネジメント事業(芦辺地区) 農業用配水管更新　L=2.0㎞ 改良区

県営基幹ストックマネジメント事業(梅ノ木ダム) ダム施設補修　１式 県

事業名
（施設名）

事業内容
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持続的発展
施策区分

事業
主体

県営基幹ストックマネジメント事業(当田ダム) ダム施設補修　１式 県

農村地域防災減災事業 ため池ﾊｻﾞｰﾄﾞﾏｯﾌﾟ作成 N=２ヶ所 市

農村地域防災減災事業 ため池劣化状況調査 N=１ヶ所 市

農村地域防災減災事業 ため池・実施計画策定　１式 県

多面的機能支払交付金事業
管理作業手当、水路・農道・ため池
の軽微な補修・更新活動

地元

耕作放棄地解消等小規模基盤整備事業 農業用施設維持補修 地元

(2)漁港
施設 農山漁村地域整備交付金事業(初山地区)

初山漁港(防風柵116m・簡易浮桟橋
120m)

市

海岸メンテナンス事業(箱崎前浦漁港海岸) 護岸176m 市

水産物供給基盤機能保全事業(湯ノ本漁港) 岸壁150m・護岸15m・桟橋40m 市

漁港施設機能強化事業(石田漁港) 防波堤23m 市

農山漁村地域整備交付金事業(渡良地区)
渡良漁港(防風柵55m・簡易浮桟橋
120m)

市

水産生産基盤整備事業(芦辺漁港) 防波堤40m 県

水産物供給基盤機能保全事業(芦辺漁港) 臨港道路60m・物揚場60m 県

水産物供給基盤機能保全事業(大島漁港) 浮桟橋2基 県

県単独修築事業
芦辺漁港(用地舗装500㎡)、大島漁
港(用地舗装500㎡)

県

芦辺港ターミナル整備事業 駐車場整備 市

芦辺港ターミナルビル空調設備改修事業 空調設備更新 市

(3)経営
近代化
施設

農業

ながさき水田農業生産強化支援事業（ハード分）
スマート農業機材、専用機械導入補
助

市

園芸ブランド力強化対策事業 施設園芸施設・機械整備補助
農協・
地元

スマート農業推進促進事業 スマート農業機械導入補助
農協・
地元

ながさき農業気候変動総合対策事業 高温対策に係る部材・機械、新改植
地元

（農家）

ながさき農林業・農山村構造改善加速化事業 農業用機械・施設導入補助
地元

（農家）

農業経営安定化支援事業 施設園芸施設整備
地元

（農家）

肉用牛活性化プロジェクト推進事業
遊休施設利用推進、牛舎増改築等増
頭対策

農協・
農家

水産業
漁船近代化機器導入事業 漁船機器整備 漁業者

認定漁業者支援制度 新技術・機器導入・機関換装 漁業者

(4)地場
産業の
振興

生産施
設 畜産クラスター構築事業 牛舎建築・繁殖牛導入

農協・
地元

強い農業づくり総合支援交付金 農業用機械・施設導入事業
農協・
地元

担い手確保・経営強化支援事業 農業用機械・施設導入事業
農協・
地元

事業名
（施設名）

事業内容
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(5)企業
誘致 企業誘致事業所整備事業

貸付施設整備（勝本学校給食共同調
理場、久松芦辺保育所他）

市

(7)商業 共同利
用施設

商業施設整備事業

市有商工施設整備（マリンパル壱
岐、印通寺共同店舗、シーフードセ
ンター、朝市施設、朝市通り施設
他）

市

(10)過
疎地域
持続的
発展特
別事業

第１次
産業

農協

地元
（農家）

農協・
地元

農協

地元

地元

長崎県家畜導入事業
【目的】繁殖雌牛の維持・増頭を図る。
【事業内容】繁殖牛導入実績により補助金を交付（市：１頭当たり５万円）
【事業の必要性】家畜導入に対し補助することで、繁殖牛の維持・増頭を図る。
【見込まれる事業効果】繁殖雌牛の頭数が確保され、壱岐市場へ安定的に子牛が供給され
る。
※基金積立による事業実施を含む。

ながさき水田農業生産強化支援事業（ソフト分）
【目的】米・麦・大豆の生産拡大やスマート農業技術等の導入による水田農業の所得最大
化を図ることを目的とする。
【事業内容】JA・生産部会・集落営農組織等が策定する「水田経営計画」策定のために
必要な取組を支援する。
・無人ヘリオペレーター等研修、栽培技術マニュアル作成、研修会開催等への支援
【事業の必要性】水田農業所得向上のため、水稲の高温耐性品種作付拡大や麦・大豆の生
産性向上など産地強化が必要である。
【見込まれる事業効果】水田経営計画に基づき、栽培技術の向上や効率的な防除体制・作
付栽培体制の整備が図られる。
※基金積立による事業実施を含む。

スマート農業推進促進事業
【目的】農業者の高齢化や後継者不足による労力不足を解決するため、スマート農業を取
り入れ、担い手不足に歯止めをかけることを目的とする。
【事業内容】スマート機器導入費用の1/4を支援する。（予算の範囲内）
【事業の必要性】人材不足と高齢化が進む中、スマート農業機器の導入費必要不可欠であ
る。
【見込まれる事業効果】
【事業の必要性】作業の効率化、省力化、低コスト化が図られ農業者の所得向上が見込ま
れる。
※基金積立による事業実施を含む。

地域肉用牛緊急増頭対策事業
【目的】繁殖雌牛の増頭を図る。
【事業内容】壱岐市農業振興対策事業費補助金（定額２万円/頭）
【事業の必要性】家畜市場で購入・導入および自家保留により増頭される繁殖雌牛の導入
経費を支援する。
【見込まれる事業効果】繁殖雌牛の頭数が確保され、壱岐市場へ安定的に子牛が供給され
る。
※基金積立による事業実施を含む。

肉用牛活性化プロジェクト推進事業
【目的】肥育牛の増頭対策を支援する。
補助金額：２万円（市場導入）・1万円（自家保留）
【事業内容】壱岐家畜市場での購入子牛および自家産子牛の肥育素牛導入経費に対し助成
する。
【事業の必要性】全国的な繁殖雌牛の減少により子牛（肥育素牛）の価格が高騰しており
肥育経営を圧迫していることから、このままでは、肥育農家の経営基盤が弱体化し、地域
団体商標登録である『壱岐牛』の出荷が減少の一途をたどることとなる。
【見込まれる事業効果】肥育農家の経営安定により、壱岐牛ブランドの維持が図られる。
※基金積立による事業実施を含む。

環境保全型農業直接支払交付金事業
【目的】農業分野でも地球温暖化防止や生物多様性保全に貢献するため、環境保全に効果
が高い営農活動を支援する。
【事業内容】化学肥料・化学合成農薬を5割以上低減する取組とあわせて行う環境保全効
果の高い営農活動に対して支援を行う。
【事業の必要性】環境保全型農業を広く普及・推進していくにあたり、農業者の負担軽減
を図るため、支援を行う必要がある。
【見込まれる事業効果】環境にやさしい農業の実践により消費者ニーズの拡大、ブランド
価値向上、環境保全に効果がある営農活動にかかる農業者の負担軽減が図られる。
※基金積立による事業実施を含む。

事業名
（施設名）

事業内容
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漁協

森林病害虫等防除事業
【目的】松くい虫防除
【事業内容】森林病害虫等防除損失補償金　県標準単価　100%
【事業の必要性】松くい虫防除を実施する。また、薬剤の樹幹注入（市単独事業）による
松くい虫被害の予防を実施する。
【見込まれる事業効果】松くい虫防除を適期に実施することにより松枯れを防止し、飛砂
防備、潮害防備等の国土保全に資する。
※基金積立による事業実施を含む。

森林保全造林事業
【目的】松林の緊急保護により森林の有する公益的機能の回復を図る。
【事業内容】造林事業費補助金　補助率　70%
【事業の必要性】造林事業を推進し健全な森林資源の造成を行い水源かん養機能、山地災
害防止機能の維持増進を図る。
【見込まれる事業効果】森林保全造林事業の実施により、流域の保全を図る水源かん養、
土砂流出防備、土砂崩壊防備等、多面的機能の増進が期待できる。
※基金積立による事業実施を含む。

壱岐地域栽培漁業推進協議会負担金
【事業内容】壱岐地域栽培漁業推進協議会が実施する事業費の1/2を市が負担し、壱岐
市・漁協・漁業者が一体となり、沿岸海域の水産資源の維持増大を図るため、クエ等の種
苗を購入し、沿岸海域へ放流する。また、壱岐栽培センター職員を雇用し放流用種苗の生
産を支える。
【事業の必要性】沿岸漁業振興のためには、沿岸海域の水産資源の維持増大を図り、漁業
生産の向上と漁家経営の安定を図るためには継続して実施する必要があると考えられる。
【見込まれる事業効果】壱岐地域栽培漁業推進協議会が実施する種苗放流事業等により、
沿岸海域の水産資源の維持増大が図られ、漁業生産の向上と漁家経営の安定に繋がる。
※基金積立による事業実施を含む。

漁業就業者確保育成総合事業
【事業内容】漁業就業者確保のため、漁業体験研修や新規就業者に対する技術習得支援、
生活支援等を実施する。
【事業の必要性】基幹産業である漁業は、後継者不足による就業者の減少や高齢化が進
み、持続的な漁業生産と漁村活力の維持を図るためには新規就業者の確保が重要であり、
その対策が必要である。
【見込まれる事業効果】漁業新規就業者の定着を促進し、漁村活力の向上が図られる。
※基金積立による事業実施を含む。

離島輸送コスト支援事業
【事業内容】水産物の海上輸送費支援
【事業の必要性】輸送費の支援による出荷コストの低減分を行い、より安全で高品質な生
産拡大へと繋げる。
【見込まれる事業効果】生産者の生産意欲向上が図られる。
※基金積立による事業実施を含む。

漁場監視活動事業
【事業内容】漁協自警船による漁場監視活動の人件費等に対し補助する。
【事業の必要性】対馬海峡に面する壱岐市近海は、好漁場として古くから一本釣漁業が盛
んに行われているが、まき網・底びき網等の違反操業から漁場を守る必要がある。
【見込まれる事業効果】漁場保全による漁業活性化が図られる。
※基金積立による事業実施を含む。

壱岐市新規就農者支援事業
【目的】担い手の育成・確保を図る。
【事業内容】就農計画の認定を受けた農家子弟である後継者及び新規就農者の施設整備・
機械導入などの初期投資に対して、事業費最大200万円×1/2補助（最大100万円）
【事業の必要性】農業の担い手を確保するため、経営が不安定な就農直後に資金を交付
し、担い手の定着を図る必要がある。
【見込まれる事業効果】担い手を確保することで、壱岐の農業が守られ、更には農地保全
につながる。
※基金積立による事業実施を含む。

離島輸送コスト支援事業
【目的】生産者の生産意欲の向上を図る。
【事業内容】農畜産物の海上輸送費支援
【事業の必要性】輸送費の支援による出荷コストの低減分を行い、より安全で高品質な生
産拡大へと繋げる。
【見込まれる事業効果】輸送費が低減化されることにより、農家所得が向上され、経営基
盤の強化や生産規模の拡大につながる。
※基金積立による事業実施を含む。

実行組合長事業促進費
【目的】
【事業内容】農事連絡謝礼金として各実行組合長に報償費（平等割+戸数割）を支払う。
【事業の必要性】実行組合長の事業推進
【見込まれる事業効果】謝礼金の支出により、農事連絡の円滑な実施が見込まれ適正な事
業（転作確認）が図られる。
※基金積立による事業実施を含む。

事業名
（施設名）

事業内容
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水産多面的機能発揮対策支援事業
【事業内容】①生態系の維持、環境保全又は国民が自由に使用することが出来る藻類・魚
介類の放流を行う。
②藻場の保全活動
③水域の監視
④海の監視ネットワーク強化
⑤海難救助訓練
【事業の必要性】漁業者の高齢化、漁村人口の減少等により水産業及び漁村が関わる問題
が深刻化している。安全で新鮮な水産物を安定的に提供する役割に加え、国境監視、海難
救助訓練により国民の生命・財産を守るなど、市民に幅広く便益をもたらすため、地域の
漁業者、住民による活動を推進する必要がある。
【見込まれる事業効果】漁業者等が行う多面的機能の効果的・効率的な発揮に資する地域
の取組を支援することにより、水産業の再生・漁村の活性化が図られる。
※基金積立による事業実施を含む。

水産資源調査事業
【事業内容】藻場形成事業実施漁場及びその周辺沿岸域における、アワビ資源調査等の事
業効果調査を実施する。
【事業の必要性】海水温上昇による漁場環境変化や操業競合の激化等により、漁業資源が
減少しており資源管理型漁業の推進が必要である。
【見込まれる事業効果】今後の資源管理型漁業施策に活用することで、さらなる漁業活性
化が図られる。
※基金積立による事業実施を含む。

漁業用燃油対策事業
【事業内容】市内漁業協同組合の正組合員が使用する漁業用燃油の購入に対し、１リット
ルあたり１０円の補助を行う。
【事業の必要性】燃油価格の上昇等に伴い採算性が悪化している市内の沿岸漁業、漁家経
営の安定を図る。
【見込まれる事業効果】漁家経営の安定と水産物の安定供給の維持及び確保に繋がる。
※基金積立による事業実施を含む。

漁業生産緊急支援事業
【事業内容】市内漁業協同組合の正組合員が使用する魚箱（発泡スチロール箱・木箱等）
の購入に対し、購入額の10％の補助を行う。
【事業の必要性】魚箱（発泡スチロール箱・木箱等）の価格上昇等に伴い採算性が悪化し
ている市内の沿岸漁業、漁家経営の安定を図る。
【見込まれる事業効果】漁家経営の安定と水産物の安定供給の維持及び確保に繋がる。
※基金積立による事業実施を含む。

漁獲安定共済事業
【事業内容】漁獲共済の自己負担額のうち、５％を補助する。
【事業の必要性】水産業は自然等の環境を受けやすく、水揚量の上下は避けがたいため、
不漁の際の保証である漁獲共済については漁業者の生活安定に重要な役割を果たしてい
る。
【見込まれる事業効果】漁業者の生活安定に繋がり、漁村の維持が図られる。
※基金積立による事業実施を含む。

漁業近代化資金等利子補給事業
【事業内容】漁業近代化利子補給事業・沿岸漁業等振興資金利子補給事業・漁協プロパー
利子補給事業・水産業振興資金利子補給事業・漁業経営維持安定資金利子補給事業の５事
業に対して、支払利子の1.5％分以内を助成する（ただし、個人負担は0.3％分以上）。
【事業の必要性】漁船等の高額な設備投資や不漁による収入源等、経営面で不安定になる
事は避けがたいところであり、多くの場合長崎信漁連の金融制度を利用しているが、その
際に発生する利子は漁業経営を圧迫し、制度の利用を躊躇する理由になっている。
【見込まれる事業効果】各種の金融制度を利用しやすくする事で、漁家経営の安定化が図
られる。
※基金積立による事業実施を含む。

漁船損害補償事業
【事業内容】漁船保険の掛金について、本人負担額の5％を補助する。
【事業の必要性】漁業を安心して営むため、漁船保険は必要なものであるが、その掛金は
漁家経営を圧迫している。
【見込まれる事業効果】漁業者の生活が安定することで、漁村の維持が図られる。
※基金積立による事業実施を含む。
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物産販路拡大対策事業
【事業内容】大都市圏である東京・大阪において物産展を開催し、壱岐市物産品はもとよ
り観光及びふるさと納税も含めた壱岐市のPR行う。
【事業の必要性】壱岐ブランドの販路拡大と知名度アップ、誘客の推進、ふるさと納税獲
得のため、首都圏等での物産展開催は必要である。
【見込まれる事業効果】壱岐産品の知名度アップと消費及び販路の拡大、さらには移住を
含む誘客促進、ふるさと納税の獲得につながる。
※基金積立による事業実施を含む。

壱岐産品海外輸出支援事業
【事業内容】壱岐産品の製造及び取扱い事業者に対して、海外輸出に関するセミナーや海
外商談会出展等を通じ、海外販路の開拓を支援する。
【事業の必要性】壱岐市には魅力的な産品があるものの、国内においては人口減少・少子
高齢化により急速な市場減少は避けられず、新市場＝海外販路開拓の選択肢も必要であ
る。
【見込まれる事業効果】壱岐産品のブランド化の一つの方向として海外展開を行なうこと
により、壱岐市のＰＲはもとより、壱岐産品の消費と販路及びインバウンドの拡大に繋が
る。
※基金積立による事業実施を含む。

離島漁業再生支援交付金
【事業内容】漁業再生につながるような取組を行う漁業集落に対し交付金を交付する。
①漁場の生産力の向上と利用に関する集落の会議を実施する。
②漁場の生産力向上に関する取り組みを実施する。
③集落の創意工夫を活かした新たな取組みを実施する。

雇用を創出するための取組を行う被支援者に交付対象となる経費の一部（3/4）を支援す
る。（上限9,000千円/年）
【事業の必要性】販売・生産面で不利な条件にある離島地域において、漁業再生活動の自
立的かつ継続的な実施のためには、必要不可欠な事業である。
【見込まれる事業効果】生産性の向上、付加価値の向上等により漁業収益を向上させ漁業
再生活動の自立かつ継続的な実施が可能となり、漁業集落の活性化が図られる。雇用機会
の拡充により国境離島地域の漁業集落の維持・発展が図られる。
※基金積立による事業実施を含む。

壱岐市磯焼け対策協議会負担金
【事業内容】壱岐市磯焼け対策推進計画に基づく磯焼け対策推進体制の一元化を行い、各
漁協、県、市が一体となり、磯焼け対策を推進するため、壱岐市磯焼け対策協議会を設立
し、各種磯焼け対策事業を行う。
【事業の必要性】磯焼けを解消し、採介藻漁業者・沿岸漁業者の所得向上・担い手不足の
解消に繋げる
【見込まれる事業効果】各種磯焼け対策事業を行う事で、藻場の早期回復が図られる。
※基金積立による事業実施を含む。

壱岐市戦略産品輸送経費支援事業
【事業内容】製品の移出及び原材料の移入に係る海上輸送経費の一部を支援することで、
事業者の負担を軽減させ、新たな設備投資や雇用の拡充等につなげ、地場産業の活性化及
び定住促進を図る。
【事業の必要性】壱岐は離島であるがゆえに本土と比較すると、製品の移出及び原材料の
移入に係るコストが高く、経営圧迫の大きな要因となっているため、輸送経費に対する支
援が強く求められている。
【見込まれる事業効果】海上輸送経費の一部を支援することで事業者の負担が軽減され、
新たな設備投資や雇用の拡充等により、地場産業の活性化及び定住促進を図る。
※基金積立による事業実施を含む。

壱岐焼酎知名度アップ事業
【事業内容】テレビのスポットＣＭの放映、フリーペーパーへの掲載、博多駅の人気居酒
屋とのタイアップイベントの開催等で、福岡都市圏の在住者及び旅行者等に対して壱岐焼
酎を広くＰＲし、壱岐焼酎の知名度アップと消費拡大を図る。
【事業の必要性】地域産業を支える壱岐焼酎の産地振興を図る必要がある。
【見込まれる事業効果】産地形成がなされた壱岐焼酎の販路拡大支援により、ブランド力
やその高付加価値化に期待できる。
※基金積立による事業実施を含む。

壱岐市地域商社事業
【事業内容】しまの地域商社を設立し、しまの商品の販路開拓等を行い、しまの活性化に
寄与する。
【事業の必要性】壱岐の優れた農林水産品等について、県と一体となって首都圏等で新た
な市場や販路を開拓し、生産者の所得向上や雇用の促進を図る必要がある。
【見込まれる事業効果】地域商社の活動により、しまの事業者の生産拡大や加工品など新
たな商品開発につなげ、事業拡大と雇用の場の創出に波及させ、しまの経済の好循環を生
み出し、人口減少の抑制と地域社会の維持を図っていく。
※基金積立による事業実施を含む。

事業名
（施設名）

事業内容
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インバウンド推進事業
【事業内容】海外に向けたプロモーション、旅行商品造成、ニーズに訴求するコンテンツ
作り等に取り組むとともに、外国人観光客に対する受入環境整備の強化。
【事業の必要性】
日本の人口減少に伴い、国内観光客の誘客が厳しくなっている中、外国人観光客の誘客は
必須となっている。
【見込まれる事業効果】本市に訪れる外国人観光客の増加、滞在日数の増加、観光消費額
の増加
※基金積立による事業実施を含む。

観光施設管理事業
【事業内容】観光客に対する観光施設の健全なサービスの提供。（観光地トイレの水洗
化・洋式化、観光案内板整備及び修繕、重機購入、公園遊具の改修　等）
【事業の必要性】
良好な維持管理をすることは観光地域を活性化に繋がる。
【見込まれる事業効果】
交流人口拡大、観光客の満足度向上
※基金積立による事業実施を含む。

壱岐行き教育旅行手荷物配送支援事業補助金
【事業内容】
手荷物配送に要する経費を助成（離島のため乗換での手荷物へのハンデを軽減し教育旅行
を誘致）
【事業の必要性】
来島実績の多い関西圏を中心に来島校を維持・増加させるためにも、移動時の負担を減ら
せる手荷物配送支援の補助金は必要。
【見込まれる事業効果】教育旅行の促進、将来的なリピーター確保
※基金積立による事業実施を含む。

壱岐行き教育旅行推進事業
【事業内容】修学旅行で壱岐市に訪れる生徒の人数及び行程内容に応じて補助
【事業の必要性】
教育旅行は多くの業種に対しての経済波及効果がある重要な事業であるため、今後も積極
的な誘致のためにも当補助金は必要。
【見込まれる事業効果】教育旅行の促進、将来的なリピーター確保
※基金積立による事業実施を含む。

地域イベント開催助成事業
【事業内容】地域の消費喚起及び地域経済活性化を目的とし、地域団体が開催するイベン
ト経費に対する補助。
【事業の必要性】地元商工業の販売額減少等による地域活力の低下対策とし、消費者の消
費意欲の増進と市内中・小規模事業者支援を目的とする事業を行うことにより、地域の活
性化を図る対策が必要である。
【見込まれる事業効果】物価高の影響で実質購買力の低下により低迷している地元消費の
喚起を促し地域経済が活性化することが見込まれる。
※基金積立による事業実施を含む。

雇用機会拡充事業
【事業の目的】新たな雇用を生む創業・事業拡大を行なう民間事業者に対して、設備投資
資金や人件費、広告宣伝費などの運転資金を補助する。
【事業の必要性】島内における持続的な居住が可能とするため、その環境の整備と雇用の
創出が必要である。
【見込まれる事業効果】地域社会の維持に欠かせない雇用創出効果が見込まれる。
※基金積立による事業実施を含む。

壱岐市商店街にぎわい整備事業費補助金
【事業内容】商店街において行う共同施設整備事業(環境整備事業、情報化推進事業及び
特認事業)への助成。
【事業の必要性】にぎわいのある街づくりを創出するための環境改善が必要な商店街があ
る。
【見込まれる事業効果】商店街のにぎわいと、地域の特性を活かし快適で魅力的かつ人に
優しい空間づくりを創出する。
※基金積立による事業実施を含む。

壱岐市特定創業支援事業
【事業内容】経営、財務、人材育成、販路開拓など創業に関する基礎知識の習得に関する
セミナーの開催。
【事業の必要性】地域資源等を活かした創業希望者の掘り起こしが必要である。
【見込まれる事業効果】地域資源を有効に活用する販売戦略や新商品開発などにより、地
域内創業が実現する。
※基金積立による事業実施を含む。
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壱岐市観光連盟運営費補助金
【事業内容】本市の観光専門機関として、各種観光関連団体等と連携し国内外からの誘客
施策を実施。
当補助金は、壱岐市観光連盟の全体運営費の一部に充てている。
【事業の必要性】
本市において唯一の観光専門機関であり、本市と共に本市全域の観光振興に取り組んでい
ることから、当機関の存在は必須であり、運営への支援は必要である。
【見込まれる事業効果】観光交流人口拡大による地域経済の発展、地域活性化など
※基金積立による事業実施を含む。

滞在型観光促進事業（有人国境離島交付金）
【事業内容】旅行者に「もう１泊」してもらうため、地域の特色を活かした朝・夜型を含
む体験プログラムなどを開発し、国内外の旅行会社と連携し、旅行商品の販売・促進につ
なげる。また、メディアやイベントを通じて壱岐の魅力のＰＲを実施する。さらに、タイ
ムリーな情報提供を観光客や旅行会社等に届けるため、パンフレット等を作成する。
【事業の必要性】壱岐の独自性のある滞在時間を延ばす効果のある着地型観光サービスの
開発や磨き上げに取り組む必要がある。
【見込まれる事業効果】滞在時間の増加、観光消費額の増加
※基金積立による事業実施を含む。

壱岐市スポーツ合宿誘致支援事業
【事業内容】スポーツ合宿を連続して実施するプロのチーム及び団体等に対して、補助金
を交付する。
【事業の必要性】スポーツ合宿の定着化に向けての対策が必要。
【見込まれる事業効果】交流人口の拡大、宿泊客の増加、また、プロチームを誘致するこ
とで、子どもたちの競技力向上が見込まれる。
※基金積立による事業実施を含む。

観光需要喚起対策事業
【事業内容】対馬市と官民連携。誘客促進に向けた戦略的・効果的な営業及び旅行会社支
援、情報発信を実施。
【事業の必要性】燃油価格等の物価高騰や貸切バス新運賃制度による値上げなどに対し
て、ツアー催行が難しい状況にある。
【見込まれる事業効果】国内外からの交流人口拡大、島全体の経済活性化
※基金積立による事業実施を含む。

神々の島壱岐ウルトラマラソン
【事業内容】島内一周のマラソンコース（100km、50km）を設け、ランナーが壱岐の
魅力を感じながら走ることができるよう、市民ボランティア等と体力向上、健康増進に繋
げる。
【事業の必要性】R８年度で第９回を迎え、本市の地域活性化に寄与する大会である。
【見込まれる事業効果】
交流人口の拡大、地域振興、観光客数増加、観光消費額増加など
※基金積立による事業実施を含む。

壱岐市イベント振興事業（壱岐サイクルフェスティバル）
【事業内容】サイクルフェスティバルを実施する実行委員会の大会運営費等に補助金を交
付する。
【事業の必要性】サイクルフェスティバルは費用対効果が高いイベントであり、今後も本
市の活性化にとって必要なものと考える。
【見込まれる事業効果】交流人口の拡大、観光消費額増加
※基金積立による事業実施を含む。

壱岐市イベント振興事業（壱岐の島新春マラソン大会）
【事業内容】新春マラソン大会を実施する実行委員会の大会運営費等に補助金を交付す
る。
【事業の必要性】市内外から多くの参加が期待できるイベント、今後も本市の活性化に
とって必要なものと考える。
【見込まれる事業効果】
交流人口の拡大、観光消費額増加
※基金積立による事業実施を含む。

壱岐市スポーツ大会等開催助成事業
【事業内容】市内へ宿泊を伴うスポーツ大会を誘致し、大会を主催する市内団体に対して
補助金を交付
【事業の必要性】
本市にとってスポーツ合宿は観光振興に寄与しており、市内の宿も影響を受けている。
【見込まれる事業効果】交流人口の拡大、宿泊施設の経営維持、市内経済の活性化
※基金積立による事業実施を含む。

壱岐市島外スポーツ団体等誘致促進助成事業
【事業内容】合宿等スポーツ活動で市内宿泊施設に宿泊する島外スポーツ団体に対する助
成、指定施設の施設使用料を減免する。
【事業の必要性】交流人口及び宿泊客の減少への対策が必要である。
【見込まれる事業効果】交流人口の拡大、宿泊客増加、観光消費額増加
※基金積立による事業実施を含む。
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（４）産業振興促進事項 

 

（ア）産業振興促進区域及び振興すべき業種 

産業振興促進区域 業種 計画期間 備考 

壱岐市全域 

製造業、情報サービス

業等、農林水産物等販

売業、旅館業 

令和８年 4 月 1 日～ 

令和１３年 3 月 31 日 
 

 

（イ）当該業種の振興を促進するために行う事業の内容 

 

上記、「（２）その対策」、「（３）事業計画」のとおり 

 

（５）公共施設等総合管理計画等との整合 

壱岐市公共施設等総合管理計画において、施設類型ごとに定めている数量、品質、コスト

に関する基本方針に基づき、整合性を図りながら、過疎対策に必要となる事業を適切に実施

する。 

 尚、今後公共施設等総合管理計画の改訂を行った場合は、改訂後の方針に沿うものとする。 
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企業誘
致

民間

勝本港埋立事業 埋立2500㎡ 市

勝本港地域活性化推進事業 地域活性化拠点施設整備 市

印通寺港ターミナルビル修繕事業 空調設備更新、電動シャッター修繕 市

港湾メンテナンス事業(統合補助)(郷ノ浦港) 岸壁(改修)1式・浮桟橋(改修)1式 県

港湾メンテナンス事業(統合補助)(勝本港)
浮桟橋(改修)2基・物揚場(改
修)120m

県

港湾メンテナンス事業(統合補助)(印通寺港) 物揚場(改修)20m・可動橋(改修)1基 県

社会資本整備総合交付金(印通寺港)
岸壁(改良)70m・泊地(改良)5000
㎡

県

社会資本整備総合交付金(郷ノ浦港) 道路(改良)1式 県

社会資本整備総合交付金(勝本港) 突堤(改良)40m 県

第2世代交付金(郷ノ浦港) 物揚場30m 県

第2世代交付金(勝本港) 物揚場58m 県

県単独改修事業(郷ノ浦港)
浮桟橋(改良)3基・エプロン屋根
30m

県

壱岐市企業立地促進事業補助金
【事業内容】雇用機会の増大と地域経済の活性化を図るため、市内に事業所を新設又は増
設して事業を行う企業に対し、その設備等に対し補助を行う。
【事業の必要性】新規雇用を含む事業計画に基づく設備投資等への助成。
【見込まれる事業効果】雇用機会の拡大と地域経済の活性化、若者等の定着により人口減
少の低減に寄与する。
※基金積立による事業実施を含む。

(11)その他

事業名
（施設名）

事業内容
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４ 地域における情報化 

 

（１）現況と問題点 

 

（ア）国の動向とデジタル社会の進展 

  

国においては、「デジタル田園都市国家構想」のもと、「全国どこでも誰もが便利で快適に

暮らせる社会」の実現を目指し、デジタルの力で地方の社会課題を解決する取組が加速して

いる。令和 7 年度末を目標とした地方公共団体情報システムの標準化・共通化（ガバメント

クラウドへの移行）や、マイナンバーカードの普及・利活用が進む中、令和 8 年度以降は、

これらのデジタル基盤を最大限に活用し、住民サービスの質的向上と行政運営の効率化を両

立させることが求められている。 

 

（イ）行政 DX とセキュリティの課題 

  

本市においても、デジタル技術や AI（生成 AI 等）を活用した業務改革（BPR）と、申請・

手続をオンラインや「書かない窓口」へ移行する「フロントヤード改革」を推進し、市民の利

便性向上と職員の業務効率化を図る必要がある。一方で、行政サービスのデジタル化が進む

につれ、サイバー攻撃のリスクも高まっており、地方自治法改正により義務化された「サイ

バーセキュリティの確保」に向けた強靭な体制構築が急務となっている。 

 

（ウ）地域社会の DX と情報インフラの維持 

 

 産業分野では、人口減少に伴う担い手不足が深刻化しており、基幹産業である農林水産業

におけるスマート化（IoT、ドローン、AI 活用）や、観光分野でのデータ活用による生産性向

上が不可欠である。情報通信基盤については、国の補助事業により整備した光ファイバ網が

市内全域をカバーしているが、整備から長期間が経過し、機器更新や維持管理コストの増大

が課題となっている。特に、リス等の小動物によるケーブル切断被害は深刻であり、災害時

の通信確保や将来的な５G／ローカル５G 等の高速通信需要を見据え、民間移譲や無線技術

の活用も含めた持続可能なインフラの維持管理計画を策定・実行する必要がある。 

 

（エ）デジタルデバイド（情報格差）の解消 

  

行政手続や生活サービスのデジタル化が進む一方で、高齢者をはじめとするデジタル機器

の利用に不慣れな住民が取り残されないよう、「誰一人取り残さない」ための支援体制の構築

が引き続き重要な課題となっている。 
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（２）その対策 

○マイナンバーカードを活用した「行かない市役所（オンライン申請の拡充）」や、来庁者の 

負担を軽減する「書かない窓口」を推進し、市民の利便性の向上と職員の事務負担軽減を 

図る。 

 

○庁内データの標準化・連携を進めるとともに、生成 AI 等の先端技術を業務に適用すること 

で、行政事務の飛躍的な効率化と、データに基づく政策立案（EBPM）を推進する。 

 

○ガバメントクラウド利用を前提としたセキュリティポリシーの運用を徹底し、サイバーセ 

キュリティ対策を継続的に強化する。 

 

○ドローンやセンシング技術、AI 解析などの導入により、農薬散布の省力化、適正施肥、漁 

場監視等のスマート化を推進し、担い手不足の解消と生産性の向上、高付加価値化を図る。 

 

○壱岐テレワークセンター等を核として、サテライトオフィスの誘致やワーケーションを推 

進し、高度 ICT 人材の還流・定着を図るとともに、地域課題解決型ビジネスの創出を支援 

する。 

 

○老朽化する光ファイバ網等の情報通信基盤について、小動物被害対策や災害対策を講じる

とともに、民間活力の導入や無線技術とのベストミックスを検討し、持続可能な事業運営

体制への転換を図る。 

 

○衛星通信やローカル５G 等の多様な通信手段の特性を活かし、災害時や緊急時における通

信の冗長性（リダンダンシー）を確保する。 

 

○高齢者等が身近な場所でデジタル機器の利用方法を学べるよう、デジタル活用支援員や地

域のまちづくり協議会、民間事業者等と連携し、きめ細かな相談・支援体制を整備する。 

 

○地域社会の DX を牽引する高度 ICT 人材や、デジタル技術を活用して副業・兼業を行う人

材を育成するため、実践的な IT 教育プログラムの提供やリカレント教育を推進する。 

 

（３）事業計画（令和８年度～１２年度） 

 

持続的発展
施策区分

事業
主体

３ 地域に
おける情報
化

(1)電気
通信施
設等情
報化の
ための
施設

有線テレ

ビジョン
放送施設

市

地域情報通信基盤整備事業
【事業内容】地上デジタル放送の難視聴地域を解消するため各家庭まで光ケーブルによる
ケーブルテレビサービスを実施している。
【事業の必要性】市内の１／３以上が難視聴地域である。また、防災や行政情報を伝達す
る手段として有効である。
【見込まれる事業効果】地上デジタル放送を視聴するうえで必要な設備となっている。ま
た、議会や行政の情報を伝達する有効な手段である。

事業名
（施設名）

事業内容
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（４）公共施設等総合管理計画等との整合 

壱岐市公共施設等総合管理計画において、施設類型ごとに定めている数量、品質、コスト

に関する基本方針に基づき、整合性を図りながら、過疎対策に必要となる事業を適切に実施

する。 

 尚、今後公共施設等総合管理計画の改訂を行った場合は、改訂後の方針に沿うものとする。 

 

持続的発展
施策区分

事業
主体

３ 地域に
おける情報
化

(1)電気
通信施
設等情
報化の
ための
施設

告知放
送施設

市

ブロー
ドバン
ド施設

市

その他
の情報
化のた
めの施
設

市

市

その他

市

市

(2)過疎
地域持
続的発
展特別
事業

情報化

デジタ
ル技術
活用

事業名
（施設名）

事業内容

地域情報通信基盤整備事業
【事業内容】災害時における避難指示等の避難情報や行政情報は、市内の各家庭・事業
所・屋外拡声局に設置している告知放送受信機を通じて市民に伝達している。現在、導入
しているシステムのメーカーが令和７年度末をもって告知放送事業から撤退するため、新
たなシステムを構築し、年次的に告知放送受信機を現製品と交換する必要がある。
【事業の必要性】市民の生命を守るため、必要な設備である。
【見込まれる事業効果】市民の生命を守るため、情報伝達手段として、必要不可欠であ
る。

地域情報通信基盤整備事業
【事業内容】光ケーブルによる、超高速インターネットサービス
【事業の必要性】民間事業者が不採算地域として参入の見込みがないため、公費負担によ
るサービスの提供が必要不可欠である。
【見込まれる事業効果】現在のデジタル社会において光ケーブルによる超高速インター
ネットサービスは必要不可欠である。

観光防災WiFi整備事業
【事業内容】観光施設・災害時避難場所でのWiFiサービス
【事業の必要性】観光施設や災害時避難場所などに公共のWiFiサービスを提供することに
より、観光客の利便性向上、災害時の情報取得手段を確保する。
【見込まれる事業効果】観光客や災害時などに情報を取得できる環境を提供することによ
り、利用者の安全安心につながる。

二次離島との海底ケーブル維持事業
【事業内容】海底ケーブルの「海底」での点検及び補修
【事業の必要性】地上と異なり海底の状態は敷設から１５年間未確認でありインフラ維持
の観点から一定間隔での点検が必要である
【見込まれる事業効果】断線等の防止

自治体情報システムの整備
【事業内容】自治体システム等の調達・維持管理
【事業の必要性】行政の業務を遂行する上で、必要不可欠である。また、今後は利用者視
点から携帯端末との連携が必要である。
【見込まれる事業効果】行政の事務を効率的に処理していくため、情報システムの活用は
有効である。

コミュニティFM送信所整備
【事業内容】難聴地域のコミュニティFM送信所の増設
【事業の必要性】コミュニティFM放送は、災害時の情報提供施設としてその有効性は実
証されている。現在、難聴地域があり、整備が求められている。
【見込まれる事業効果】災害時における情報伝達手段の一つとしてコミュニティFM放送
は簡易な受信機で誰でも聞くことができる最も有効的な設備である。

地域DX推進事業
【事業内容】マイナンバーカードを用いた行政手続きのオンライン化や「書かない窓口」
の導入、生成AI等のデジタル技術を活用した内部事務の見直し、デジタル技術を活用して
地域課題を解決する「地域社会DX」の取組を一体的に実施。
【事業の必要性】持続可能な行政サービスを提供するためには、デジタル技術を前提とし
た業務プロセスの再構築（BPR）が必要不可欠となっている。また、基幹系システム標
準化移行後の新たな行政基盤において、クラウドやAI等のデジタル技術を有効活用し、更
なる業務効率化と住民サービスの質の向上を図る必要がある。
【見込まれる事業効果】「行かない市役所（オンライン申請）」や「書かない窓口」の実
現により市民の利便性が飛躍的に向上するとともに、業務自動化等により創出された職員
の人的資源を、相談業務や企画立案等のコア業務へシフトさせることで、効率的で質の高
い行政運営と市民の「幸せ実感」の向上が図られる。
※基金積立による事業実施を含む。

市
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５ 交通施設の整備、交通手段の確保 

 

（１）現況と問題点 

本市の道路は、一般国道約１９ｋｍ、主要地方道約３９ｋｍ、一般県道約４９km、市道約

１，３２８ｋｍ、合計１，４３５ｋｍで構成しており、丘陵状の地形と平野部の散居型の集

落形態や分散した農地を網羅している。なお、令和６年度末で舗装率は８９．２％と高いが、

改良率は５１．１%にとどまっている。 

 以前は、フェリー等の入港時に、道路の混雑が生じていたが、郷ノ浦大橋や郷ノ浦トンネ

ルなどの都市計画街路の開通により解消している。 

 生活道路については、改良や維持・補修に努め、機能性・利便性・快適性の向上を図り、生

活に密着して安全で人に優しい道路として逐次整備を進める必要がある。 

 本市の道路、その多くが高度経済成長期に建設しており、老朽化が顕著になっているため、

特に橋りょうなどの道路構造物については、改正道路法に基づいて年次的な点検や補修を計

画的に実施して、長寿命化を図る必要がある。 

 さらに、三島地区（大島・長島・原島）の中で、唯一孤島となっている原島と大島を結び、

さらに本島と大島との架橋に向けた国・県等への働きかけも続けていく必要がある。 

≪道路の整備状況≫ 
         （単位：ｍ、％） 

路線名 路線数 管理延長 
改良 

舗装延長 舗装率 
規格改良 未改良 改良率 

国  道 1  19,003  19,003  0  100.0  19,003  100.0  

主要地方道 4  38,882  34,974  3,908  89.9  38,625  99.3  

一般県道 6  49,047  31,647  17,399  64.5  48,814  99.5  

市道 

1 級 76  146,477  145,174  1,303  99.1  145,390  99.3  

2 級 104  145,485  144,347  1,138  99.2  145,267  99.9  

その他 3,739  1,036,153  389,558  646,595  37.6  894,118  86.3  

  計 3,919  1,328,115  679,079  649,036  51.1  1,184,775  89.2  

合計 3,930  1,435,047  764,703  670,343  53.3  1,291,217  90.0  

  令和７年４月１日現在 令和６年度道路現況表 

定期航路は、本市と福岡市博多港や対馬市厳原港を結ぶフェリーと高速船、本市と唐津市

を結ぶフェリー、郷ノ浦港と付属島三島（大島・長島・原島）を結ぶ公営のフェリーが就航し

ている。 

博多・壱岐・対馬間を運航する高速船については、老朽化による更新が課題となっていた

が、高速船２隻の内１隻は、国・県・壱岐市・対馬市の支援もあり、令和７年度に造船事業者

との新船建造にかかる契約の締結が行われ、令和 11 年度に就航予定となっている。高速船

は、交流人口の拡大等、市の振興発展には欠かせないため、今後も航路の維持・確保を図る

必要がある。 
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壱岐の属島である三島とのフェリーについても、利用者の減少や燃料油等の費用高騰等に

より、事業者単独での航路維持は困難であり、国・県・市の一体となった支援が必要である。 

また、現行船についても既に耐用年数が経過し老朽化しており、今後、船舶の更新が必要で

ある。 

市外への定期航路において利用されている郷ノ浦港、芦辺港、印通寺港は、埋立地にター

ミナルビルや駐車場等を整備している。特に郷ノ浦港と芦辺港においては、ジェットフォイ

ル用浮桟橋の移設に伴う乗り場の変更や慢性的な駐車場不足の解消を図るため、駐車場等の

再編整備を進めている。また、各港のターミナルビルについては、利便性・快適性の向上、老

朽化に伴う長寿命化を図る必要がある。 

 航空路については、長崎空港と県内離島とを結ぶ航空路線を運航するオリエンタルエアブ

リッジが、壱岐と長崎を結ぶ便を運航している。令和５年度以降、新たに ATR 機２機が導入

されており、今後も離島航空路線の維持・確保を図る必要がある。 

 壱岐空港ターミナルビルは、昭和４０年の竣工であり、既に 60 年が経過したことによる

老朽化と機能低下の面からも、建て替えの時期を迎えていることから、建て替えに向けた検

討を進める必要がある。 

島内の陸上交通については、地域住民に必要不可欠な生活交通である路線バスを民間事業者

が運行しているが、人口減少等により年々輸送人員が減少している。一方で、令和３年度以

降、交通空白地域及び不便地域であった市内２地区において、乗合タクシーが導入され、地

域の移動手段の確保、利便性の向上が図られていることから、他の地域においても乗合タク

シー等の新たな移動手段の確保を図るなど、住民のニーズに対応していく必要がある。 

 

（２）その対策 

○一般国道３８２号、主要地方道郷ノ浦沼津勝本線、一般県道湯ノ本芦辺線、一般県道渡良

浦初瀬線、一般県道湯ノ本勝本線、一般県道初瀬印通寺線における未改良区間の拡幅や歩

道等の整備を図り、道路交通の円滑化と安全性の向上に努める。 

 

○幹線道路を補完する市道等の計画的な維持・補修に努めるとともに、狭隘道路等は地域の 

協力を得ながら、安全性・利便性の向上に努める。また、付属島や近距離にありながら、途 

中を海や山で隔てられていることにより、交通の不便な地区については、安全で最短の交 

通路を確保するため、橋りょう等の整備を検討する。 

 

○陸上交通においては、壱岐市地域公共交通計画に基づき、路線バスの再編及び乗合タクシ

ー等の導入を図り、市民の移動手段の確保、利便性の向上を図る。 

 

○壱岐空港ターミナルビルは、県、市及び民間からなる株式会社の所有であるため、自社で

の建て替えは財源的にも困難である。また、改築する際の仮設のターミナルビルの設置場

所の確保等、様々な課題を抱えているため、国や県、関係団体と連携し、建て替えに向け

た取組を進める。 
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（３）事業計画（令和８年度～１２年度） 

 

持続的発展
施策区分

事業
主体

１級市道黒崎線（道路改良） L=2,000.0m  W=7.0m 市

１級市道錦線　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（道路改良）L=1,500.0m  W=7.0m 市

２級市道左京鼻線　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（道路改良）L=1,000.0m  W=7.0m 市

１級市道筒城七湊線　　　　　　　　　　　　　　　　　（道路改良）L=2,000.0m  W=7.0m 市

１級市道南本線
（交通安全） L=200.0m  W=5.5m 市

２級市道仁駄橋線　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（交通安全）L=200.0m  W=8.5m 市

１級市道丘中田大久保線
（交通安全）

L=190.0m  W=7.0m 市

１級市道船橋池田線
（交通安全）

L=480.0m  W=5.0m 市

１級市道大久保本線
（交通安全）

L=350.0m  W=5.5m 市

２級市道鮒川線
（交通安全）

L=380.0m  W=6.5m 市

２級市道住吉長峰線
（法面対策）

L=94.0m  W=6.5m 市

１級市道新郷ノ浦港線
（トンネル照明）

L=322.0m  W=7.0m 市

２級市道半城里線
（法面対策）

L=87.3m  W=7.0m 市

２級市道大石湯岳線
（法面対策）

L=109.3m  W=6.0m 市

１級市道銀台線
（道路改良）

L=1,400.0m  W=6.0m 市

２級市道刈田院線
（道路改良）

L=100.0m  W=5.0m 市

２級市道釜田線
（道路改良）

L=700.0m  W=6.0m 市

１級市道住吉船橋線
（道路改良）

L=1,000.0m  W=6.5m 市

１級市道本村神里線
（道路改良）

L=3,000.0m  W=7.0m 市

１級市道山崎線
（道路改良）

L=800.0m  W=9.0m 市

１級市道深江筒城線
（道路改良）

L=800.0m  W=7.0m 市

１級市道商高国分線
（道路改良）

L=2,000.0m  W=7.0m 市

１級市道新城諸津線
（道路改良）

L=500.0m  W=7.0m 市

市道水畑線
（道路改良） L=400.0m  W=7.0m 市

２級市道津ノ宮線
（道路改良）

L=400.0m  W=6.0m 市

１級市道初山中央線
（道路改良）

L=400.0m  W=7.0m 市

市道中山線
（道路改良） L=230.0m  W=4.0m 市

２級市道井鯉坂線
（道路改良）

L=150.0m  W=6.0m 市

２級市道池田仲線
（道路改良）

L=150.0m  W=5.0m 市

１級市道久喜線
（道路改良）

L=150.0m  W=6.0m 市

２級市道友尻線
（道路改良）

L=1,000.0m  W=6.0m 市

２級市道御手洗線
（道路改良）

L=500.0m  W=6.0m 市

橋りょ
う 壱岐市橋梁長寿命化修繕計画

１級市道住吉船橋線（矢良橋）他５橋（橋
梁補修）

市

４ 交通施
設の整備、
交通手段の
確保

(1)市町
村道

道路

事業名
（施設名）

事業内容
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（４）公共施設等総合管理計画等との整合 

壱岐市公共施設等総合管理計画において、施設類型ごとに定めている数量、品質、コスト

に関する基本方針に基づき、整合性を図りながら、過疎対策に必要となる事業を適切に実施

する。 

 尚、今後公共施設等総合管理計画の改訂を行った場合は、改訂後の方針に沿うものとする。 

 

 

 

 

持続的発展
施策区分

事業
主体

４ 交通施
設の整備、
交通手段の
確保

(7)渡船
施設

渡船

市

航路
事業者

(9)過疎
地域持
続的発
展特別
事業

公共交
通

市

市

航空
事業者

フェリーみしま新船建造事業
【事業内容】フェリーみしまの新船建造に伴う設計を行う。
【事業の必要性】現在のフェリーみしまは、建造から20年以上経過しており、現状運航
に支障はないが、新船建造に向けた取組を進める必要がある。
【見込まれる事業効果】将来にわたり航路を維持することにより、三島地区の経済・教
育・福祉の向上を図る。

ジェットフォイル更新支援事業
【事業内容】ジェットフォイルの新船建造にかかる費用の一部を支援する。
【事業の必要性】建造費の高騰等により航路事業者単独での更新は困難な状況にあるた
め、国、県、市が一体となって更新にかかる建造費の一部を支援することにより、現在の
運航体制を確保する必要がある。
【見込まれる事業効果】現在の運航体制を維持することにより、市民の移動手段はもとよ
り、離島医療の確保、交流人口の拡大を図る。

乗合タクシー運行事業
【事業内容】路線バスの利便性が低い地域等において、乗合タクシーを運行する。
【事業の必要性】高齢者、免許返納者等、交通弱者の移動手段を確保する必要がある。
【見込まれる事業効果】移動手段を確保することで、住民の利便性の向上の他、健康増
進、市民の交流促進が図られる。
※基金積立による事業実施を含む。

壱岐病院連絡バス運行事業
【事業内容】三島フェリー発着所と壱岐病院を接続するバスを運行する。
【事業の必要性】三島には、医療機関や店舗等がないため、壱岐本島で通院や生活物資購
入等がされている。三島航路と接続する壱岐本島内の公共交通がないため、接続するバス
を運行し三島住民の利便性向上を図る必要がある。
【見込まれる事業効果】連絡バスを運行することで、三島住民の壱岐島内での移動手段の
利便性が確保される。
※基金積立による事業実施を含む。

(10)その他
離島航空路線維持確保対策事業（安全整備）
【事業内容】オリエンタルエアブリッジ（株）が運航しているＡＴＲ機の安全整備に係る
費用等に対し支援を行う。
【事業の必要性】今後も離島航空路線の維持・確保を図るには継続した支援が必要であ
る。
【見込まれる事業効果】航空事業者に支援を行うことで運航体制を確保し、市民の移動手
段の確保及び経済活動の活性化、交流人口の拡大等を図る。

事業名
（施設名）

事業内容
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６ 生活環境の整備 

 

（１）現況と問題点 

（ア）水道 

 

本市の水道は、効率的な経営体制の確立を図るため、平成２９年４月に簡易水道事業を水

道事業に統合し、現在に至っている。 

水道の普及率は令和 6 年度末で９９．８％に達しているが、老朽化した水道施設や水道管

が多いため維持管理・更新費用が膨らんできている。今後人口減少に伴う料金収入の減少が

予測されるため、適正な水道料金を研究する必要がある。また、施設の更新には多額の費用

が必要なため、民間のノウハウを活用した業務委託を活用しており、機器の長寿命化を図り

ながら、統廃合を検討し適切な維持管理を行っていく事で、安全で安定した水道水の安定供

給に努める必要がある。 

 

≪水道の現況≫ 

住民台帳人口 給水人口 普及率 年間総配水量 

23,399 人 23,351 人 99.8％ 4,028,768 ㎥ 

令和 7 年３月３１日現在 

 

 

（イ）下水処理 

 

生活排水による河川、海域の水質汚濁の防止はもちろん、豊かな自然環境の保全及び快適

な生活環境の確保のため、生活雑排水を適切に処理することが重要となっている。また、令

和６年度における市内の汚水処理人口は１１，９５８人、普及率にして５１．１％であり、

県内の普及率（令和６年度末８４．８％）と比べて大きく下回っている。このため、合併処理

浄化槽設置整備事業による助成制度を設け、し尿と生活雑排水が一体で処理できる合併処理

浄化槽の設置の普及に取り組んでおり令和６年度末現在、本市における合併処理浄化槽の設

置基数は２，６５８基となっている。  

 令和６年度から公営企業会計へ移行したことにより、下水道事業（公共下水道・漁業集落

排水）が将来にわたって持続可能な経営に努めていく。また、施設の老朽化及び人口減少な

どを考慮し、施設の統合等、経営のスリム化を検討していく。 
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≪し尿処理の現況≫ 

行政処理人口 

汚水処理人口 

下水道 

人口     

漁業集落排水

人口   

浄化槽 

人口     
計 普及率 

ア イ ウ ア+イ+ウ （％） 

23,399 3,179 1,893 6,886 11,958 51.1 

令和７年度汚水処理人口の普及状況に係る調査 

 

（ウ）廃棄物処理 

 

清潔で住みよい島づくりを目指す本市にとって、平成２４年３月、ごみ処理については、

『壱岐市クリーンセンター』が完成し、資源の再生・再利用を行うリサイクル施設及び環境

に負荷の少ないクローズドシステムの最終処分場を併設している。また同時に、し尿処理に

ついては、『壱岐市汚泥再生処理センター』が完成し、リサイクルを推進する見地から、従来

のし尿・浄化槽汚泥の処理だけではなく、下水道施設からの下水汚泥も受け入れ、堆肥化す

ることにより循環型社会を推進できる施設となっている。   

稼働後１５年を迎えることから、ストックマネジメントの考え方による適切な運転管理と

定期点検整備及び適時の延命化対策を実施することにより、施設の長寿命化を図ることが重

要である。今後さらに、環境にやさしい効率的な運転管理に努め、地球温暖化防止をはじめ、

環境保全・資源保護のため、廃棄物抑制の取組を積極的に推進する。 

 

 

≪ごみ処理の現況≫                          （単位：トン） 

処理総計
① 

内訳 

自家 
処理 
② 

ごみ総処
理 

①＋② 
焼却処理
直接処理 

焼却以外の処理 

埋立処理
（直接処
理） 

粗大ごみ
処理施設 

資源化等
を行う施
設 

高速堆肥
化施設 

その他の
処理 

直接資源
化 

8,268 6,127 80 1,964 0 0 0 97 0 8,268 

                         令和５年度一般廃棄物処理事業実態調査 

 

 

（エ）消防 

 

 本市の消防体制は、広域行政機構である壱岐広域圏町村組合で運営をしていたが、平成１

６年３月からは市で運営していくことになった。その組織概要は、１本部１署１支署１出張

所で署・出張所とも消防ポンプ車、救急自動車等を配備している。 

 一方、非常備の消防団は各地区に分団があり、消防力も漸次整備されており、本市の消防

においては、非常備の消防団の活動も重要である。 
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 なお、近年における各種災害の増加、建築物の高層化等諸般の情勢の変化に伴い、消防需

要に対処できる装備の近代化及び消火施設の増設が必要となっている。 

 

≪消防団の現況≫ 

団  名 分団数 団員数 ポンプ車 積載車 防火水槽 

壱岐市消防団本部  ６    

壱岐市消防団郷ノ浦地区 ８ ２３７ ３ １７ １８６ 

壱岐市消防団勝本地区 ７ １７２ ２ １２ １４７ 

壱岐市消防団芦辺地区 １１ ２５６ ２ １１ ２０８ 

壱岐市消防団石田地区 ３ １１６ ０ ９ １３３ 

計 ２９ ７８７ ７ ４９ ６７４ 

令和７年４月１日現在 

 

（オ）住宅 

 

公営住宅は、耐用年限を経過した建物の増加と、老朽化が進行しており、住民の住宅ニー

ズに対応していないのが現状である。既存住宅の改修、改善、維持管理、用途廃止等の判断

を行い、市としての住宅再配置を含め検討していく必要がある。 

 

 

（カ）その他 

 

生活関連施設としては、市内各地区に公園や運動公園等も整備されている。また、河川及

び急傾斜地等の防災整備も年次的に実施している。今後は、各地区・各施設等との調整を図

りながら目的にあった施設の拡充や古き良き昔ながらの街並みの保全・保存により住民の安

心で快適な生活環境づくりが必要である。また、安全確保のための防災施設整備及び耐震対

策を進める必要がある。 

 

（２）その対策 

（ア）水道 

 

○今後も安全な水の安定供給を実施するために、水道施設整備基本計画に基づいた資産の統

廃合を含めた更新が必要であり、その財源を確保するためには、施設を適正に維持し機器

の長寿命化を図り、コスト縮減などの経営努力を継続するとともに、将来にわたり安定的

な経営を行うため、水道料金の最適化を図る。 

 

（イ）下水処理 
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○生活排水対策として、公共下水道及び集落排水の老朽化した施設の更新を国庫補助事業に 

て実施する。また、公共下水道及び集落排水の共用区域における加入促進をはじめ、合併 

処理浄化槽の計画的な整備を促進することにより、河川の汚れを防ぎ、良好な生活環境の 

保持に努める。 

 

（ウ）廃棄物処理 

 

○ごみ処理施設・し尿処理場・最終処分場等施設の運営の効率化並びに施設解体跡地整備を

図る。一般廃棄物処理においては、資源循環型社会の構築に向け、ゴミの減量化と再生利

用を促進する。 

 

（エ）消防 

 

○消防施設及び機器の維持補修、改築及び更新を実施し、安全で緊急時に迅速に対応できる

消防体制整備を図るとともに、社会状況の変化に対応した消防施設及び組織の運用を行っ

ていく。 

 

（オ）住宅 

 

○壱岐市公営住宅等長寿命化計画により公営住宅の計画的な改修・建替・用途廃止を行い、

公営住宅のストック改善を図るとともに、維持管理すべき住宅の適正管理に努める。 

 

（カ）その他 

 

○生活関連施設整備によって、市街地や集落の活性化と市民の生活・文化・レクリエーショ

ン活動の充実・均衡を図る。 

 

○安全安心で住みよいまちづくりのために、河川、公園、急傾斜地及びその他各種公共施設 

の整備や耐震化及び昔ながらの街並みの保全保存対策を推進する。 

 

（３）事業計画（令和８年度～１２年度） 

 

 

持続的発展
施策区分

事業
主体

５ 生活環
境の整備

(1)水道
施設

上水道
水道施設改修工事 市内水道施設の改修工事 市

水道施設管理業務
市内浄水場及び配水池等の管理業務
を一括して民間に委託

市

水道事業運営基盤強化推進等事業
市内水道施設（遠隔監視機器等）の
改良・更新

市

事業名
（施設名）

事業内容
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（４）公共施設等総合管理計画等との整合 

壱岐市公共施設等総合管理計画において、施設類型ごとに定めている数量、品質、コスト

に関する基本方針に基づき、整合性を図りながら、過疎対策に必要となる事業を適切に実施

する。 

 尚、今後公共施設等総合管理計画の改訂を行った場合は、改訂後の方針に沿うものとする。 

 

 

 

 

 

 

持続的発展
施策区分

事業
主体

５ 生活環
境の整備

(2)下水
処理施
設

公共下
水道 公共下水道事業 施設の計画的な修繕及び改築工事 市

その他
漁業集落環境整備事業 計画的な施設の改修 市

(3)廃棄
物処理
施設

ごみ処
理施設 壱岐市クリーンセンター補修工事 市

し尿処
理施設 壱岐市汚泥再生処理センター補修工事 市

防火水槽建設 ２基／年 市

消防車両購入 救急車・タンク車・救助工作車等 市

消防団格納庫改築工事 ４施設 市

小型動力消防ポンプ購入 消防団　１５台 市

小型動力消防ポンプ積載車購入 消防団　１５台 市

消防救急デジタル無線更新 市

地域住宅計画に基づく事業 公営住宅改修 市

大里（５）地区
（急傾斜地崩壊対策事業）

L=90.0m  市

老朽危険家屋除却支援事業 老朽危険家屋除却補助金 地元

安全・安心住まいづくり支援事業 木造住宅耐震化補助金 地元

民間建築物耐震化支援事業 特定建築物耐震診断補助 地元

(5)消防施設

(6)公営住宅

(8)その他

事業名
（施設名）

事業内容
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７ 子育て環境の確保、高齢者等の保健及び福祉の向上及び増進 

 

（１）現況と問題点 

（ア）子育て環境の確保 

 

近年、こどもや若者を取り巻く環境は目まぐるしく変化している。2023（令和 5）年の

壱岐市の合計特殊出生率は 1.59 と減少し、少子高齢化及び人口減少が加速度的に進行して

いる状況の中、こどもの貧困、子育てにおける負担感の増加など、こどもや若者を取り巻く

状況は深刻化・複雑化しており、子育てに対する不安や負担、孤立感などが高まっている。   

そのため、こどもの健やかな成長と子育てについては地域全体で支援していくことが必要

とされている。 

令和７年から令和１１年度までの計画期間として、「壱岐市こども計画」を策定し、「第４

次壱岐市総合計画」において掲げている「未来を育む子育てと学びの島」という本市のめざ

す姿を基に、「ゆとりとやさしさで育む、輝く未来ある島 壱岐 ～こどもと若者の希望がかな

う つながり ささえあう島づくり～」を将来像としており、ＳＤＧｓの１７のゴールのうち

「質の高い教育をみんなに」など、１０のゴールを目指すこととしている。 

壱岐のすべてのこども・若者たちが、将来にわたって自分らしく幸せな生活を送ることが

できる、また、子育て家庭はもちろんのこと、すべての市民が家庭や子育てに夢を持ち、喜

びを感じられる、取組やサービスの充実を推進することが必要である。 

民生児童委員、警察、学校、教育委員会、保健、医療、福祉などの関係機関が連携を図り、

切れ目のない「妊娠・出産・子育て」支援や、要支援、要保護児童と支援を必要とする家庭の

早期発見に努め、相談・支援業務の更なる充実を図りながら、より緊密な連携システムを構

築する必要がある。さらに障がい児や、関係機関から療育の必要性を認められた就学前の児

童、養育環境等に課題を抱える家庭や学校に居場所のない児童、発達に心配を抱える保護者

などが、身近な地域でその家族を含めて相談できる体制や児童発達支援、地域生活支援拠点

等の整備充実も必要である。 

母子及び父子並びに寡婦世帯等の福祉対策として、福祉事務所等による実情把握や母子父

子自立支援員による相談、助言、指導、母子及び父子並びに寡婦福祉資金の貸付、公営住宅

の確保、福祉医療制度等が実施されているが、依然として社会的、経済的に恵まれていない

状況におかれている例が多く、その生活の安定と向上など自立支援を図るために必要な措置

を引き続き講ずる必要がある。 

 

（イ）高齢者福祉 

 

本市の６５歳以上人口は、令和７年３月３１日現在で９，３６４人、高齢化率４０．０％

となっている。要介護の認定率は２３．３％で、全国（１９．７％）、長崎県（１９．９％）

と比べると高い割合となっている。 

 高齢者の多くは、身体が不自由になっても住み慣れた地域で生活することを希望しており、
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今後の高齢者福祉行政は高齢者の在宅生活の維持向上を積極的に支援するという観点から進

めていく必要がある。 

介護予防、一人暮らしの高齢者対策、認知症予防、権利擁護など、ニーズが多様化してお

り、介護予防や日常生活支援などの公的サービスの提供とともに、地域住民による見守り体

制の構築など、支え合いの地域づくりや高齢者の社会参加と生きがいづくりに取り組むこと

が重要である。 

また、「地域共生社会」を実現するために欠かせない仕組みとして、医療、介護、介護予防、

住まい及び自立した日常生活の支援が包括的に確保される「地域包括ケアシステム」を地域

の実情に応じて深化・推進することが求められている。 

 

 

（ウ）障害者福祉 

 

少子化や若者の島外流出による過疎化や、核家族化が進み、地域社会での人と人とのつな

がりが希薄になってきており、障害者など社会的に弱い立場の人々の生活維持、あるいは介

護力の低下などの問題が発生している。 

 身体障害者数は、令和７年３月３１日現在、１，３９５人で、総人口に占める割合は５．９

８％となっている。障害別に見ると肢体不自由６６５人（構成比４７．７％）内部障害４８

５人（同３４．８％）、聴覚平衡機能障害１５８人（同１１．３％）、視覚障害７３人（５．

２％）、音声言語そしゃく機能障害１４人（同１％）の順となっている。 

知的障害者数は、令和７年３月３１日現在、４２４人で、総人口に占める割合は１．８２％

となっている。障害程度別で見るとＡ１が８７人（構成２０．５％）Ａ２が６２人（構成比１

４．６％）Ｂ１が９０人（構成比２１．２％）Ｂ２が１８５人（構成比４３．７％）となって

いる。 

 精神障害者数は、令和７年３月３１日現在、２５３人で、総人口に占める割合は１．０８％

となっている。等級別で見ると１級１９人（構成比７．５％）２級１４２人（構成比５６．

１％）３級９２人（構成比３６．４％）となっている。 

 市内には、障害者支援施設、就労継続支援B型事業所、自立訓練事業所、共同生活援助（GH）、

障害者の相談支援施設である障害者地域活動支援センター、地域生活ホーム、放課後等デイ

サービスを行うこどもセンターなどの施設があり、居宅介護・日中一時支援事業を社会福祉

協議会が展開している。教育機関として、長崎県立虹の原特別支援学校壱岐分校があり、市

立小学校１６校、中学校４校に特別支援学級が設置されている。 

障害者総合支援法の施行に伴い、障害者支援施設等の整備は進みつつあるが、やむを得ず

島外の施設利用となっている障害者への入所支援施設等の整備が望まれており、障害者の就

労については、就労移行支援サービス・就労継続支援サービスなどの福祉的就労の場の充実

を図り、十分な技能を習得した障害者が一般就労することで、社会的・経済的自立ができ、

障害の有無によって分け隔てられることなく、相互に人格と個性を尊重し合いながら共生す

る社会の実現に向け、より一層の福祉の推進を図ることが必要である。 
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（エ）健康・保健 

 

本市では平均寿命と健康寿命がともに国や県よりも低く、差も大きくなっている。標準化

死亡比（SMR）でみると、男性の死亡率が高い状態にあり、死亡原因に関して急性心筋梗塞

及び脳血管疾患は県や国に対して死亡率が高くなっている。 

各種の健康診断受診や生活習慣改善に向けた啓発活動の充実など、健康づくりに関する意

識啓発に取り組むことが必要である。 

本市における自殺者数は平成２９年から令和３年の合計で３１人（男性２４人、女性７人）

であった（自殺統計（自殺日・住居地））。自殺死亡率は、県内でも高くなっており、増減はあ

るものの横ばいで推移している。 

 

（２）その対策 

（ア）子育て環境の確保 

 

○ゆとりとやさしさで育む、輝く未来ある島として、こどもと若者の希望がかなう島・つな

がりささえあう島づくりとして、様々な取組やサービスの充実を推進する。 

 

○子ども・子育て支援法に基づき、令和７年度から令和１１年度までの５年間を計画期間と

する壱岐市こども計画及び第４次壱岐市総合計画に沿った、地域子育て支援サービス、保

育サービスの充実や関係機関とのネットワークづくり、経済的支援など、社会連携による

若者世代の定住促進と出生数の増などを図る。 

 

○幼児教育や保育の質を向上させるため、幼児教育の推進を行う「幼児教育アドバイザー」

を配置する。 

 

○認定こども園の設立など、幼児教育・保育の質と量の拡充を図るとともに、育児と仕事の

両立を支援する環境づくりや、育児ストレスや孤立化に対応できる支援体制などの充実を

図る。 

 

○貧困家庭やひとり親家庭が健全な家庭を築き、健康で自立した日常生活を営むための、よ

りきめ細やかな施策を推進し、貧困家庭やひとり親家庭の福祉向上を推進する。 

 

○「こども家庭センター」では、母子保健機能と児童福祉機能が一体的に妊娠期から子育て

期の家庭への相談支援を行い、早期からの切れ目ない包括的で継続的な支援により、安心

して産み育てることができる環境をつくる。 

 

○ＤＸの推進による市民サービスの向上の為、母子手帳アプリの利用促進及び予防接種事務

のデジタル化等を行う。市民の利便性を高め、行政運営の効率化を実現していく。 
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○安全・安心に妊娠・出産ができ、適切な医療や保健サービス、不妊治療が受けられる環境

を実現するため、交通費等の一部助成により経済的負担軽減を図る。 

 

○地域ぐるみの子育て支援策の展開として、多様なニーズに応じたこどもの居場所・遊び場

の充実を図る。 

 

○児童育成支援拠点事業について、市の実情に応じた実施内容を検討していく。 

 

（イ）高齢者福祉 

 

○シルバー人材センターの活動支援による高齢者の就業の場の確保や高齢者の働きやすい職 

場環境や能力の開発研究に努めるなど、高齢者が地域社会において積極的な役割を果たし、 

生きがいをもって生活できる環境作りを推進し、高齢者の豊富な知識や経験、技術を資産 

として地域の活性化を図る。 

 

○高齢者の介護は、高齢者のニーズにあったサービスを提供する必要があり、在宅介護サー

ビス、施設介護サービスの充実を図るとともに、介護サービスに従事する人材の養成・確

保や資質向上を図り、また、利用者のサービス選択機会の拡大にむけて事業者の参入促進

や育成に努める。 

 

○高齢者福祉施設の施設整備及び機能拡大、サービス充実に努めるなどサービス供給基盤の 

充実を図り介護が必要な人を地域全体で支える社会の実現に努める。 

 

○老人クラブへの支援や各種予防事業等の実施により、高齢者等の健康の維持・増進及び生 

きがいづくりを図るとともに、在宅で安心して暮らせるよう、外出支援サービス及び生活 

支援サービスの充実に努める。 

 

○医療・介護の連携、認知症施策の推進や、介護予防・日常生活支援総合事業の充実を図り、

高齢者が健康で生きがいを持って生活できる体制づくりを推進する。 

 

○県や壱岐圏域介護人材育成確保対策地域連絡協議会などの関係機関と連携し、介護サービ

スを支える人材の養成・確保や資質向上に努める。 

 

○認知症基本法の理念である、認知症の人の意思が尊重され、地域で安心して暮らし続ける

共生社会の実現に向け、認知症の新しい考え方の普及啓発を推進する。 

 

○地域包括支援センターに設置している認知症初期集中支援チームや認知症サポート医を中

心に認知症の早期対応や適切な支援とともに、いきいきあんしんネットワークの充実等に

より認知症になっても安心して生活できる地域の実現をめざす。 

 



51 

 

○認知症に対する理解の促進と適切な対応についての理解を促進するため、認知症サポータ

ー養成講座を開催する。また、あわせて認知症予防（認知症になるのを遅らせる、進行を

緩やかにする）について理解を深め、早期対応が地域及び関係機関でできるよう連携を深

める。 

 

○相談内容に即した適切なサービスや制度の利用支援・情報提供及び関係機関や事業所へ繋

ぐなど、高齢者総合相談体制の充実に努める。 

 

○地域や関係機関等との連携強化により、相談支援体制を強化し、高齢者等が抱える問題の

早期発見、早期支援に繋げる。 

 

○高齢者虐待防止のため、関係機関と連携し、予防、早期発見、早期対応に繋げる。 

 

○権利擁護を必要とする人を適切な支援に繋げるため、後見センター壱岐（社会福祉協議会）

を含む関係機関と連携し、成年後見制度や地域福祉権利擁護事業等の適正な運用に努める。 

 

○公的サービスだけでなく住民同士のふれあいや助け合い、支えあいによる重層的な支援を

受けながら生活することができるよう、住民による福祉活動に対して必要な支援や基盤づ

くりに努める。 

 

（ウ）障害者福祉 

 

○地域活動支援センターを中心とした相談支援体制の強化を図り、在宅障害者福祉サービス

の充実を推進する。 

 

○地域生活支援拠点の充実を図り、緊急時の相談や受け入れ態勢の確保に努める。 

 

○障害者自立支援協議会等の地域障害福祉機関でネットワークを構築し、要支援障害者に対

する有効適切な支援が提供できる体制構築に努める。 

 

○ハローワーク等との連携を深め、障害者の就労支援の推進に努める。 

 

○地域住民に対し障害者・障害に対する理解を深め、障害のある人が地域行事等に参加し、 

交流できる環境づくりに努める。 

 

○社会福祉協議会活動を支援し、住民ボランティアの参加による地域福祉推進体制の確立と

学校教育・社会教育での福祉意識啓発に努める。また、学校でのボランティア体験を支援

するボランティア指導者の発掘やボランティアの育成に努める。 

 

○市内のボランティアグループでは、重度障害者の旅行の支援や、サマーキャンプの開催、
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一人暮らしの高齢者への配食サービス、住宅補修サービス、理髪サービスなどの活動が行

われている。これらの活動の継続に努め、また複数のグループの連携を図ること等により、

ボランティア人口の増加を図る。 

 

○全ての人にとって暮らしやすい、バリアフリーのまちづくりを推進する。 

 

（エ）健康・保健 

 

○壱岐市健康づくり計画 健康いき２１を基に、市民の主体的な健康づくりへの取り組みを

推進する。 

 

○各種健康診断の受診や生活習慣改善について啓発活動の充実に努める。 

 

○壱岐市健康づくり計画 健康いき２１を基に、地域及び関連機関の連携を図りながら食生

活改善推進員（ヘルスメイト）とともに食生活の改善を進める。 

 

○生活習慣病の減少及び重症化予防対策に取り組み、増大する医療費の適正化を図るため、

各年代に応じた健康診査の実施及びその後の保健指導・支援体制の整備と充実に努める。 

 

○がんやメタボリックシンドロームなどの生活習慣病の予防や心の健康づくりのための健康 

教育・相談体制の充実を図る。 

 

○心の健康づくりのための健康教育やゲートキーパー養成講座の実施と心の相談体制の充実 

を図り、自殺対策の取組を推進する。 

 

（３）事業計画（令和８年度～１２年度） 

 

持続的発展
施策区分

事業
主体

保育所
市

拠点事
業

市

市

幼保連携施設整備事業 幼保連携型こども園の整備 市

(8)過疎
地域持
続的発
展特別
事業

児童福
祉

市

(2)認定こども園

出産祝金助成事業
【事業内容】出産祝金支給事業は令和5年度から第2子30,000円から100,000円、第3
子以降 100,000円から200,000円に増額拡充し支給している。
【事業の必要性】少子化及び人口減少の解消を図るための子育て支援対策が必要である。
【見込まれる事業効果】少子化及び人口減少の歯止めを図る。
※基金積立による事業実施を含む。

６ 子育て
環境の確
保、高齢者
等の保健及
び福祉の向
上及び増進

(1)児童
福祉施
設

保育所の統合及び施設の老朽化による整備

児童育成支援拠点事業
養育環境等に課題を抱える、家庭や学校に居場所のない児童等に対して、当該児童の居場
所となる場を開設し、児童とその家庭が抱える多様な課題に応じて、生活習慣の形成や学
習のサポート、食事の提供等を行うとともに、児童及び家庭の状況をアセスメントし、関
係機関へのつなぎを行う等の個々の児童の状況に応じた支援を包括的に提供することによ
り、虐待を防止し、子どもの最善の利益の保障と健全な育成を図る。

こどもの居場所づくり事業を行う団体の内、公共施設の空きスペース等を利用して、雨の
日でも子どもが安全に遊べる場所の充実を図る団体に対して補助を行う。

事業名
（施設名）

事業内容
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持続的発展
施策区分

事業
主体

６ 子育て
環境の確
保、高齢者
等の保健及
び福祉の向
上及び増進

市

市

市

市

母子保
健 市

市

高齢
者・障
害者福
祉

市

市

市

市

事業名
（施設名）

事業内容

乳幼児・母子・父子福祉医療費（県補助1/2）
【事業内容】小学校入学前までの乳幼児及びひとり親家庭等の医療費助成（福祉医療）
【事業の必要性】小学校入学前までの乳幼児及びひとり親家庭等の医療費による負担を軽
減するため一部負担金を超える医療費を助成する。
【見込まれる事業効果】医療費を助成することにより、出生率の向上に加えて、若い子育
て家庭及びひとり親家庭の経済的な負担を軽減し、子育てしやすい環境を整備すること
で、若者の定住化を図る。
※基金積立による事業実施を含む。

こども・乳幼児・寡婦福祉医療費助成事業（高校生のみ県補助10/１０）
【事業内容】県との合同事業である従来の福祉医療制度を拡充し、3歳未満の医療費無料
化、及び高校生までの年齢拡充により医療費助成を行う。
【事業の必要性】少子化及び人口減少の解消を図るための子育て支援対策が必要である。
【見込まれる事業効果】子育てしやすい環境を整備することで、少子化及び人口減少の歯
止めを図る。
※基金積立による事業実施を含む。

こどもの居場所づくり補助事業
幼児教育や保育の質を向上させるため、幼児教育の推進を行う「幼児教育アドバイザー」
を配置する。
※基金積立による事業実施を含む。

児童・乳幼児予防接種事業
【事業内容】子育て家庭の経済負担軽減のため、高校生年齢相当までの児童・乳幼児のイ
ンフルエンザ予防接種費用を助成する。
【事業の必要性】インフルエンザの予防接種について、重症化しやすい乳幼児や集団生活
を行っている児童の接種は任意接種（乳幼児、小学生は2回、中学生以上は1回）となっ
ているため、費用負担が大きい。少子化及び人口減少の解消を図るため、若い子育て家庭
の経済的な負担を軽減する支援対策が必要である。
【見込まれる事業効果】少子化及び人口減少の歯止めを図る。
※基金積立による事業実施を含む。

(8)過疎
地域持
続的発
展特別
事業

児童福
祉

ＤＸの推進による市民サービスの向上の為、母子手帳アプリの利用促進及び予防接種事務
のデジタル化等を行います。市民の利便性を高め、行政運営の効率化を実現する。
※基金積立による事業実施を含む。

安全・安心に妊娠・出産ができ、適切な医療や保健サービスが受けられる環境を実現する
ため、医療的な理由で市外での健診や分娩の必要がある妊婦に対して交通費および分娩ま
での宿泊費の助成を行う。
※基金積立による事業実施を含む。

社会福祉法人施設整備費補助金
【事業内容】社会福祉法人施設において、利用者や入居者のニーズにあった環境整備・増
設工事などにかかる費用について補助する。
【事業の必要性】
　社会福祉法人施設を適切な環境で運営していくために必要。
【見込まれる事業効果】施設の整備を行うことにより、利用者・入居者の利用促進が図ら
れる。
※基金積立による事業実施を含む。

障害者軽度生活援助事業
【事業内容】在宅障害者等の軽易な日常生活上の支援を行う。
社会福祉協議会に委託。
【事業の必要性】在宅の独り暮らしの障害者の在宅生活での不安等を解消するため、日常
生活の支援が必要である。
【見込まれる事業効果】在宅障害者等の生活の自立を推進することで、安全で安心な在宅
生活の確保が図られる。
※基金積立による事業実施を含む。

障害者配食サービス事業
【事業内容】在宅障害者等の生活の自立を推進するため、栄養バランスの取れた食事を訪
問により定期的に提供する。
【事業の必要性】在宅の独り暮らしの障害者の在宅生活での不安等を解消するため、日常
生活の支援が必要である。
【見込まれる事業効果】在宅障害者等の生活の自立推進、併せて健康維持、疾病予防、安
否確認及び孤独感の解消に繋がる。
※基金積立による事業実施を含む。

社会福祉協議会活動助成事業
【事業内容】活動費等に対し補助する。
【事業の必要性】社会福祉協議会の事務局設置費、心配ごと相談事業及びボランティアセ
ンター活動費等に対し補助する。
【見込まれる事業効果】市民の福祉、健康の増進、社会福祉活動の向上に繋がる。
※基金積立による事業実施を含む。
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（４）公共施設等総合管理計画等との整合 

壱岐市公共施設等総合管理計画において、施設類型ごとに定めている数量、品質、コスト

に関する基本方針に基づき、整合性を図りながら、過疎対策に必要となる事業を適切に実施

する。 

 尚、今後公共施設等総合管理計画の改訂を行った場合は、改訂後の方針に沿うものとする。 

 

 

持続的発展
施策区分

事業
主体

６ 子育て
環境の確
保、高齢者
等の保健及
び福祉の向
上及び増進

(8)過疎
地域持
続的発
展特別
事業

高齢
者・障
害者福
祉 団体

市

団体

市

市

団体

市

市

介護人材確保対策事業
【事業内容】介護福祉士養成校開設者および養成校の生徒に対し、補助金を交付する。
【事業の必要性】介護福祉士の人材確保のため
【見込まれる事業効果】介護福祉士の人材確保や若者の島外流出の防止、島外からの人口
流入。
※基金積立による事業実施を含む。

壱岐市地域包括ケア人材確保支援事業
【事業内容】壱岐市が指定する資格を取得し、卒業後壱岐市に居住し就労した場合におい
て、奨学金の返還金額及び家賃等の一部について補助金を交付する。
【事業の必要性】医療及び福祉に係る人材確保のため
【見込まれる事業効果】医療及び福祉に係る人材確保と若者の島外流出の防止、島外から
の人口流入。
※基金積立による事業実施を含む。

老人クラブ活動支援事業
【事業内容】老人クラブ活動費に対し補助する。
【事業の必要性】若者の都市部流出等による高齢化率の増加に対応した、高齢者の生涯を
通しての健康、生きがいづくり及び社会活動参加促進が必要である。
【見込まれる事業効果】元気なお年寄りの地域活動への活発な参加により地域活性化が図
られる。
※基金積立による事業実施を含む。

外出支援サービス事業
【事業内容】在宅高齢者等の生活の自立を推進するため、送迎用車両により在宅と在宅福
祉サービスの場や医療機関等との間を送迎する。
【事業の必要性】若者の都市部流出等による高齢化率の増加に対応した、高齢者の在宅生
活での不安等を解消するため、外出支援の推進が必要である。
【見込まれる事業効果】在宅高齢者等の安全で安心な生活の確保が図られる。
※基金積立による事業実施を含む。

シルバー人材センター活動助成事業
【事業内容】シルバー人材センター活動費に対し補助する。
【事業の必要性】高齢者が地域社会において積極的な役割を果たし、高齢者の豊富な知識
や経験、技術を資産として地域の活性化を図るための就業機会の提供が必要である。
【見込まれる事業効果】高齢者の就業を通して生きがいづくりや高齢者の社会参加が促進
される。
※基金積立による事業実施を含む。

はり・きゅう･あん摩等施術料金助成事業（老人）
【事業内容】施術費に対し助成する。
【事業の必要性】はり、きゅう、あん摩又はマッサージに関する施術費に対し助成する。
【見込まれる事業効果】高齢者等の健康増進に繋がる。
※基金積立による事業実施を含む。

三島航路乗船カード交付事業
【事業内容】７５歳以上の三島航路利用料について100円とする。
【事業の必要性】若者の都市部流出等による高齢化率の増加に対応した、高齢者の閉じこ
もり防止等のための外出支援が必要である。
【見込まれる事業効果】在宅高齢者等の外出支援及び健康増進に繋がる。
※基金積立による事業実施を含む。

敬老事業補助金
【事業内容】長寿を祝い各地域で開催される敬老行事主催者に対し、70歳以上の高齢者
一人につき１，０００円を限度とする補助金を支給する。
【事業の必要性】市民の敬老意識の高揚や地域での見守り活動推進を図る。
【見込まれる事業効果】地域の活性化や地域づくりに繋がる。
※基金積立による事業実施を含む。

事業名
（施設名）

事業内容
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８ 医療の確保 

 

（１）現況と問題点 

本市には、中核となる長崎県壱岐病院を含め、病院 4 施設、診療所 11 施設、歯科診療所

8 施設、計２３施設の医療機関があり、地域医療体制は、長崎県壱岐病院を中心に構築され

ているが、市外への患者の流出が続いている。住民の医療ニーズは今後とも増大することが

予測されるため、保健・医療・福祉との密接な連携のもと、国が進める地域医療構想に基づ

いた各医療機関の役割分担の明確化、連携体制の強化を図って、包括的な地域医療体制の確

立を目指す必要がある。 

また、長崎県壱岐病院を中核に、乳幼児から高齢者、急性期から慢性期までの切れ目のな

い地域医療体制の構築と予防医療を含む持続可能で質の高い医療サービスを提供するための

医療人材の育成・確保が必要である。 

新たな感染症の課題としては、発生そのものを阻止することは不可能であるため、平時か

らの感染症危機に備え、国及び県と連携した体制整備が必要である。また、壱岐市新型イン

フルエンザ等対策行動計画に基づく対応が重要である。 

 

（２）その対策 

○長崎県病院企業団と連携し「長崎県壱岐病院」を中核とした持続可能な医療提供体制の確

立に努める。 

 

○行政と各医療機関の連携を強化し、特定健診等の保健事業の充実を図り、予防医療を推進

する。新たな感染症の発生に備え、日頃より感染予防について市民への周知啓発に努める。 

 

○医療・保健・福祉・介護の連携による在宅医療・介護の環境づくりを推進し、医療と介護の

迅速な情報共有を推進するため「あじさいネット」の普及促進に取り組む。 

 

○県などの関係機関と連携し、持続可能な地域医療を担う看護師などの医療人材の確保・育

成を強化する。 

 

○新たな感染症対策としては、壱岐市新型インフルエンザ等対策行動計画に基づき、万全な

対応に努める 

 

（３）事業計画（令和８年度～１２年度） 

 

持続的発展
施策区分

事業
主体

7 医療の確
保

(1)診療
施設

病院
市

長崎県病院企業団負担金

事業名
（施設名）

事業内容
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（４）公共施設等総合管理計画等との整合 

壱岐市公共施設等総合管理計画において、施設類型ごとに定めている数量、品質、コスト

に関する基本方針に基づき、整合性を図りながら、過疎対策に必要となる事業を適切に実施

する。 

 尚、今後公共施設等総合管理計画の改訂を行った場合は、改訂後の方針に沿うものとする。 

 

９ 教育の振興 

 

（１）現況と問題点 

（ア）学校教育 

 

本市には、令和７年５月１日現在、小学校１８校、中学校４校の計２２校の小中学校があ

り、児童生徒が１，８１９名在籍しているが、近年の過疎化・少子化により年々減少してい

る。 

 今日の学校教育においては、幅広い知識と教養を身につけ、真理を求める態度を養い、豊

かな情操と道徳心を培うとともに、健やかな身体を養うことが求められている。また、本市

の課題である人口減少や少子高齢化の進行を抑制するため、学校と地域が連携し、郷土や伝

統文化、豊かな自然環境等に関する学習を充実させるなど、将来のＵターンや定住につなが

るふるさと教育の推進が必要である。合わせて、これからの情報化、国際化、環境問題など

新しい時代に対応できる力を養う教育も必要となっている。 

 その一つとして、国が進めるＧＩＧＡスクール構想により児童生徒一人一台のタブレット

端末を整備し、ＩＣＴ教育の更なる推進を行っている。今後は、授業における端末の有効活

用を図る必要があることから、ソフトの充実や指導者の技術向上等も必要である。 

 施設面では、安全・安心な教育環境が整った学校づくりを目指すため、老朽化した校舎の

改修や修繕を計画的に進めている。 

幼稚園教育については、少子化により入園希望者が減少し、定員の３割程度に留まってい

ることから、幼稚園の効率的な運営及び幼稚園教育の充実を図るため、統合を含めた規模の

適正化を行う必要がある。併せて、子ども・子育て支援法改正に伴い幼稚園の認定こども園

への移行についても担当部署とも連携を強め認定こども園への移行整備を検討する。 

また、いじめ・不登校に加え、青少年の凶悪犯罪が後を絶たない昨今、親や教師、地域の人達

で子どもを見守り、相互の信頼関係を築いていくことが重要である。 

 

（イ）社会教育 

 

学びあう心を育てる生涯学習の推進を基盤に活力ある人づくりと潤いある環境づくりのた
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め、公民館教室を開設している。夏休みを利用して親子で参加できる教室や地区公民館を主

体とした教室、市民提案型の教室に取り組んでいる。 

青少年の健全育成活動は、地区青少年健全育成協議会や関係機関、学校・地域が協力して

様々な活動が展開されている。非行事案もなく経過しているが、今後も注意深く子どもたち

を見守る必要がある。 

図書館や集会施設等の老朽化により、施設の改修、統廃合など計画的な実施が必要である。 

 地域コミュニティが崩壊しつつある現在、団体活動は地域づくりに欠かすことのできない

ものであることを再認識する必要があり、併せて自己実現のため、共に生き、共に学ぶ生涯

学習に取り組む意欲を喚起する施策を推進しなければならない。 

 

（ウ）生涯スポーツ 

 

生涯スポーツの推進では、各種団体の主催によるスポーツ大会のほとんどが、新型コロナ

ウイルス感染症の影響により規模縮小、中止となっている。本市のスポーツ活動は非常に厳

しい状況であり、コロナ禍以降、徐々に再開しているものの、参加率はコロナ前には戻らず、

交流や健康づくりの機能が十分に果たせていないのが大きな問題となっている。人口減少や

高齢化、価値観の多様化などにより参加者が減少し、担い手不足や活動の停滞が深刻化して

いる現状の中、スポーツ活動をどう存続させ、どのように進展させていくかが課題である。 

 今後は競技スポーツの強化を図るとともに、生涯スポーツの観点から、幼児から高齢者ま

でが楽しめる総合型地域スポーツクラブの振興に努めなければならない。 

中学校部活動の地域展開は、教員の負担軽減と少子化対策を目的に、学校内の部活動を地

域クラブへ移行する取り組みとなっている。背景には「働き方改革」と「生徒の活動機会確

保」があり、制度設計や人材確保が進む一方、指導者不足や費用負担などの課題が顕在化し

ている。 

市民の持続的なスポーツ振興を図るため、誰もが参画できる仕組みづくりを構築する必要

がある。 

また、利用者が、安全・安心してスポーツ施設を利用できるよう、定期的な点検等に努め

なければならない。 

 

（２）その対策 

（ア）学校教育 

 

○安全・安心な学校づくりのための教育施設の老朽改修整備を図る。 

 

○ＧＩＧＡスクール構想によるＩＣＴ教育の推進等、新しい教育内容に対応した教育環境の 

整備に努める。 

 

○基礎・基本を重視した教育を進め、主体的・対話的で深い学びの視点で、アクティブに学

ぶ意欲や習慣を身につける教育の実践と、「生きる力」を身に付ける教育を推進する。 
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○新しい時代に求められる教育の実施に努めるとともに、ボランティア体験など福祉教育を 

推進する。 

 

○学校、家庭はもとより地域住民や各団体との協力関係をより強化し、児童・生徒と家族や 

地域社会とのふれあい、絆を深めるとともに、地域全体で児童・生徒を育成する環境づく 

りを進める。（ふるさと教育） 

 

○教育の振興・充実及び学校・地域の活性化を図るため、離島留学制度を推進する。 

 

○幼稚園の効率的な運営及び幼稚園教育の充実を図るため、統合を含めた規模の適正化を進 

める。 

また、認定こども園への移行等検討するとともに、担当部署との連携体制整備を図る。 

 

（イ）社会教育 

 

○市民がそれぞれの生き方に応じて、自己の能力の向上や自己実現を図るとともに、自らが 

住む地域への関心を高め、まちづくりを進めることができるよう社会教育の充実を進める。 

 

○余暇と生きがいの充実を図るため、成人者を対象とした各種活動や市民が気軽に学べる場 

の提供や施設の充実を図る。 

 

○図書館や集会施設等の老朽化により、施設の計画的な改修、統廃合を図る。 

 

○家庭・学校・地域社会が一体となって青少年の健全育成を推進するとともに、青少年育成 

団体の活動強化、社会教育関係団体との連携を図る。 

 

○今日の情報化や国際化といった時代の流れに対応できる専門的な知識をもった人材の育成 

に取り組む。 

 

（ウ）生涯スポーツ 

 

○中学校部活動の地域展開事業についての理解度を深めるため、学校や保護者、関係者等へ

の説明をおこなう。また、指導者への謝礼金及び地域クラブへの大会出場補助金等を支給

し、持続的な事業運営を図る。 

 

○市民がスポーツ活動を継続的に実践していくため、スポーツ団体・指導者の育成、子ども

たちのスポーツ大会出場支援等を行い、誰でも参画できるスポーツ振興の拡充を図る。 

 

○利用者が、安全・安心してスポーツ施設を利用できるよう、計画的に施設整備等を進める。 
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（３）事業計画（令和８年度～１２年度） 

 

 

 

持続的発展
施策区分

事業
主体

８ 教育の
振興

(1)学校
教育関
連施設

校舎

小学校施設整備事業 市

中学校施設整備事業 市

屋内運
動場 小学校施設整備事業 市

中学校施設整備事業 市

８ 教育の
振興

(1)学校
教育関
連施設

寄宿舎

市、地元

スクールバ

ス･ボート スクールバス購入 市

給食施
設 壱岐市学校給食センター空調機器改修工事 市

壱岐市学校給食センター屋上防水改修工事 市

壱岐市学校給食センター水銀灯更新改修工事 市

真空冷却機更新 市

ボイラー設備機器更新 市

ＬＰガスバルクタンク更新 市

その他

市

幼稚園施設整備事業 市

壱岐文化ホール施設改修工事 （中・大ホール特定天井耐震補強等） 市

壱岐文化ホール舞台機構設備改修工事 （舞台吊物PAライト・天井反射板等） 市

壱岐文化ホール舞台音響設備改修工事
（ケーブルリール入替・電力増幅架更
新等）

市

壱岐文化ホール舞台照明設備改修工事 （照明器具・LED化等） 市

壱岐文化ホール空調設備改修工事
（吸収式冷温水気冷却水系伝熱管洗浄
等）

市

壱岐文化ホールその他設備改修
（トイレ洋式化・昇降機改修・外構改
修等）

市

壱岐西部開発総合センター （老朽化に伴う解体設計・工事） 市

事業名
（施設名）

事業内容

(2)幼稚園

(3)集会
施設、
体育施
設等

集会施
設

高校地域連携推進事業
【事業内容】
高校地域連携コンソーシアムを中心に、探究、STEAMなど教育の質の向上と高校魅力化
を推進し、地域みらい留学などと連携した全国公募により、島外からの高校生の受入を増
加させる。その受け皿となる学生寮等を整備する。
【事業の必要性】
早いタイミングでは、高校進学時点で島外へ転出するケースもあり、人口減少の一因と
なっていることから、島外からも高校生が集まる高校魅力化が必要である。
【見込まれる事業効果】
高校生の住環境が整備されることで、受入環境が整い、全国公募を開始することができ
る。

学校給食費支援事業補助金
　子育て世帯に係る経済的負担の軽減や安心して子育てができる環境整備のために、給食
費の一部を助成する。
給食費が小学生で月額6,000円に対し、4,000円の助成、中学生で月額7,000円に対
し、4,500円の助成。
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持続的発展
施策区分

事業
主体

８ 教育の
振興

体育施
設 市

市

市

市

市

市

市

図書館

市

市

(4)過疎
地域持
続的発
展特別
事業

生涯学
習・ス
ポーツ

団体

個人

その他

市

(3)集会
施設、
体育施
設等

石田図書館空調設備改修
【事業内容】
故障が目立つ空調設備を更新し、季節を問わず快適な温度・湿度を保つ環境を整備しま
す。利用者が安心して滞在できる図書館を実現します。
【事業の必要性】
空調の不具合は夏冬の利用環境を悪化させ、健康や快適性に影響します。市民から快適な
交流・学習の場を求める要望が強く、更新は急務です。
【見込まれる事業効果】
空調改善により快適な滞在環境が確保され、利用者の来館意欲が向上します。学習や交流
の場としての機能が強化され、地域文化の発展に貢献します。

壱岐市ふれあい広場大規模改修工事

大谷公園大規模改修

石田スポーツセンター大規模改修

小・中学生スポーツ大会等出場補助金
【事業内容】市外で開催される各種県大会等青少年スポーツ大会参加旅費の一部を助成す
る。
【事業の必要性】離島である地理的不利条件のための他地域との交流が少ないため、交流
機会の増進に向けた取り組みが必要である。
【見込まれる事業効果】島外スポーツ大会参加時の地理的不利条件の解消が図られ、青少
年のスポーツ振興に寄与する。
※基金積立による事業実施を含む。

子ども夢プラン応援補助金
【事業内容】将来の夢に向かって熱心に活動する青少年に対し、その意欲及び能力を認め
られて選抜され、市外における強化練習、大会等に参加する場合、旅費の一部を助成す
る。
【事業の必要性】離島である地理的不利条件のため、交流機会の増進に向けた取り組みが
必要である。
【見込まれる事業効果】市外における強化練習、大会等参加時の地域的不利条件の解消が
図られ、青少年のスポーツ振興に寄与する。
※基金積立による事業実施を含む。

高校地域連携推進事業
【事業内容】
高校地域連携コンソーシアムを中心に、探究、STEAMなど教育の質の向上と高校魅力化
を推進し、地域みらい留学などと連携した全国公募により、島外からの高校生の受入を増
加させる。
【事業の必要性】
早いタイミングでは、高校進学時点で島外へ転出するケースもあり、人口減少の一因と
なっていることから、島外からも高校生が集まる高校魅力化が必要である。
【見込まれる事業効果】
高校魅力化により、地域留学する高校生を獲得し、定住人口の増加につながる。
※基金積立による事業実施を含む。

筒城浜ふれあいセンター大規模改修

石田小中学校グラウンドナイター照明LED改修工事

旧鯨伏中学校グラウンドナイター照明LED改修工事

勝本総合運動公園野球場バックネット更新工事

石田図書館照明器具改修
【事業内容】
老朽化した照明器具を更新し、省エネ型で明るさを確保できる設備へ改修します。利用者
が安心して読書や学習に集中できる環境を整えます。
【事業の必要性】
照明の不具合は安全性や視認性を低下させ、利用者の快適性を損ないます。市民から明る
く快適な学習環境を求める声が強く、更新は不可欠です。
【見込まれる事業効果】
照明改善により読書や学習の効率が向上し、利用者満足度が高まります。省エネ効果も期
待でき、持続可能な施設運営に寄与します。

事業名
（施設名）

事業内容
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（４）公共施設等総合管理計画等との整合 

壱岐市公共施設等総合管理計画において、施設類型ごとに定めている数量、品質、コスト

に関する基本方針に基づき、整合性を図りながら、過疎対策に必要となる事業を適切に実施

する。 

 尚、今後公共施設等総合管理計画の改訂を行った場合は、改訂後の方針に沿うものとする。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

持続的発展
施策区分

事業
主体

８ 教育の
振興

(4)過疎
地域持
続的発
展特別
事業

その他

市

市

市

地域子ども教室推進事業
【事業内容】放課後、学校の空き教室等で地域住民の協力を得ながら各種教室を実施する
など、小学児童のための活動の場所づくりを行う。
【事業の必要性】放課後、子どもが家に帰ってもまだ家族がいない家庭が増えているた
め、放課後の子どもの居場所確保対策が必要である。
【見込まれる事業効果】学校・家庭・地域が連携・協働して「地域ぐるみの子育て」を推
進することで、平日や土曜学習の充実が図られる。
※基金積立による事業実施を含む。

地域未来塾推進事業
【事業内容】
夏休みに中学校区ごとに学習教室を開設し、2時間×10回実施する。学校や公民館を会
場とし、指導者には謝金を支給する。保険・消耗品は市が負担し、安心して学べる環境を
整える。
【事業の必要性】
経済的事情や家庭環境により学習習慣が十分に身についていない中学生を対象に、学習機
会を保障することが必要である。学習格差を是正し、教育の公平性を確保するために支援
が求められる。
【見込まれる事業効果】
自主的な学習習慣の定着や学力向上が期待される。安心して学べる場の提供により、生徒
の自信や意欲を高め、地域との交流促進や次世代育成にもつながる効果が見込まれる。
※基金積立による事業実施を含む。

中学校部活動地域展開事業
【事業内容】
中学校部活動を地域クラブと連携し、休日等の活動を地域人材や団体が担う体制を整備す
る。教員の負担を軽減しつつ、生徒に多様な活動機会を提供し、持続可能で安心・安全な
環境を構築する。
【事業の必要性】
教員の長時間勤務是正は喫緊の課題であり、働き方改革の一環として部活動の地域移行が
求められている。生徒の多様なニーズに応じた活動機会の確保や地域人材の活用による教
育力向上も不可欠である。
【見込まれる事業効果】
教員の負担軽減により教育の質が向上し、生徒は多様な活動を通じて学びや成長の機会を
得る。地域人材の参画で交流が広がり、持続可能な部活動運営体制が確立され、地域と学
校の連携が強化される。
※基金積立による事業実施を含む。

事業名
（施設名）

事業内容
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１０ 集落の整備 

 

（１）現況と問題点 

 本市の集落状況は、主に港の周辺に人口が集中する過密型漁村地域とその他の地域に集落

が散在するという散在型農村地域の複合的地域構造にある。そのため道路については、漁村

地域は密集地の中を、また農村地域は点在する集落を結ぶ網目状に発達している。地形的に

も市内を短時間で移動できることから、集落間の交流も行われている。 

 近年、人口減少や少子高齢化が進む一方、ライフスタイルや価値観の多様化など、社会状

況は大きく変化し、地域が抱える課題も複雑、多様化しており、防災・防犯をはじめ、地域住

民が連帯してお互いに助け合うことの重要性がますます高まっている。このような中で、市

民一人ひとりが誇りをもって安心して幸せに暮らしていくためには、市民自らが「自分たち

のまちは自分たちで創る」という意識を持ち、市民がまちづくりへ積極的に参画することが

必要になる。また、地域を支える様々なコミュニティ組織と行政が共通の目的に向かって、

情報の共有を図り、お互いの立場や意見を尊重しながら、それぞれの役割と責任を明確にし、

課題解決に向けて連携・協力してまちづくりに取り組む必要がある。 

 農山漁村においても、農林水産業の就業者の減少と高齢化が進む中、「産業の担い手（認定

農業者、認定漁業者、新規就業者、集落営農組織など）」の確保により、集落の維持・活性化

を図る必要がある。 

 

（２）その対策 

○壱岐市自治基本条例に基づき、地域住民の福祉の増進、連携の強化及び市とまちづくり協 

議会との協働によるまちづくりを推進することを目的とした「壱岐市まちづくり協議会設 

置条例」が平成３１年 4 月 1 日に施行された。 

このような中、地域課題解決に向けて、自治公民館や消防団、NPO など地域コミュニティ 

組織が一同に会して情報や課題を共有し、連携して活動を行う「まちづくり協議会」の設 

立をすべての小学校区で推進していく。 

 

○地域の魅力あるまちづくりを実現するために、人（地域担当職員や集落支援員の配置）、場 

所（既存公共施設の有効活用）、資金（まちづくり交付金）の３つの視点から、まちづくり 

協議会の活動を支援する。 

 

○農林業の生産性向上等により産地の維持・拡大を実現する「産地対策」と、多様な担い手

が活躍し、支えあう持続可能な集落を実現する「集落対策」を“車の両輪”とし、認定農業

者、農業法人及び集落営農組織、新規就農者や女性農業者など、あらゆる担い手の取組へ

の支援を行い、農林業を通じた地域の雇用と所得の確保を図る。 

 

○地元小中高生に対して漁業の魅力発信や体験活動を強化し、地域の若年層が漁業に関心を



63 

 

持ち、将来的な就業につながるようなしくみづくりや、若者や島外からの UI ターン者の受

け入れ・漁業研修制度の充実を図り新規漁業就業者の確保を図る。 

 

（３）事業計画（令和８年度～１２年度） 

 

（４）公共施設等総合管理計画等との整合 

壱岐市公共施設等総合管理計画において、施設類型ごとに定めている数量、品質、コストに

関する基本方針に基づき、整合性を図りながら、過疎対策に必要となる事業を適切に実施す

る。 

 尚、今後公共施設等総合管理計画の改訂を行った場合は、改訂後の方針に沿うものとする。 

 

１１ 地域文化の振興等 

 

（１）現況と問題点 

本市は、東アジア地域と日本列島を結ぶ動線上に位置することから古代より大陸との深い

関わりがあり、歴史的にも重要な意味を持つ交流拠点として現在に至っている。 

 このような特性から本市には、「日本遺産『国境の島 壱岐・対馬・五島～古代からの架け

橋～』」の構成文化財である国指定特別史跡の「原の辻遺跡」、国指定史跡の「壱岐古墳群」、

「勝本城跡」をはじめとする数多くの歴史的文化遺産が存在している。それらを保存・公開

し、考古学の研究や観光振興と交流促進の拠点として活用するため、その保存整備が求めら

れている。令和６年７月２３日に公表された日本遺産の２回目の総括評価・継続審査結果で

は「認定継続」となり、更なる文化財の保護及び日本遺産を活用した誘客推進が求められる。 

一支国博物館や“電力の鬼”松永安左エ門記念館を中心に、壱岐の歴史・文化を学べる施

設として、教育旅行等の観光客の集客に繋がるよう、その整備に取り組んでいるが、経年劣

化による施設老朽化等に伴い、大規模改修等を計画的に進める必要がある。 

芸術・文化活動については、壱岐文化ホールなどの施設を活用し、文化協会をはじめサー

クル・団体等が地域に根ざした特色ある活動を行ってきている。地域の伝統的文化について

持続的発展
施策区分

事業
主体

9 集落の整
備

(2)過疎
地域持
続的発
展特別
事業

集落整
備

地元

まちづくり協議会運営事業
【事業内容】
市内１８小学校区を単位として、公民館、ＰＴＡ、ＮＰＯなど地域内にある既存の組織が
互いに理解を深め、協力できる仕組みを作り、地域による地域振興事業等の実施を促す。
体制整備及び事業実施に対する補助。
【事業の必要性】
人口減少や高齢化が進み、地域コミュニティの停滞、個人の価値観ライフスタイルの多様
化に伴う住民のコミュニティの意識の希薄化が懸念される。今後、市民が主体となるまち
づくりの推進が必要である。
【見込まれる事業効果】
地域課題の解決や地域住民の交流の促進、福祉及び生活環境の向上、安全な生活の確保等
が図られる。
※基金積立による事業実施を含む。

事業名
（施設名）

事業内容
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は国指定重要無形民俗文化財の「壱岐神楽」や「郷ノ浦祇園山笠」などの保存会を中心に受

け継がれ、地域づくりに大きな役割を果たしてきているが、伝承していく後継者の不足が顕

在化している。地域への愛着や誇りを持ち、豊かで魅力あるまちづくりを推進するためにも

「壱岐ならでは」の文化を次世代に伝えていくことが重要であり、優れた芸術・文化・芸能

に触れる機会や活動の場を増やし、個性的な文化環境を創出することが必要である。また、

文化ホールは経年による老朽が目立ち、音響設備等の改修が必要であるが、事業費が多額と

なるため、その他の文化施設整備も含めた計画的な整備が必要である。 

 

（２）その対策 

○文化遺産の適正な保存及び保護に努め、市民共通の財産として未来に継承するため啓発活

動に取り組む。 

 

○歴史的文化遺産である原の辻遺跡を復元整備した「原の辻一支国王都復元公園」を体験型

の教育や観光の拠点施設として活用する。 

 

○芸術・文化団体等の活動と交流の場を提供し、市民がこれまで行ってきた文化活動等の見

直しや新たな発掘を行うことで、誰もが芸術・文化に触れる機会を創出し、心豊かな人が

育つまちづくりを進める。 

 

○文化施設の計画的な整備を実施し、施設の安全確保及び有効利用を図る。 

 

○一支国博物館や“電力の鬼”松永安左エ門記念館を核とする文化施設・設備の充実と積極

的な活用促進を図り、誘客等の観光振興に繋げる。 

 

○第一号に認定された「日本遺産『国境の島 壱岐・対馬・五島～古代からの架け橋～』」を

観光資源等として活用することにより、雇用の確保や人的交流の発展に繋げる。 

 

（３）事業計画（令和８年度～１２年度） 

 

持続的発展
施策区分

事業
主体

10 地域文
化の振興等

(1)地域
文化振
興施設
等

地域文
化振興
施設 一支国博物館大規模改修工事 市

文化財展示施設再編事業 （小金丸記念館、松永記念館等） 市

(2)過疎
地域持
続的発
展特別
事業

地域文
化振興

団体

優秀芸術等招聘・文化交流事業
【事業概要】壱岐市文化団体協議会が、文化事業を通じて国際交流・地域間交流事業等に
対して、事業費の一部を助成する。
【事業の必要性】離島である地理的不利条件のため、他地域との交流が少なく、交流機会
の増進に向けた取り組みが必要である。
【見込まれる事業効果】地域文化向上及び国際化・地域間交流等を推進し、豊かな人を育
むとともに交流人口の拡大をはかる。
※基金積立による事業実施を含む。

事業名
（施設名）

事業内容
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（４）公共施設等総合管理計画等との整合 

壱岐市公共施設等総合管理計画において、施設類型ごとに定めている数量、品質、コスト

に関する基本方針に基づき、整合性を図りながら、過疎対策に必要となる事業を適切に実施

する。 

 尚、今後公共施設等総合管理計画の改訂を行った場合は、改訂後の方針に沿うものとする。 

 

 

 

１２ 再生可能エネルギーの利用の促進 

 

（１）現況と問題点 

本市では、平成２１年に壱岐市地球温暖化対策実行計画を策定し、主に公共部門でのＣＯ

２排出抑制に努めてきた。また、地球温暖化防止対策協議会を設置し、省エネやＣＯ２排出

抑制についての市民への啓発活動も行ってきた。しかし、地球温暖化は、ますます深刻さを

増しており、世界規模での対応が必要となっている。本市としても、近年の危機的ともいえ

る状況に鑑み、令和元年９月に国内自治体で初となる「気候非常事態宣言」を発出し、2050

年までに地域の脱炭素化のための再生可能エネルギーの導入拡大、利用促進による島内完全

再エネ化について強い決意を示している。 

本市において、民間事業者により風力発電事業、民間事業者の大規模太陽光発電事業が運

営されるなど、再生可能エネルギー導入の取組はあるものの、本土との系統連系がない現状

においては、風力や太陽光など変動の大きい再生可能エネルギーの導入拡大について困難な

持続的発展
施策区分

事業
主体

10 地域文
化の振興等

(2)過疎
地域持
続的発
展特別
事業

地域文
化振興

団体

(3)その
他

地域文
化振興 重要文化財保存処理事業

（原の辻遺跡、双六古墳、笹塚古墳
出土品）

市

国指定史跡保存整備事業
（原の辻遺跡、勝本城跡、壱岐古墳
群）

市

指定、登録文化財等修繕 （文化財説明板等修繕および新設） 市

指定文化財保存整備費等補助金 事業者

市内遺跡発掘調査事業 市

壱岐島内出土品等再整理事業 市

壱岐遺産総合活用事業 （文化財保存活用地域計画策定） 市

歴史文化観光誘致加速化促進事業 （島外パネル展示・体験・講演） 市

一支国博物館活用推進事業（しまごとプロジェクト推進事業）
【事業内容】観光客等をおもてなしする人材の育成、教育機関と連携した子供達への郷土
の歴史・文化の継承、観光の仕組み・メニュー作り、活用、講演・講座、イベント、ガイ
ド育成、情報発信を実施する。
【事業の必要性】
交流人口拡大のため、観光客等の受入体制整備が必要である。
【見込まれる事業効果】交流人口の拡大による地域活性化
※基金積立による事業実施を含む。

事業名
（施設名）

事業内容
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状況が続いている。 

一方で、東日本大震災以降、再生可能エネルギーの活用拡大は、国のエネルギー施策にお

いても非常に重要な位置を占めており、令和２年１０月の国としての 2050 年カーボンニュ

ートラル宣言を踏まえて、第７次エネルギー基本計画においても、再生可能エネルギーの主

力電源としての最大限導入が目標とされているところである。 

また、近年の国際情勢を鑑みた場合、エネルギーの安全保障の観点からも、地産地消が可

能で脱炭素効果の高い再生可能エネルギーの最大限の活用が望まれる。 

本市でも、本土との系統連系がない状況下で、より一層の再生可能エネルギー導入拡大の

推進を図る必要がある。 

 さらに、再生可能エネルギーの活用促進を図ることで、脱炭素社会の実現はもとより、本

市における新たな産業の創出や、雇用の場の確保など、地域振興にもつながる事業展開を目

指すことも必要となる。 

 

（２）その対策 

○本土との系統連系がない状況下において、太陽光発電等の不安定な再生可能エネルギーを、

蓄電池や水素貯蔵などの蓄エネ技術と組み合わせて安定的に利活用する実証事業等に取り

組む。 

 

○再生可能エネルギーとして活用可能な地域資源等について、実現可能性の調査研究に取り

組むともに、周辺環境への影響等も配慮して、地産地消型の再生可能エネルギーの活用促

進を図る。 

 

○再生可能エネルギーの導入拡大及び活用促進に向けて、市民の理解を得るため、地球温暖

化による危機的な状況や再生可能エネルギーの必要性についての啓発活動を積極的に行い、

再生可能エネルギーの活用促進に向けた地域の合意形成に努める。 

 

○各庁舎や小中学校校舎等に太陽光発電システム等を導入し、CO2 排出抑制に取り組む。 

 

○民生部門の脱炭素化を推進するため、個人の住宅や民間事業者の事務所等への再生可能エ

ネルギー発電設備等の導入促進を図る。 

 

○再生可能エネルギーの蓄電設備としても活用が可能な電気自動車（EV）の導入促進を図る。 

 

 

 

 

 

 

 



67 

 

（３）事業計画（令和８年度～１２年度） 

 

（４）公共施設等総合管理計画等との整合 

壱岐市公共施設等総合管理計画において、施設類型ごとに定めている数量、品質、コスト

に関する基本方針に基づき、整合性を図りながら、過疎対策に必要となる事業を適切に実施

する。 

 尚、今後公共施設等総合管理計画の改訂を行った場合は、改訂後の方針に沿うものとする。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

持続的発展
施策区分

事業
主体

市

市

(2)過疎
地域持
続的発
展特別
事業

再生可
能エネ
ルギー
利用

市

市

市

市

RE水素システム実証研究事業
【事業概要】再エネと水素蓄エネを組み合わせたシステムを活用し、再エネ導入拡大に資
する実証研究を実施する。
【事業の必要性】季節的な再エネ需要の変動が大きい本市において、蓄エネの長期保存に
最適なグリーン水素を活用することで、再エネの効率的かつ安定的な利用が可能となる。
【見込まれる事業効果】再エネの効率的かつ安定的な利用による地域脱炭素化の実現に加
え、システムの副産物の酸素を適切な産業分野で活用することで、レジリエンス強化と経
済性向上が図られる。
※基金積立による事業実施を含む。

地域脱炭素に向けた重点対策加速化事業
【事業概要】個人住宅や民間の事業所への太陽光発電設備等の導入を支援する。
【事業の必要性】本市においてCO2排出量の多い民生部門の脱炭素化が必要である。
【見込まれる事業効果】民生部門の脱炭素化により、本市の脱炭素目標の達成に寄与す
る。
※基金積立による事業実施を含む。

電気自動車の導入促進事業
【事業概要】公用車や市民の所有する自動車について、電気自動車の導入促進を図る。
【事業の必要性】本市においてCO2排出量の多い運輸部門の脱炭素化が必要である。
【見込まれる事業効果】運輸部門の脱炭素に加え、蓄電設備として再エネ導入拡大に資す
る。
※基金積立による事業実施を含む。

11 再生可
能エネル
ギーの利用
の推進

(1)再生可能エネ
ルギー利用施設

公共施設太陽光発電設備等導入事業（PPAモデル含む）
市役所各庁舎ほか

各小中学校太陽光発電設備等導入事業（PPAモデル含む）
市内各小中学校

再生可能エネルギー導入可能性検討事業
【事業概要】島内において再エネ資源（洋上風力含む）となり得る地域資源の掘り起こし
とエネルギー利用の実現可能性を検討するとともに、利害関係者・市民等との合意形成を
図る。
【事業の必要性】本土との系統連系がなく、島内の系統も脆弱な本市において、再エネの
利用を促進するためには、様々な再エネ資源を組み合わせて安定電源化を図る必要があ
る。
【見込まれる事業効果】再エネの安定電源化によって再エネ導入を拡大し、地域脱炭素化
を実現するとともに、新たな産業創出にもつながる。
※基金積立による事業実施を含む。

事業名
（施設名）

事業内容
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事業計画（令和８年度～１２年度） 過疎地域持続的発展特別事業分【再掲】 

 

持続的発展
施策区分

事業
主体

備考（事業効果が将来持続的
　　　に及ぶ説明等）

１ 移住・
定住・地域
間交流の促
進、⼈材育
成

(4)過疎
地域持
続的発
展特別
事業

移住・
定住

市

人口減少に歯止めをかけ、地
域活性化に資するものであ
り、事業効果は将来に持続的
に及ぶものである。

市

未婚化及び晩婚化に歯止めを
かけ、人口増加や地域活性化
に資するものであり、事業効
果は将来に持続的に及ぶもの
である。

市

本事業により、転職をせずに
島内に住民票を有し、島外へ
の通勤が可能となる。よっ
て、定住人口の減少に歯止め
をかけることができる。将来
を見通した事業であり、一過
性の事業ではない。

市

人口減少に歯止めをかけ、地
域活性化に資するものであ
り、事業効果は将来に持続的
に及ぶものである。

人材育
成

市

学びを起点とした大学・企業
等との継続的な連携により、
若年層の関係人口の獲得と人
的資源の確保が図られ、地域
課題解決に向けた共創が定着
することで、地域の持続的発
展に資するものであり、事業
効果は将来にわたり持続的に
及ぶものである。

２ 産業の
振興

(10)過
疎地域
持続的
発展特
別事業

第１次
産業

農協

１戸当りの飼養頭数は増頭傾
向にあり、増頭を希望する農
家は増えつつあるものの、子
牛の高値傾向のため導入に多
額の費用が必要なため規模拡
大が困難なケースも見うけら
れる。産地間競争に耐えうる
子牛生産地を維持するため
に、増頭対策を行うことによ
り繁殖牛の減少に歯止めをか
ける。

地域肉用牛緊急増頭対策事業
【目的】繁殖雌牛の増頭を図る。
【事業内容】壱岐市農業振興対策事業費補助金（定額２万
円/頭）
【事業の必要性】家畜市場で購入・導入および自家保留に
より増頭される繁殖雌牛の導入経費を支援する。
【見込まれる事業効果】繁殖雌牛の頭数が確保され、壱岐
市場へ安定的に子牛が供給される。
※基金積立による事業実施を含む。

ふるさと就職支援事業
【事業内容】若者等の地元就職及び定着を促進するため、
事業主が若者等を雇い入れた場合の人材育成費用及び、市
内企業の雇用の促進を図るため、市内における就職者に対
し就職奨励金を交付する。
【事業の必要性】若者等の地元定着を促進する必要があ
る。
【見込まれる事業効果】雇用人材の確保やＵＩターン者の
創出により地域社会の維持に寄与する。
※基金積立による事業実施を含む。

壱岐みらいキャンパス構想推進事業
【事業内容】
大学・企業連携により「フューチャーリテラシー」を学ぶ
教育プログラムを開発し、高校生、大学生のフィールド
ワークや、企業等の人材育成研修、地域課題解決に資する
実証など、学びを切り口に交流を活性化することで、二地
域居住等の関係人口化を推進する。
【事業の必要性】
本市人口のくびれゾーン（19～35歳）の関係人口の獲得
により、人的資源を確保し、地域課題解決を促進すること
が、地域の持続可能性を高めるために必要なため。
【見込まれる事業効果】
「学び」を目的に、高校、大学、企業等のフィールドワー
ク、研修等による交流が活性化し、地域課題解決に資する
実証、社会実装に向けた共創が促進される。
※基金積立による事業実施を含む。

事業名
（施設名）

事業内容

移住・定住促進プロジェクト
【事業内容】移住希望者の相談体制をはじめ、住居環境の
整備、経済支援等により、移住希望者のニーズに沿う魅力
ある島づくりを目指す。併せて、都市圏に向けた情報発信
を強化する。
【事業の必要性】人口が年々減少し高齢化が急速に進んで
いる中で、地域の活力を維持向上させるため、移住定住を
促進する施策が必要である。
【見込まれる事業効果】移住定住の促進により、人口減少
抑制及び地域活性化に繋がる。
※基金積立による事業実施を含む。

壱岐市結婚支援事業
【事業内容】婚活イベントの実施、結婚新生活に対する経
済支援等により、若者の結婚を奨励する。また、若者出会
い応援事業によりインターネットマッチングサービスの登
録等への支援をすることで若年層の結婚を後押しする。
【事業の必要性】少子高齢化が急速に進む中、地域の活力
を維持向上させるため、嫁不足の解消及び若者の定住を促
進する施策が必要である。
【見込まれる事業効果】若者の定住を促進し、少子化対策
にも繋がる。
※基金積立による事業実施を含む。

島外通勤等交通費助成事業
【事業内容】定住人口の増加を推進するため、船舶及び飛
行機の利用による居住地から島外への通勤及び通学を支援
する。
【事業の必要性】１次産業の低迷等により島内での就業が
困難なことにより、転出者の多くは就業のための島外転出
であり、就業対策への取組が必要である。
【見込まれる事業効果】島内から島外への通勤を支援する
ことにより、就業のための転出をくい止め定住人口減少の
抑制に繋がる。
※基金積立による事業実施を含む。
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持続的発展
施策区分

事業
主体

備考（事業効果が将来持続的
　　　に及ぶ説明等）

２ 産業の
振興

(10)過
疎地域
持続的
発展特
別事業

第１次
産業

地元
（農家）

壱岐市場での肥育素牛導入に
対して定額補助を行うことで
壱岐牛の生産基盤の強化を図
り、畜産業の維持・発展が図
られる。

農協・
地元

環境にやさしい農業の実践に
より消費者ニーズの拡大、ブ
ランド価値向上、環境保全に
効果がある営農活動に対して
の支援によって、農業者の負
担が軽減されることにより産
地の維持・発展が図られる。

農協

優良な繁殖雌牛群への更新を
図り市場性の高い子牛を生産
するとともに、一定規模の年
間販売頭数を確保することに
よって市場性を有利にしてい
くことによって、子牛産地と
しての継続的な維持・発展が
図られる。

地元

水田経営計画に基づき、栽培
技術の向上や効率的な防除体
制・作付栽培体制の整備が図
られることによって、産地の
維持・発展が図られる。

地元

スマート農業機器の導入によ
り労力不足の解消及び作業の
効率化、省力化が図られ、担
い手の確保及び農業者の所得
向上が見込まれ、産地の維
持・発展につながる。

肉用牛活性化プロジェクト推進事業
【目的】肥育牛の増頭対策を支援する。
補助金額：２万円（市場導入）・1万円（自家保留）
【事業内容】壱岐家畜市場での購入子牛および自家産子牛
の肥育素牛導入経費に対し助成する。
【事業の必要性】全国的な繁殖雌牛の減少により子牛（肥
育素牛）の価格が高騰しており肥育経営を圧迫しているこ
とから、このままでは、肥育農家の経営基盤が弱体化し、
地域団体商標登録である『壱岐牛』の出荷が減少の一途を
たどることとなる。
【見込まれる事業効果】肥育農家の経営安定により、壱岐
牛ブランドの維持が図られる。
※基金積立による事業実施を含む。

環境保全型農業直接支払交付金事業
【目的】農業分野でも地球温暖化防止や生物多様性保全に
貢献するため、環境保全に効果が高い営農活動を支援す
る。
【事業内容】化学肥料・化学合成農薬を5割以上低減する
取組とあわせて行う環境保全効果の高い営農活動に対して
支援を行う。
【事業の必要性】環境保全型農業を広く普及・推進してい
くにあたり、農業者の負担軽減を図るため、支援を行う必
要がある。
【見込まれる事業効果】環境にやさしい農業の実践により
消費者ニーズの拡大、ブランド価値向上、環境保全に効果
がある営農活動にかかる農業者の負担軽減が図られる。
※基金積立による事業実施を含む。

長崎県家畜導入事業
【目的】繁殖雌牛の維持・増頭を図る。
【事業内容】繁殖牛導入実績により補助金を交付（市：１
頭当たり５万円）
【事業の必要性】家畜導入に対し補助することで、繁殖牛
の維持・増頭を図る。
【見込まれる事業効果】繁殖雌牛の頭数が確保され、壱岐
市場へ安定的に子牛が供給される。
※基金積立による事業実施を含む。

ながさき水田農業生産強化支援事業（ソフト分）
【目的】米・麦・大豆の生産拡大やスマート農業技術等の
導入による水田農業の所得最大化を図ることを目的とす
る。
【事業内容】JA・生産部会・集落営農組織等が策定する
「水田経営計画」策定のために必要な取組を支援する。
・無人ヘリオペレーター等研修、栽培技術マニュアル作
成、研修会開催等への支援
【事業の必要性】水田農業所得向上のため、水稲の高温耐
性品種作付拡大や麦・大豆の生産性向上など産地強化が必
要である。
【見込まれる事業効果】水田経営計画に基づき、栽培技術
の向上や効率的な防除体制・作付栽培体制の整備が図られ
る。
※基金積立による事業実施を含む。

スマート農業推進促進事業
【目的】農業者の高齢化や後継者不足による労力不足を解
決するため、スマート農業を取り入れ、担い手不足に歯止
めをかけることを目的とする。
【事業内容】スマート機器導入費用の1/4を支援する。
（予算の範囲内）
【事業の必要性】人材不足と高齢化が進む中、スマート農
業機器の導入費必要不可欠である。
【見込まれる事業効果】作業の効率化、省力化、低コスト
化が図られ農業者の所得向上が見込まれる。
※基金積立による事業実施を含む。

事業名
（施設名）

事業内容
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持続的発展
施策区分

事業
主体

備考（事業効果が将来持続的
　　　に及ぶ説明等）

２ 産業の
振興

(10)過
疎地域
持続的
発展特
別事業

第１次
産業

地元
（農家）

担い手を確保することによ
り、地域の農業が守られると
ともに農地保全につながる。

農協・
地元

輸送費が低減化されることに
より農家所得が向上され、経
営基盤の強化や生産規模の拡
大につながる。

市

謝礼金の支出により、農事連
絡の円滑な実施が見込まれ適
正かつ継続的な事業実施（転
作確認）が図られる。

市

松くい虫防除を適期に実施す
ることにより松枯れを防止
し、飛砂防備、潮害防備等の
国土保全に資する。

市

森林保全造林事業の実施によ
り、流域の保全を図る水源か
ん養、土砂流出防備、土砂崩
壊防備等、多面的機能の増進
が期待できる。

地元

沿岸海域水産資源の維持増大
及び漁業生産の向上と持続的
な漁家経営の安定のために
は、計画的・継続的な種苗放
流を行う必要がある。

実行組合長事業促進費
【目的】
【事業内容】農事連絡謝礼金として各実行組合長に報償費
（平等割+戸数割）を支払う。
【事業の必要性】実行組合長の事業推進
【見込まれる事業効果】謝礼金の支出により、農事連絡の
円滑な実施が見込まれ適正な事業（転作確認）が図られ
る。
※基金積立による事業実施を含む。

森林病害虫等防除事業
【目的】松くい虫防除
【事業内容】森林病害虫等防除損失補償金　県標準単価
100%
【事業の必要性】松くい虫防除を実施する。また、薬剤の
樹幹注入（市単独事業）による松くい虫被害の予防を実施
する。
【見込まれる事業効果】松くい虫防除を適期に実施するこ
とにより松枯れを防止し、飛砂防備、潮害防備等の国土保
全に資する。
※基金積立による事業実施を含む。

森林保全造林事業
【目的】松林の緊急保護により森林の有する公益的機能の
回復を図る。
【事業内容】造林事業費補助金　補助率　70%
【事業の必要性】造林事業を推進し健全な森林資源の造成
を行い水源かん養機能、山地災害防止機能の維持増進を図
る。
【見込まれる事業効果】森林保全造林事業の実施により、
流域の保全を図る水源かん養、土砂流出防備、土砂崩壊防
備等、多面的機能の増進が期待できる。
※基金積立による事業実施を含む。

壱岐地域栽培漁業推進協議会負担金
【事業内容】壱岐地域栽培漁業推進協議会が実施する事業
費の1/2を市が負担し、壱岐市・漁協・漁業者が一体とな
り、沿岸海域の水産資源の維持増大を図るため、クエ等の
種苗を購入し、沿岸海域へ放流する。また、壱岐栽培セン
ター職員を雇用し放流用種苗の生産を支える。
【事業の必要性】沿岸漁業振興のためには、沿岸海域の水
産資源の維持増大を図り、漁業生産の向上と漁家経営の安
定を図るためには継続して実施する必要があると考えられ
る。
【見込まれる事業効果】壱岐地域栽培漁業推進協議会が実
施する種苗放流事業等により、沿岸海域の水産資源の維持
増大が図られ、漁業生産の向上と漁家経営の安定に繋が
る。
※基金積立による事業実施を含む。

壱岐市新規就農者支援事業
【目的】担い手の育成・確保を図る。
【事業内容】就農計画の認定を受けた農家子弟である後継
者及び新規就農者の施設整備・機械導入などの初期投資に
対して、事業費最大200万円×1/2補助（最大100万
円）
【事業の必要性】農業の担い手を確保するため、経営が不
安定な就農直後に資金を交付し、担い手の定着を図る必要
がある。
【見込まれる事業効果】担い手を確保することで、壱岐の
農業が守られ、更には農地保全につながる。
※基金積立による事業実施を含む。

離島輸送コスト支援事業
【目的】生産者の生産意欲の向上を図る。
【事業内容】農畜産物の海上輸送費支援
【事業の必要性】輸送費の支援による出荷コストの低減分
を行い、より安全で高品質な生産拡大へと繋げる。
【見込まれる事業効果】輸送費が低減化されることによ
り、農家所得が向上され、経営基盤の強化や生産規模の拡
大につながる。
※基金積立による事業実施を含む。

事業名
（施設名）

事業内容
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持続的発展
施策区分

事業
主体

備考（事業効果が将来持続的
　　　に及ぶ説明等）

２ 産業の
振興

(10)過
疎地域
持続的
発展特
別事業

第１次
産業

市・
漁協・
漁業者

持続的な漁業生産と漁村活力
の維持を図るためには新規就
業者の確保が重要である。

漁協・
地元

出荷コストを低減すること
で、漁業者の生産意欲の拡大
が図られ、漁村活力の維持・
持続的な漁家経営に繋げられ
る。

漁協

密漁・違反操業を防ぐこと
で、資源管理に取り組む漁業
者の持続的で安定した漁獲量
の確保に繋げられる。

漁協

資源管理型漁業を推進するこ
とで、今後の持続的な漁家経
営に繋げられる。

漁協

採算性が悪化している市内の
沿岸漁業、漁家経営の安定を
図ることは、持続的な漁家経
営に繋げられる。

漁協

採算性が悪化している市内の
沿岸漁業、漁家経営の安定を
図ることは、持続的な漁家経
営に繋げられる。

漁協

漁業者の生活安定に繋がり、
漁村の維持が図られる。

漁業就業者確保育成総合事業
【事業内容】漁業就業者確保のため、漁業体験研修や新規
就業者に対する技術習得支援、生活支援等を実施する。
【事業の必要性】基幹産業である漁業は、後継者不足によ
る就業者の減少や高齢化が進み、持続的な漁業生産と漁村
活力の維持を図るためには新規就業者の確保が重要であ
り、その対策が必要である。
【見込まれる事業効果】漁業新規就業者の定着を促進し、
漁村活力の向上が図られる。
※基金積立による事業実施を含む。

離島輸送コスト支援事業
【事業内容】水産物の海上輸送費支援
【事業の必要性】輸送費の支援による出荷コストの低減分
を行い、より安全で高品質な生産拡大へと繋げる。
【見込まれる事業効果】生産者の生産意欲向上が図られ
る。
※基金積立による事業実施を含む。

漁場監視活動事業
【事業内容】漁協自警船による漁場監視活動の人件費等に
対し補助する。
【事業の必要性】対馬海峡に面する壱岐市近海は、好漁場
として古くから一本釣漁業が盛んに行われているが、まき
網・底びき網等の違反操業から漁場を守る必要がある。
【見込まれる事業効果】漁場保全による漁業活性化が図ら
れる。
※基金積立による事業実施を含む。

水産資源調査事業
【事業内容】藻場形成事業実施漁場及びその周辺沿岸域に
おける、アワビ資源調査等の事業効果調査を実施する。
【事業の必要性】海水温上昇による漁場環境変化や操業競
合の激化等により、漁業資源が減少しており資源管理型漁
業の推進が必要である。
【見込まれる事業効果】今後の資源管理型漁業施策に活用
することで、さらなる漁業活性化が図られる。
※基金積立による事業実施を含む。

漁業用燃油対策事業
【事業内容】市内漁業協同組合の正組合員が使用する漁業
用燃油の購入に対し、１リットルあたり１０円の補助を行
う。
【事業の必要性】燃油価格の上昇等に伴い採算性が悪化し
ている市内の沿岸漁業、漁家経営の安定を図る。
【見込まれる事業効果】漁家経営の安定と水産物の安定供
給の維持及び確保に繋がる。
※基金積立による事業実施を含む。

漁業生産緊急支援事業
【事業内容】市内漁業協同組合の正組合員が使用する魚箱
（発泡スチロール箱・木箱等）の購入に対し、購入額の
10％の補助を行う。
【事業の必要性】魚箱（発泡スチロール箱・木箱等）の価
格上昇等に伴い採算性が悪化している市内の沿岸漁業、漁
家経営の安定を図る。
【見込まれる事業効果】漁家経営の安定と水産物の安定供
給の維持及び確保に繋がる。
※基金積立による事業実施を含む。

漁獲安定共済事業
【事業内容】漁獲共済の自己負担額のうち、５％を補助す
る。
【事業の必要性】水産業は自然等の環境を受けやすく、水
揚量の上下は避けがたいため、不漁の際の保証である漁獲
共済については漁業者の生活安定に重要な役割を果たして
いる。
【見込まれる事業効果】漁業者の生活安定に繋がり、漁村
の維持が図られる。
※基金積立による事業実施を含む。

事業名
（施設名）

事業内容
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第１次
産業

信漁連・
漁協

漁業者へ各金融制度を利用し
やすく、機器整備を躊躇なく
実施することが漁業者の生活
安定に繋がり、漁村の維持が
図られる。

漁協

漁業者の生活安定に繋がり、
漁村の維持が図られる。

団体

漁業者等が行う多面的機能の
効果的・効率的な発揮に資す
る地域の取組を支援すること
により、水産業の再生・漁村
の活性化が図られ、持続的な
漁村の維持に繋がる

団体・
漁業者

販売・生産面で不利な条件に
ある離島地域において、漁業
集落の問題を自律的かつ継続
的に解決を図ることは、漁業
集落の維持・発展には必要不
可欠である

団体

磯焼けの解消は、採介藻漁業
者・沿岸漁業者の所得向上・
担い手不足の解消に繋がり、
継続した漁村の維持が期待で
きる。

漁業近代化資金等利子補給事業
【事業内容】漁業近代化利子補給事業・沿岸漁業等振興資
金利子補給事業・漁協プロパー利子補給事業・水産業振興
資金利子補給事業・漁業経営維持安定資金利子補給事業の
５事業に対して、支払利子の1.5％分以内を助成する（た
だし、個人負担は0.3％分以上）。
【事業の必要性】漁船等の高額な設備投資や不漁による収
入源等、経営面で不安定になる事は避けがたいところであ
り、多くの場合長崎信漁連の金融制度を利用しているが、
その際に発生する利子は漁業経営を圧迫し、制度の利用を
躊躇する理由になっている。
【見込まれる事業効果】各種の金融制度を利用しやすくす
る事で、漁家経営の安定化が図られる。
※基金積立による事業実施を含む。

漁船損害補償事業
【事業内容】漁船保険の掛金について、本人負担額の5％
を補助する。
【事業の必要性】漁業を安心して営むため、漁船保険は必
要なものであるが、その掛金は漁家経営を圧迫している。
【見込まれる事業効果】漁業者の生活が安定することで、
漁村の維持が図られる。
※基金積立による事業実施を含む。

水産多面的機能発揮対策支援事業
【事業内容】①生態系の維持、環境保全又は国民が自由に
使用することが出来る藻類・魚介類の放流を行う。
②藻場の保全活動
③水域の監視
④海の監視ネットワーク強化
⑤海難救助訓練
【事業の必要性】漁業者の高齢化、漁村人口の減少等によ
り水産業及び漁村が関わる問題が深刻化している。安全で
新鮮な水産物を安定的に提供する役割に加え、国境監視、
海難救助訓練により国民の生命・財産を守るなど、市民に
幅広く便益をもたらすため、地域の漁業者、住民による活
動を推進する必要がある。
【見込まれる事業効果】漁業者等が行う多面的機能の効果
的・効率的な発揮に資する地域の取組を支援することによ
り、水産業の再生・漁村の活性化が図られる。
※基金積立による事業実施を含む。

離島漁業再生支援交付金
【事業内容】漁業再生につながるような取組を行う漁業集
落に対し交付金を交付する。
①漁場の生産力の向上と利用に関する集落の会議を実施す
る。
②漁場の生産力向上に関する取り組みを実施する。
③集落の創意工夫を活かした新たな取組みを実施する。

雇用を創出するための取組を行う被支援者に交付対象とな
る経費の一部（3/4）を支援する。（上限9,000千円/
年）
【事業の必要性】販売・生産面で不利な条件にある離島地
域において、漁業再生活動の自立的かつ継続的な実施のた
めには、必要不可欠な事業である。
【見込まれる事業効果】生産性の向上、付加価値の向上等
により漁業収益を向上させ漁業再生活動の自立かつ継続的
な実施が可能となり、漁業集落の活性化が図られる。雇用
機会の拡充により国境離島地域の漁業集落の維持・発展が
図られる。
※基金積立による事業実施を含む。

壱岐市磯焼け対策協議会負担金
【事業内容】壱岐市磯焼け対策推進計画に基づく磯焼け対
策推進体制の一元化を行い、各漁協、県、市が一体とな
り、磯焼け対策を推進するため、壱岐市磯焼け対策協議会
を設立し、各種磯焼け対策事業を行う。
【事業の必要性】磯焼けを解消し、採介藻漁業者・沿岸漁
業者の所得向上・担い手不足の解消に繋げる
【見込まれる事業効果】各種磯焼け対策事業を行う事で、
藻場の早期回復が図られる。
※基金積立による事業実施を含む。

事業名
（施設名）

事業内容
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持続的発展
施策区分

事業
主体

備考（事業効果が将来持続的
　　　に及ぶ説明等）

２ 産業の
振興

(10)過
疎地域
持続的
発展特
別事業

商工
業・６
次産業
化

民間

海上輸送経費の一部を支援す
ることで事業者の負担が軽減
され、新たな設備投資や雇用
の拡充等により、地場産業の
活性化及び定住促進が見込ま
れ、その事業効果は将来に持
続的に及ぶものである。

民間

産地形成がなされた壱岐焼酎
の販路拡大支援により、ブラ
ンド力やその高付加価値化に
期待でき、その事業効果は将
来に持続的に及ぶものであ
る。

民間

地域商社の活動により、しま
の事業者の生産拡大や加工品
など新たな商品開発につな
げ、事業拡大と雇用の場の創
出に波及させ、しまの経済の
好循環を生み出し、人口減少
の抑制と地域社会の維持が図
られ、その事業効果は将来に
持続的に及ぶものである。

市

壱岐産品の知名度アップと消
費及び販路の拡大、さらには
移住を含む誘客促進につなが
り、その事業効果は将来に持
続的に及ぶものである。

市

壱岐産品のブランド化の一つ
の方向として海外展開を行な
うことにより、壱岐市のＰＲ
はもとより、壱岐産品の消費
と販路及びインバウンドの拡
大に繋がり、その事業効果は
将来に持続的に及ぶものであ
る。

民間

本事業は、市民と観光客等の
ふれあいの場の創出、交流人
口の拡大、豊かなまちづく
り・故郷愛への貢献を通じ
て、壱岐市の発展へ寄与する
ものである。

壱岐産品海外輸出支援事業
【事業内容】壱岐産品の製造及び取扱い事業者に対して、
海外輸出に関するセミナーや海外商談会出展等を通じ、海
外販路の開拓を支援する。
【事業の必要性】壱岐市には魅力的な産品があるものの、
国内においては人口減少・少子高齢化により急速な市場減
少は避けられず、新市場＝海外販路開拓の選択肢も必要で
ある。
【見込まれる事業効果】壱岐産品のブランド化の一つの方
向として海外展開を行なうことにより、壱岐市のＰＲはも
とより、壱岐産品の消費と販路及びインバウンドの拡大に
繋がる。
※基金積立による事業実施を含む。

地域イベント開催助成事業
【事業内容】地域の消費喚起及び地域経済活性化を目的と
し、地域団体が開催するイベント経費に対する補助。
【事業の必要性】地元商工業の販売額減少等による地域活
力の低下対策とし、消費者の消費意欲の増進と市内中・小
規模事業者支援を目的とする事業を行うことにより、地域
の活性化を図る対策が必要である。
【見込まれる事業効果】物価高の影響で実質購買力の低下
により低迷している地元消費の喚起を促し地域経済が活性
化することが見込まれる。
※基金積立による事業実施を含む。

壱岐市戦略産品輸送経費支援事業
【事業内容】製品の移出及び原材料の移入に係る海上輸送
経費の一部を支援することで、事業者の負担を軽減させ、
新たな設備投資や雇用の拡充等につなげ、地場産業の活性
化及び定住促進を図る。
【事業の必要性】壱岐は離島であるがゆえに本土と比較す
ると、製品の移出及び原材料の移入に係るコストが高く、
経営圧迫の大きな要因となっているため、輸送経費に対す
る支援が強く求められている。
【見込まれる事業効果】海上輸送経費の一部を支援するこ
とで事業者の負担が軽減され、新たな設備投資や雇用の拡
充等により、地場産業の活性化及び定住促進を図る。
※基金積立による事業実施を含む。

壱岐焼酎知名度アップ事業
【事業内容】テレビのスポットＣＭの放映、フリーペー
パーへの掲載、博多駅の人気居酒屋とのタイアップイベン
トの開催等で、福岡都市圏の在住者及び旅行者等に対して
壱岐焼酎を広くＰＲし、壱岐焼酎の知名度アップと消費拡
大を図る。
【事業の必要性】地域産業を支える壱岐焼酎の産地振興を
図る必要がある。
【見込まれる事業効果】産地形成がなされた壱岐焼酎の販
路拡大支援により、ブランド力やその高付加価値化に期待
できる。
※基金積立による事業実施を含む。

壱岐市地域商社事業
【事業内容】しまの地域商社を設立し、しまの商品の販路
開拓等を行い、しまの活性化に寄与する。
【事業の必要性】壱岐の優れた農林水産品等について、県
と一体となって首都圏等で新たな市場や販路を開拓し、生
産者の所得向上や雇用の促進を図る必要がある。
【見込まれる事業効果】地域商社の活動により、しまの事
業者の生産拡大や加工品など新たな商品開発につなげ、事
業拡大と雇用の場の創出に波及させ、しまの経済の好循環
を生み出し、人口減少の抑制と地域社会の維持を図ってい
く。
※基金積立による事業実施を含む。

物産販路拡大対策事業
【事業内容】大都市圏である東京・大阪において物産展を
開催し、壱岐市物産品はもとより観光及びふるさと納税も
含めた壱岐市のPR行う。
【事業の必要性】壱岐ブランドの販路拡大と知名度アッ
プ、誘客の推進、ふるさと納税獲得のため、首都圏等での
物産展開催は必要である。
【見込まれる事業効果】壱岐産品の知名度アップと消費及
び販路の拡大、さらには移住を含む誘客促進、ふるさと納
税の獲得につながる。
※基金積立による事業実施を含む。

事業名
（施設名）

事業内容
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持続的発展
施策区分

事業
主体

備考（事業効果が将来持続的
　　　に及ぶ説明等）

２ 産業の
振興

(10)過
疎地域
持続的
発展特
別事業

商工
業・６
次産業
化

民間

地域社会の維持に欠かせない
雇用創出効果が見込まれ、そ
の事業効果は将来に持続的に
及ぶものである。

団体

商店街のにぎわいと、地域の
特性を活かし快適で魅力的か
つ人に優しい空間づくりが創
出され、その事業効果は将来
に持続的に及ぶものである。

市

地域資源を有効に活用する販
売戦略や新商品開発などによ
り、地域内創業が実現し、そ
の事業効果は将来に持続的に
及ぶものである。

２ 産業の
振興

(10)過
疎地域
持続的
発展特
別事業

観光

市
団体
民間

国内人口が減少して行く中、
外国人観光客をターゲットと
した誘客施策は必須である。
また、海外だけでなく国内在
留外国人をターゲットとした
施策を展開していくことで、
離島というハンデを補うこと
もできる。

市

良好な維持管理をすることは
観光地域の活性化に繋がる。

市

補助金を活用してもらうこと
で宿泊業者の誘致活動の促
進・もてなしの心の醸成に繋
がり、リピーターの獲得（持
続的発展）につながる。

市

補助金を活用してもらうこと
で宿泊業者の誘致活動の促
進・もてなしの心の醸成に繋
がり、リピーターの獲得（持
続的発展）につながる。

観光施設管理事業
【事業内容】観光客に対する観光施設の健全なサービスの
提供。（観光地トイレの水洗化・洋式化、観光案内板整備
及び修繕、重機購入、公園遊具の改修　等）
【事業の必要性】
良好な維持管理をすることは観光地域を活性化に繋がる。
【見込まれる事業効果】
交流人口拡大、観光客の満足度向上
※基金積立による事業実施を含む。

壱岐行き教育旅行手荷物配送支援事業補助金
【事業内容】
手荷物配送に要する経費を助成（離島のため乗換での手荷
物へのハンデを軽減し教育旅行を誘致）
【事業の必要性】
来島実績の多い関西圏を中心に来島校を維持・増加させる
ためにも、移動時の負担を減らせる手荷物配送支援の補助
金は必要。
【見込まれる事業効果】教育旅行の促進、将来的なリピー
ター確保
※基金積立による事業実施を含む。

壱岐行き教育旅行推進事業
【事業内容】修学旅行で壱岐市に訪れる生徒の人数及び行
程内容に応じて補助
【事業の必要性】
教育旅行は多くの業種に対しての経済波及効果がある重要
な事業であるため、今後も積極的な誘致のためにも当補助
金は必要。
【見込まれる事業効果】教育旅行の促進、将来的なリピー
ター確保
※基金積立による事業実施を含む。

雇用機会拡充事業
【事業の目的】新たな雇用を生む創業・事業拡大を行なう
民間事業者に対して、設備投資資金や人件費、広告宣伝費
などの運転資金を補助する。
【事業の必要性】島内における持続的な居住が可能とする
ため、その環境の整備と雇用の創出が必要である。
【見込まれる事業効果】地域社会の維持に欠かせない雇用
創出効果が見込まれる。
※基金積立による事業実施を含む。

壱岐市商店街にぎわい整備事業費補助金
【事業内容】商店街において行う共同施設整備事業(環境整
備事業、情報化推進事業及び特認事業)への助成。
【事業の必要性】にぎわいのある街づくりを創出するため
の環境改善が必要な商店街がある。
【見込まれる事業効果】商店街のにぎわいと、地域の特性
を活かし快適で魅力的かつ人に優しい空間づくりを創出す
る。
※基金積立による事業実施を含む。

壱岐市特定創業支援事業
【事業内容】経営、財務、人材育成、販路開拓など創業に
関する基礎知識の習得に関するセミナーの開催。
【事業の必要性】地域資源等を活かした創業希望者の掘り
起こしが必要である。
【見込まれる事業効果】地域資源を有効に活用する販売戦
略や新商品開発などにより、地域内創業が実現する。
※基金積立による事業実施を含む。

インバウンド推進事業
【事業内容】海外に向けたプロモーション、旅行商品造
成、ニーズに訴求するコンテンツ作り等に取り組むととも
に、外国人観光客に対する受入環境整備の強化。
【事業の必要性】
日本の人口減少に伴い、国内観光客の誘客が厳しくなって
いる中、外国人観光客の誘客は必須となっている。
【見込まれる事業効果】本市に訪れる外国人観光客の増
加、滞在日数の増加、観光消費額の増加
※基金積立による事業実施を含む。

事業名
（施設名）

事業内容
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持続的発展
施策区分

事業
主体

備考（事業効果が将来持続的
　　　に及ぶ説明等）

２ 産業の
振興

(10)過
疎地域
持続的
発展特
別事業

観光

団体

壱岐市唯一の観光専門機関で
あり、他機関や海外との繋が
りを活かした誘客施策を展開
ができるのは壱岐市観光連盟
だけである。今後も市と連盟
の連携施策を展開していく必
要がある。

市
団体
民間

滞在時間の延長は、観光消費
額の増加に繋がる。人口減少
に伴い観光客数の減少が危ぶ
まれるなか、いかに質、満足
度の高いコンテンツを提供で
きるかが課題となっており、
当事業を通して課題解決に繋
がっている。

市
団体
民間

旅行会社へ支援することでバ
ス運賃等の価格高騰を緩和し
本市への観光客誘致へ繋がる
ため将来持続的に事業効果は
及ぶものである。

団体

大会開催に伴う島外参加者誘
客による宿泊業者の誘致活動
の促進・もてなしの心の醸成
に繋がり、リピーターの獲得
（持続的発展）につながる。

団体

大会開催に伴う島外参加者誘
客による宿泊業者の誘致活動
の促進・もてなしの心の醸成
に繋がり、リピーターの獲得
（持続的発展）につながる。

団体

大会開催に伴う島外参加者誘
客による宿泊業者の誘致活動
の促進・もてなしの心の醸成
に繋がり、リピーターの獲得
（持続的発展）につながる。

壱岐市観光連盟運営費補助金
【事業内容】本市の観光専門機関として、各種観光関連団
体等と連携し国内外からの誘客施策を実施。
当補助金は、壱岐市観光連盟の全体運営費の一部に充てて
いる。
【事業の必要性】
本市において唯一の観光専門機関であり、本市と共に本市
全域の観光振興に取り組んでいることから、当機関の存在
は必須であり、運営への支援は必要である。
【見込まれる事業効果】観光交流人口拡大による地域経済
の発展、地域活性化など
※基金積立による事業実施を含む。

滞在型観光促進事業（有人国境離島交付金）
【事業内容】旅行者に「もう１泊」してもらうため、地域
の特色を活かした朝・夜型を含む体験プログラムなどを開
発し、国内外の旅行会社と連携し、旅行商品の販売・促進
につなげる。また、メディアやイベントを通じて壱岐の魅
力のＰＲを実施する。さらに、タイムリーな情報提供を観
光客や旅行会社等に届けるため、パンフレット等を作成す
る。
【事業の必要性】壱岐の独自性のある滞在時間を延ばす効
果のある着地型観光サービスの開発や磨き上げに取り組む
必要がある。
【見込まれる事業効果】滞在時間の増加、観光消費額の増
加
※基金積立による事業実施を含む。

観光需要喚起対策事業
【事業内容】対馬市と官民連携。誘客促進に向けた戦略
的・効果的な営業及び旅行会社支援、情報発信を実施。
【事業の必要性】燃油価格等の物価高騰や貸切バス新運賃
制度による値上げなどに対して、ツアー催行が難しい状況
にある。
【見込まれる事業効果】国内外からの交流人口拡大、島全
体の経済活性化
※基金積立による事業実施を含む。

神々の島壱岐ウルトラマラソン
【事業内容】島内一周のマラソンコース（100km、
50km）を設け、ランナーが壱岐の魅力を感じながら走る
ことができるよう、市民ボランティア等と体力向上、健康
増進に繋げる。
【事業の必要性】R８年度で第９回を迎え、本市の地域活
性化に寄与する大会である。
【見込まれる事業効果】
交流人口の拡大、地域振興、観光客数増加、観光消費額増
加など
※基金積立による事業実施を含む。

壱岐市イベント振興事業（壱岐サイクルフェスティバル）
【事業内容】サイクルフェスティバルを実施する実行委員
会の大会運営費等に補助金を交付する。
【事業の必要性】サイクルフェスティバルは費用対効果が
高いイベントであり、今後も本市の活性化にとって必要な
ものと考える。
【見込まれる事業効果】交流人口の拡大、観光消費額増加
※基金積立による事業実施を含む。

壱岐市イベント振興事業（壱岐の島新春マラソン大会）
【事業内容】新春マラソン大会を実施する実行委員会の大
会運営費等に補助金を交付する。
【事業の必要性】市内外から多くの参加が期待できるイベ
ント、今後も本市の活性化にとって必要なものと考える。
【見込まれる事業効果】
交流人口の拡大、観光消費額増加
※基金積立による事業実施を含む。

事業名
（施設名）

事業内容
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持続的発展
施策区分

事業
主体

備考（事業効果が将来持続的
　　　に及ぶ説明等）

２ 産業の
振興

(10)過
疎地域
持続的
発展特
別事業

観光

市

市内のスポーツ振興はもとよ
り、大会開催に伴う島外参加
者誘客による宿泊業者の誘致
活動の促進・もてなしの心の
醸成に繋がり、リピーターの
獲得（持続的発展）につなが
る。

市

補助金を活用してもらうこと
で宿泊業者の誘致活動の促
進・もてなしの心の醸成に繋
がり、リピーターの獲得（持
続的発展）につながる。

市

交流人口の拡大、宿泊客の増
加、また、プロチームを誘致
することによって、子どもた
ちの競技力向上に寄与するも
のであり、その事業効果は将
来に持続的に及ぶものであ
る。

企業誘
致

民間

雇用機会の拡大と地域経済の
活性化、若者等の定着により
人口減少の低減に寄与するも
のであり、その事業効果は将
来に持続的に及ぶものであ
る。

３ 地域に
おける情報
化

(2)過疎
地域持
続的発
展特別
事業

情報化

デジタ
ル技術
活用

市

自治体の情報化は民間に比べ
取り組みが遅れており、今後
の住民サービスへの利便性向
上は継続していく必要があ
る。国は２０４０問題に対応
するため新たなデジタル改革
を進めており、自治体もデジ
タル化に向けて行政改革を継
続していく必要がある。

壱岐市スポーツ大会等開催助成事業
【事業内容】市内へ宿泊を伴うスポーツ大会を誘致し、大
会を主催する市内団体に対して補助金を交付
【事業の必要性】
本市にとってスポーツ合宿は観光振興に寄与しており、市
内の宿も影響を受けている。
【見込まれる事業効果】交流人口の拡大、宿泊施設の経営
維持、市内経済の活性化
※基金積立による事業実施を含む。

壱岐市島外スポーツ団体等誘致促進助成事業
【事業内容】合宿等スポーツ活動で市内宿泊施設に宿泊す
る島外スポーツ団体に対する助成、指定施設の施設使用料
を減免する。
【事業の必要性】交流人口及び宿泊客の減少への対策が必
要である。
【見込まれる事業効果】交流人口の拡大、宿泊客増加、観
光消費額増加
※基金積立による事業実施を含む。

壱岐市スポーツ合宿誘致支援事業
【事業内容】スポーツ合宿を連続して実施するプロのチー
ム及び団体等に対して、補助金を交付する。
【事業の必要性】スポーツ合宿の定着化に向けての対策が
必要。
【見込まれる事業効果】交流人口の拡大、宿泊客の増加、
また、プロチームを誘致することで、子どもたちの競技力
向上が見込まれる。
※基金積立による事業実施を含む。

壱岐市企業立地促進事業補助金
【事業内容】雇用機会の増大と地域経済の活性化を図るた
め、市内に事業所を新設又は増設して事業を行う企業に対
し、その設備等に対し補助を行う。
【事業の必要性】新規雇用を含む事業計画に基づく設備投
資等への助成。
【見込まれる事業効果】雇用機会の拡大と地域経済の活性
化、若者等の定着により人口減少の低減に寄与する。
※基金積立による事業実施を含む。

地域DX推進事業
【事業内容】マイナンバーカードを用いた行政手続きのオ
ンライン化や「書かない窓口」の導入、生成AI等のデジタ
ル技術を活用した内部事務の見直し、デジタル技術を活用
して地域課題を解決する「地域社会DX」の取組を一体的
に実施。
【事業の必要性】持続可能な行政サービスを提供するため
には、デジタル技術を前提とした業務プロセスの再構築
（BPR）が必要不可欠となっている。また、基幹系システ
ム標準化移行後の新たな行政基盤において、クラウドやAI
等のデジタル技術を有効活用し、更なる業務効率化と住民
サービスの質の向上を図る必要がある。
【見込まれる事業効果】「行かない市役所（オンライン申
請）」や「書かない窓口」の実現により市民の利便性が飛
躍的に向上するとともに、業務自動化等により創出された
職員の人的資源を、相談業務や企画立案等のコア業務へシ
フトさせることで、効率的で質の高い行政運営と市民の
「幸せ実感」の向上が図られる。
※基金積立による事業実施を含む。

事業名
（施設名）

事業内容
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持続的発展
施策区分

事業
主体

備考（事業効果が将来持続的
　　　に及ぶ説明等）

４ 交通施
設の整備、
交通手段の
確保

(9)過疎
地域持
続的発
展特別
事業

公共交
通

市

区域内の住民の利便性が向上
するとともに、地域住民主体
の運行を行うことで、地域内
の自助・共助の醸成につなが
り、持続的な移動手段の確保
が図られる。

市

三島住民にとって利便性のあ
る安全で安心な交通体系を確
保することに加えて、本市の
中核病院である壱岐病院とし
ても、患者数の増加及び医業
収益の向上による経営状況の
安定にも繋がり、離島医療の
確保が図られる。

６ 子育て
環境の確
保、高齢者
等の保健及
び福祉の向
上及び増進

(8)過疎
地域持
続的発
展特別
事業

児童福
祉

市

出生率の減少を抑制するため
に、多子出産を奨励すること
は当市の持続的な人口活性化
のための効果的施策である。

市

若い子育て家庭の経済的な負
担を軽減し、子育てしやすい
環境を整備することで、若者
の定住化を図る。

市

若い子育て家庭の経済的な負
担を軽減し、子育てしやすい
環境を整備することで、若者
の定住化を図る。

市

幼児教育アドバイザーを配置
し、幼児教育・保育施設に対
して助言・支援機能を充実さ
せることで、継続的に幼児教
育・保育の質の向上を図る。

６ 子育て
環境の確
保、高齢者
等の保健及
び福祉の向
上及び増進

(8)過疎
地域持
続的発
展特別
事業

児童福
祉

市

接種費用の一部助成をするこ
とで、若い子育て家庭の経済
的な負担を軽減し、子育てし
やすい環境を整備すること
で、若者の定住化を図り、人
口の増加につなげることがで
きる。また、接種しやすい環
境を整えることで、感染症の
拡大や次世代に重い症状がで
る感染症の予防にも期待がで
きる。

児童・乳幼児予防接種事業
【事業内容】子育て家庭の経済負担軽減のため、高校生年
齢相当までの児童・乳幼児のインフルエンザ予防接種費用
を助成する。
【事業の必要性】インフルエンザの予防接種について、重
症化しやすい乳幼児や集団生活を行っている児童の接種は
任意接種（乳幼児、小学生は2回、中学生以上は1回）と
なっているため、費用負担が大きい。少子化及び人口減少
の解消を図るため、若い子育て家庭の経済的な負担を軽減
する支援対策が必要である。
【見込まれる事業効果】少子化及び人口減少の歯止めを図
る。
※基金積立による事業実施を含む。

幼児教育や保育の質を向上させるため、幼児教育の推進を
行う「幼児教育アドバイザー」を配置する。
※基金積立による事業実施を含む。

出産祝金助成事業
【事業内容】出産祝金支給事業は令和5年度から第2子
30,000円から100,000円、第3子以降 100,000円から
200,000円に増額拡充し支給している。
【事業の必要性】少子化及び人口減少の解消を図るための
子育て支援対策が必要である。
【見込まれる事業効果】少子化及び人口減少の歯止めを図
る。
※基金積立による事業実施を含む。

乳幼児・母子・父子福祉医療費（県補助1/2）
【事業内容】小学校入学前までの乳幼児及びひとり親家庭
等の医療費助成（福祉医療）
【事業の必要性】小学校入学前までの乳幼児及びひとり親
家庭等の医療費による負担を軽減するため一部負担金を超
える医療費を助成する。
【見込まれる事業効果】医療費を助成することにより、出
生率の向上に加えて、若い子育て家庭及びひとり親家庭の
経済的な負担を軽減し、子育てしやすい環境を整備するこ
とで、若者の定住化を図る。
※基金積立による事業実施を含む。

こども・乳幼児・寡婦福祉医療費助成事業（高校生のみ県
補助10/１０）
【事業内容】県との合同事業である従来の福祉医療制度を
拡充し、3歳未満の医療費無料化、及び高校生までの年齢
拡充により医療費助成を行う。
【事業の必要性】少子化及び人口減少の解消を図るための
子育て支援対策が必要である。
【見込まれる事業効果】子育てしやすい環境を整備するこ
とで、少子化及び人口減少の歯止めを図る。
※基金積立による事業実施を含む。

乗合タクシー運行事業
【事業内容】路線バスの利便性が低い地域等において、乗
合タクシーを運行する。
【事業の必要性】高齢者、免許返納者等、交通弱者の移動
手段を確保する必要がある。
【見込まれる事業効果】移動手段を確保することで、住民
の利便性の向上の他、健康増進、市民の交流促進が図られ
る。
※基金積立による事業実施を含む。

壱岐病院連絡バス運行事業
【事業内容】三島フェリー発着所と壱岐病院を接続するバ
スを運行する。
【事業の必要性】三島には、医療機関や店舗等がないた
め、壱岐本島で通院や生活物資購入等がされている。三島
航路と接続する壱岐本島内の公共交通がないため、接続す
るバスを運行し三島住民の利便性向上を図る必要がある。
【見込まれる事業効果】連絡バスを運行することで、三島
住民の壱岐島内での移動手段の利便性が確保される。
※基金積立による事業実施を含む。

事業名
（施設名）

事業内容
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持続的発展
施策区分

事業
主体

備考（事業効果が将来持続的
　　　に及ぶ説明等）

６ 子育て
環境の確
保、高齢者
等の保健及
び福祉の向
上及び増進

(8)過疎
地域持
続的発
展特別
事業

母子保
健

市

母子手帳アプリを活用し、
DX化の推進することで、事
務手続きの負担を軽減し、継
続的に子育てしやすい環境を
整備することで、長期的な若
者の定住化を図る。

市

妊婦の経済的負担の軽減を図
ることで、市外健診・分娩に
なる経済的不安から妊娠を諦
めることのないようにし、継
続的に出生率の増加をめざ
す。

６ 子育て
環境の確
保、高齢者
等の保健及
び福祉の向
上及び増進

(8)過疎
地域持
続的発
展特別
事業

高齢
者・障
害者福
祉

市

継続してこの事業を実施する
ことで、利用者・入居者の利
用促進が図られる。

市

継続してこの事業を実施する
ことで、在宅独り暮らし障害
者の不安解消や安全で安心な
在宅生活の確保が図られる。

市

継続してこの事業を実施する
ことで、利用者の健康維持、
疾病予防、安否確認及び孤独
感の解消、障害者の福祉の増
進を図ることができるため、
効果が一過性の事業に要する
経費ではない。

市

この事業を継続することで、
市民の福祉、健康の増進、社
会福祉活動の向上が図られ
る。

団体

継続してこの事業を実施する
ことで、元気なお年寄りの地
域活動への活発な参加により
健康づくり及び生きがいづく
り並びに地域活性化が図られ
る。

６ 子育て
環境の確
保、高齢者
等の保健及
び福祉の向
上及び増進

(8)過疎
地域持
続的発
展特別
事業

高齢
者・障
害者福
祉

市

継続してこの事業を実施する
ことで、病院受診等の利便性
を図り、利用者の健康増進や
気分転換につながり、さらに
は家族にとっても金銭面・精
神面・体力面での負担軽減に
もつながるため、効果が一過
性である事業に要する経費で
はない。

安全・安心に妊娠・出産ができ、適切な医療や保健サービ
スが受けられる環境を実現するため、医療的な理由で市外
での健診や分娩の必要がある妊婦に対して交通費および分
娩までの宿泊費の助成を行う。
※基金積立による事業実施を含む。

社会福祉法人施設整備費補助金
【事業内容】社会福祉法人施設において、利用者や入居者
のニーズにあった環境整備・増設工事などにかかる費用に
ついて補助する。
【事業の必要性】
　社会福祉法人施設を適切な環境で運営していくために必
要。
【見込まれる事業効果】施設の整備を行うことにより、利
用者・入居者の利用促進が図られる。
※基金積立による事業実施を含む。

障害者軽度生活援助事業
【事業内容】在宅障害者等の軽易な日常生活上の支援を行
う。
社会福祉協議会に委託。
【事業の必要性】在宅の独り暮らしの障害者の在宅生活で
の不安等を解消するため、日常生活の支援が必要である。
【見込まれる事業効果】在宅障害者等の生活の自立を推進
することで、安全で安心な在宅生活の確保が図られる。
※基金積立による事業実施を含む。

ＤＸの推進による市民サービスの向上の為、母子手帳アプ
リの利用促進及び予防接種事務のデジタル化等を行いま
す。市民の利便性を高め、行政運営の効率化を実現する。
※基金積立による事業実施を含む。

障害者配食サービス事業
【事業内容】在宅障害者等の生活の自立を推進するため、
栄養バランスの取れた食事を訪問により定期的に提供す
る。
【事業の必要性】在宅の独り暮らしの障害者の在宅生活で
の不安等を解消するため、日常生活の支援が必要である。
【見込まれる事業効果】在宅障害者等の生活の自立推進、
併せて健康維持、疾病予防、安否確認及び孤独感の解消に
繋がる。
※基金積立による事業実施を含む。

社会福祉協議会活動助成事業
【事業内容】活動費等に対し補助する。
【事業の必要性】社会福祉協議会の事務局設置費、心配ご
と相談事業及びボランティアセンター活動費等に対し補助
する。
【見込まれる事業効果】市民の福祉、健康の増進、社会福
祉活動の向上に繋がる。
※基金積立による事業実施を含む。

老人クラブ活動支援事業
【事業内容】老人クラブ活動費に対し補助する。
【事業の必要性】若者の都市部流出等による高齢化率の増
加に対応した、高齢者の生涯を通しての健康、生きがいづ
くり及び社会活動参加促進が必要である。
【見込まれる事業効果】元気なお年寄りの地域活動への活
発な参加により地域活性化が図られる。
※基金積立による事業実施を含む。

外出支援サービス事業
【事業内容】在宅高齢者等の生活の自立を推進するため、
送迎用車両により在宅と在宅福祉サービスの場や医療機関
等との間を送迎する。
【事業の必要性】若者の都市部流出等による高齢化率の増
加に対応した、高齢者の在宅生活での不安等を解消するた
め、外出支援の推進が必要である。
【見込まれる事業効果】在宅高齢者等の安全で安心な生活
の確保が図られる。
※基金積立による事業実施を含む。

事業名
（施設名）

事業内容
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持続的発展
施策区分

事業
主体

備考（事業効果が将来持続的
　　　に及ぶ説明等）

６ 子育て
環境の確
保、高齢者
等の保健及
び福祉の向
上及び増進

(8)過疎
地域持
続的発
展特別
事業

高齢
者・障
害者福
祉

団体

継続してこの事業を実施する
ことで、シルバー人材セン
ターの活動を通して、高齢者
の生きがいづくりや就業機会
の提供ができるため、効果が
一過性の事業に要する経費で
はない。

市

この事業を継続することで、
高齢者の保健福祉の充実が図
られる。

市

継続してこの事業を実施する
ことで、ライフラインの確
保、外出支援及び健康増進を
図り、また、本市内の高齢者
福祉の地域格差を解消するこ
とができるため、効果が一過
性の事業に要する経費ではな
い。

団体

継続してこの事業を実施する
ことで、高齢者が地域社会の
中で安心して暮らし続けるこ
とができる環境づくりを行
い、これまでの地域貢献に対
して感謝し高齢者を敬う気運
を醸成するとともに、高齢者
の閉じこもりの防止、地域で
の交流など、高齢者福祉の向
上を図ることができ、健康増
進にも繋がる。

市

介護人材不足の解消に繋がる
とともに、若者の島外流出の
防止、島外からの人口流入が
図られ、その事業効果は将来
持続的に及ぶものである。

市

医療・福祉人材不足の解消に
繋がるとともに、若者の島外
流出の防止、島外からの人口
流入が図られ、その事業効果
は将来持続的に及ぶものであ
る。

８ 教育の
振興

(4)過疎
地域持
続的発
展特別
事業

生涯学
習・ス
ポーツ

団体

将来の夢に向かって活動する
青少年を応援することは、離
島である地理的条件不利の是
正、競技力の向上、交流機会
の増進等につながり、青少年
のスポーツ振興に寄与するも
のであり、その効果は将来持
続的に及ぶものである。

小・中学生スポーツ大会等出場補助金
【事業内容】市外で開催される各種県大会等青少年スポー
ツ大会参加旅費の一部を助成する。
【事業の必要性】離島である地理的不利条件のための他地
域との交流が少ないため、交流機会の増進に向けた取り組
みが必要である。
【見込まれる事業効果】島外スポーツ大会参加時の地理的
不利条件の解消が図られ、青少年のスポーツ振興に寄与す
る。
※基金積立による事業実施を含む。

壱岐市地域包括ケア人材確保支援事業
【事業内容】壱岐市が指定する資格を取得し、卒業後壱岐
市に居住し就労した場合において、奨学金の返還金額及び
家賃等の一部について補助金を交付する。
【事業の必要性】医療及び福祉に係る人材確保のため
【見込まれる事業効果】医療及び福祉に係る人材確保と若
者の島外流出の防止、島外からの人口流入。
※基金積立による事業実施を含む。

はり・きゅう･あん摩等施術料金助成事業（老人）
【事業内容】施術費に対し助成する。
【事業の必要性】はり、きゅう、あん摩又はマッサージに
関する施術費に対し助成する。
【見込まれる事業効果】高齢者等の健康増進に繋がる。
※基金積立による事業実施を含む。

三島航路乗船カード交付事業
【事業内容】７５歳以上の三島航路利用料について100円
とする。
【事業の必要性】若者の都市部流出等による高齢化率の増
加に対応した、高齢者の閉じこもり防止等のための外出支
援が必要である。
【見込まれる事業効果】在宅高齢者等の外出支援及び健康
増進に繋がる。
※基金積立による事業実施を含む。

敬老事業補助金
【事業内容】長寿を祝い各地域で開催される敬老行事主催
者に対し、70歳以上の高齢者一人につき１，０００円を
限度とする補助金を支給する。
【事業の必要性】市民の敬老意識の高揚や地域での見守り
活動推進を図る。
【見込まれる事業効果】地域の活性化や地域づくりに繋が
る。
※基金積立による事業実施を含む。

介護人材確保対策事業
【事業内容】介護福祉士養成校開設者および養成校の生徒
に対し、補助金を交付する。
【事業の必要性】介護福祉士の人材確保のため
【見込まれる事業効果】介護福祉士の人材確保や若者の島
外流出の防止、島外からの人口流入。
※基金積立による事業実施を含む。

シルバー人材センター活動助成事業
【事業内容】シルバー人材センター活動費に対し補助す
る。
【事業の必要性】高齢者が地域社会において積極的な役割
を果たし、高齢者の豊富な知識や経験、技術を資産として
地域の活性化を図るための就業機会の提供が必要である。
【見込まれる事業効果】高齢者の就業を通して生きがいづ
くりや高齢者の社会参加が促進される。
※基金積立による事業実施を含む。

事業名
（施設名）

事業内容
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持続的発展
施策区分

事業
主体

備考（事業効果が将来持続的
　　　に及ぶ説明等）

８ 教育の
振興

(4)過疎
地域持
続的発
展特別
事業

生涯学
習・ス
ポーツ

個人

将来の夢に向かって活動する
青少年を応援することは、離
島である地理的条件不利の是
正、競技力の向上、交流機会
の増進等につながり、青少年
のスポーツ振興に寄与するも
のであり、その効果は将来持
続的に及ぶものである。

その他

市

高校魅力化により島外からの
高校生の受入れが継続的に進
み、若年層の人口流入と将来
的な定住・関係人口の創出に
つながることで、人口減少の
抑制と地域の活性化に資し、
事業効果は将来持続的に及ぶ
ものである。

市

学校・家庭・地域が連携・協
働して「地域ぐるみの子育
て」を推進することは、安心
して子育てができる環境の創
出につながり、その効果は将
来持続的に及ぶものである。

市

自主的な学習習慣の定着と学
力向上が長期的に期待され、
安心して学べる場は生徒の自
信と意欲を継続的に高める。
地域との交流促進や次世代育
成にも将来にわたり寄与し、
持続的な学びの循環が生まれ
る。

市

教員の負担軽減により教育の
質が向上し、生徒は多様な活
動を通じて継続的に学び成長
できる。地域人材の参画が広
がり、交流が深まり、持続可
能な部活動運営と地域・学校
の連携が将来にわたり強化さ
れる。

子ども夢プラン応援補助金
【事業内容】将来の夢に向かって熱心に活動する青少年に
対し、その意欲及び能力を認められて選抜され、市外にお
ける強化練習、大会等に参加する場合、旅費の一部を助成
する。
【事業の必要性】離島である地理的不利条件のため、交流
機会の増進に向けた取り組みが必要である。
【見込まれる事業効果】市外における強化練習、大会等参
加時の地域的不利条件の解消が図られ、青少年のスポーツ
振興に寄与する。
※基金積立による事業実施を含む。

高校地域連携推進事業
【事業内容】
高校地域連携コンソーシアムを中心に、探究、STEAMな
ど教育の質の向上と高校魅力化を推進し、地域みらい留学
などと連携した全国公募により、島外からの高校生の受入
を増加させる。
【事業の必要性】
早いタイミングでは、高校進学時点で島外へ転出するケー
スもあり、人口減少の一因となっていることから、島外か
らも高校生が集まる高校魅力化が必要である。
【見込まれる事業効果】
高校魅力化により、地域留学する高校生を獲得し、定住人
口の増加につながる。
※基金積立による事業実施を含む。

地域子ども教室推進事業
【事業内容】放課後、学校の空き教室等で地域住民の協力
を得ながら各種教室を実施するなど、小学児童のための活
動の場所づくりを行う。
【事業の必要性】放課後、子どもが家に帰ってもまだ家族
がいない家庭が増えているため、放課後の子どもの居場所
確保対策が必要である。
【見込まれる事業効果】学校・家庭・地域が連携・協働し
て「地域ぐるみの子育て」を推進することで、平日や土曜
学習の充実が図られる。
※基金積立による事業実施を含む。

地域未来塾推進事業
【事業内容】
夏休みに中学校区ごとに学習教室を開設し、2時間×10回
実施する。学校や公民館を会場とし、指導者には謝金を支
給する。保険・消耗品は市が負担し、安心して学べる環境
を整える。
【事業の必要性】
経済的事情や家庭環境により学習習慣が十分に身について
いない中学生を対象に、学習機会を保障することが必要で
ある。学習格差を是正し、教育の公平性を確保するために
支援が求められる。
【見込まれる事業効果】
自主的な学習習慣の定着や学力向上が期待される。安心し
て学べる場の提供により、生徒の自信や意欲を高め、地域
との交流促進や次世代育成にもつながる効果が見込まれ
る。
※基金積立による事業実施を含む。

中学校部活動地域展開事業
【事業内容】
中学校部活動を地域クラブと連携し、休日等の活動を地域
人材や団体が担う体制を整備する。教員の負担を軽減しつ
つ、生徒に多様な活動機会を提供し、持続可能で安心・安
全な環境を構築する。
【事業の必要性】
教員の長時間勤務是正は喫緊の課題であり、働き方改革の
一環として部活動の地域移行が求められている。生徒の多
様なニーズに応じた活動機会の確保や地域人材の活用によ
る教育力向上も不可欠である。
【見込まれる事業効果】
教員の負担軽減により教育の質が向上し、生徒は多様な活
動を通じて学びや成長の機会を得る。地域人材の参画で交
流が広がり、持続可能な部活動運営体制が確立され、地域
と学校の連携が強化される。
※基金積立による事業実施を含む。

事業名
（施設名）

事業内容
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持続的発展
施策区分

事業
主体

備考（事業効果が将来持続的
　　　に及ぶ説明等）

9 集落の整
備

(2)過疎
地域持
続的発
展特別
事業

集落整
備

地元

今後の行政運営の流れとして
「小さな行政」を心掛ける必
要がある中、コミュニティの
活性化に資する事業は必須で
ある。このような状況の中、
地域に密着したまちづくり協
議会の活動が活発化すること
で、住民のウェルビーイング
が直接的に向上するとともに
主体性の醸成にもつながるな
ど、地域の持続的な発展の礎
となる。

10 地域文
化の振興等

(2)過疎
地域持
続的発
展特別
事業

地域文
化振興

団体

豊かな感性・情操や、創造
力・想像力を養う上で大きな
効果が期待でき、地域文化の
向上を推進し、文化・芸術の
香り豊かな人・地域を育むと
ともに交流人口の増大を図る
ことができるため、効果が一
過性である事業に要する経費
ではない。また、この事業の
効果は地域の様々な世代に影
響を及ぼしていき、ひいては
次世代にも引き継がれてい
く。

団体

島内の歴史遺産や自然環境、
文化や産業などの情報発信は
地域・観光の振興に寄与する
取り組みであり、壱岐市の経
済基盤を維持するためにも必
要な取り組みである。

11 再生可
能エネル
ギーの利用
の推進

(2)過疎
地域持
続的発
展特別
事業

再生可
能エネ
ルギー
利用

市

脱炭素社会の実現は、世界的
に解決すべき課題であり、国
においても２０５０年カーボ
ンニュートラルが目標とされ
ていることから、気候変動対
策としての再生可能エネル
ギーの導入拡大を継続して進
めることが、本市の地域脱炭
素の早期実現につながる。

市

脱炭素社会の実現は、世界的
に解決すべき課題であり、国
においても２０５０年カーボ
ンニュートラルが目標とされ
ていることから、気候変動対
策としての再生可能エネル
ギーの導入拡大を継続して進
めることが、本市の地域脱炭
素の早期実現につながる。

再生可能エネルギー導入可能性検討事業
【事業概要】島内において再エネ資源（洋上風力含む）と
なり得る地域資源の掘り起こしとエネルギー利用の実現可
能性を検討するとともに、利害関係者・市民等との合意形
成を図る。
【事業の必要性】本土との系統連系がなく、島内の系統も
脆弱な本市において、再エネの利用を促進するためには、
様々な再エネ資源を組み合わせて安定電源化を図る必要が
ある。
【見込まれる事業効果】再エネの安定電源化によって再エ
ネ導入を拡大し、地域脱炭素化を実現するとともに、新た
な産業創出にもつながる。
※基金積立による事業実施を含む。

RE水素システム実証研究事業
【事業概要】再エネと水素蓄エネを組み合わせたシステム
を活用し、再エネ導入拡大に資する実証研究を実施する。
【事業の必要性】季節的な再エネ需要の変動が大きい本市
において、蓄エネの長期保存に最適なグリーン水素を活用
することで、再エネの効率的かつ安定的な利用が可能とな
る。
【見込まれる事業効果】再エネの効率的かつ安定的な利用
による地域脱炭素化の実現に加え、システムの副産物の酸
素を適切な産業分野で活用することで、レジリエンス強化
と経済性向上が図られる。
※基金積立による事業実施を含む。

まちづくり協議会運営事業
【事業内容】市内１８小学校区を単位として、公民館、Ｐ
ＴＡ、ＮＰＯなど地域内にある既存の組織が互いに理解を
深め、協力できる仕組みを作り、地域による地域振興事業
等の実施を促す。体制整備及び事業実施に対する補助。
【事業の必要性】人口減少や高齢化が進み、地域コミュニ
ティの停滞、個人の価値観ライフスタイルの多様化に伴う
住民のコミュニティの意識の希薄化が懸念される。今後、
市民が主体となるまちづくりの推進が必要である。
【見込まれる事業効果】地域課題の解決や地域住民の交流
の促進、福祉及び生活環境の向上、安全な生活の確保等が
図られる。
※基金積立による事業実施を含む。

優秀芸術等招聘・文化交流事業
【事業概要】壱岐市文化団体協議会が、文化事業を通じて
国際交流・地域間交流事業等に対して、事業費の一部を助
成する。
【事業の必要性】離島である地理的不利条件のため、他地
域との交流が少なく、交流機会の増進に向けた取り組みが
必要である。
【見込まれる事業効果】地域文化向上及び国際化・地域間
交流等を推進し、豊かな人を育むとともに交流人口の拡大
をはかる。
※基金積立による事業実施を含む。

一支国博物館活用推進事業（しまごとプロジェクト推進事
業）
【事業内容】観光客等をおもてなしする人材の育成、教育
機関と連携した子供達への郷土の歴史・文化の継承、観光
の仕組み・メニュー作り、活用、講演・講座、イベント、
ガイド育成、情報発信を実施する。
【事業の必要性】
交流人口拡大のため、観光客等の受入体制整備が必要であ
る。
【見込まれる事業効果】交流人口の拡大による地域活性化
※基金積立による事業実施を含む。

事業名
（施設名）

事業内容
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持続的発展
施策区分

事業
主体

備考（事業効果が将来持続的
　　　に及ぶ説明等）

11 再生可
能エネル
ギーの利用
の推進

(2)過疎
地域持
続的発
展特別
事業

再生可
能エネ
ルギー
利用

市

脱炭素社会の実現は、世界的
に解決すべき課題であり、国
においても２０５０年カーボ
ンニュートラルが目標とされ
ていることから、気候変動対
策としての再生可能エネル
ギーの導入拡大を継続して進
めることが、本市の地域脱炭
素の早期実現につながる。

市

脱炭素社会の実現は、世界的
に解決すべき課題であり、国
においても２０５０年カーボ
ンニュートラルが目標とされ
ていることから、気候変動対
策としての化石燃料からの脱
却は本市の地域脱炭素の早期
実現につながる。

地域脱炭素に向けた重点対策加速化事業
【事業概要】個人住宅や民間の事業所への太陽光発電設備
等の導入を支援する。
【事業の必要性】本市においてCO2排出量の多い民生部
門の脱炭素化が必要である。
【見込まれる事業効果】民生部門の脱炭素化により、本市
の脱炭素目標の達成に寄与する。
※基金積立による事業実施を含む。

   電気自動車の導入促進事業
【事業概要】公用車や市民の所有する自動車について、電
気自動車の導入促進を図る。
【事業の必要性】本市においてCO2排出量の多い運輸部
門の脱炭素化が必要である。
【見込まれる事業効果】運輸部門の脱炭素に加え、蓄電設
備として再エネ導入拡大に資する。
※基金積立による事業実施を含む。

事業名
（施設名）

事業内容



議案第１７号  

 
 
   市道路線の認定について 
 
 
 市道路線を別紙のとおり認定する。 

 

 
 

  令和８年３月３日提出 

 
 

壱岐市長 篠 原 一 生 

 
 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
（提案理由） 

一般県道渡良浦初瀬線（渡良浦工区）におけるバイパス箇所の
供用開始に伴い、旧県道部を長崎県との移管協議により、市道と
して受け入れる必要があるため、道路法第８条第２項の規定に基
づき、議会の議決を求めるものである。 



起点 壱岐市郷ノ浦町渡良浦字君⼾1186番4地先
終点 壱岐市郷ノ浦町渡良浦字宮之浦1161番7地先

265.50

路 線 調 書

2022 君⼾宮之浦線 4.90〜13.00

路線番号 路線名 敷地の幅員（m） 延⻑（m）道路の区域



市道君戸宮之浦線　認定区間　位置図

市道認定区間
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市道君戸宮之浦線　認定区間
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